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2022 年度新潟県看護協会看護学会によせて 

 
2022 年 11 月 30 日 

公益社団法人新潟県看護協会 
会長  斎藤 有子 

 
 新潟県看護協会看護学会は、3 年ぶりの開催となります。学会を皆様と一緒に開

催できますことを大変うれしく思います。 
新型コロナウイルス感染症が続く中で、2020 年度は、研究論文の誌上掲載のみと

なり、2021 年度は日本看護学会が新潟会場で開催する計画であったことから当協会

の学会は実施しませんでした。今年度は、初の会場開催及びライブ配信・オンデマ

ンド配信の併用により行うことといたしました。 
研究論文の発表数は 21 題で、新型コロナウイルス感染症の対応等の影響もあり、

減少しましたが、投稿いただきました皆様に、深く敬意を表します。 
また、県内の看護系大学より指導に関わっていただきました皆様に、心より感謝

申し上げます。 
お忙しい日々の業務の中で取り組まれた研究の成果をご高覧ください。 
今年度の学会のテーマは、「多様化する生活を支える看護の力」です。新型コロナ

ウイルス感染症は、社会の変化を大きく加速化させ、私たちの暮らしにも大きな影

響をもたらしました。医療と生活の両方の視点から人々の療養指導や支援を行って

いる看護職は、あらゆる場で看護の力を発揮することが一層求められ、その対応に

大変苦慮されていることと思います。 
このような状況の中で、患者さんやご家族に寄り添い、向き合うということは容

易ではありません。そばにいることの意味や本来やりたい看護を見つめ直すと同時

に、看護職自身も自分を大切にして元気に過ごす事が重要と考えます。 
そこで、特別講演は、「思いやる心は傷つきやすい」Office Asako 代表 日本赤

十字看護大学名誉教授 武井麻子氏、教育講演は、「妖怪人間ベムは永遠に笑わない

－生きる意味、それは間（あわい）に－」京都大学大学院人間・環境学研究科研究

員 佐藤泰子氏をお招きし、お話していただきます。今後の看護の一助となればと

思います。 
さらに、「専門性の高い看護職員の育成に向けて 県内の関係機関と連携して 

の取組」をテーマに、取組の状況を報告するとともに、さらに新潟モデルを進める

契機とするため交流集会を企画しました。多くの皆様のご参加を期待します。 
 
本学会が看護の本質を考え、活発な意見交換や知識の修得の場として、会員一同

と共に学びあうものとなるよう努めてまいります。 
 
最後に、本学会の開催にあたり、企画、運営に携わっていただきました学会委員

の皆様、研究にご協力いただきました各施設の皆様に深く感謝申し上げます。 
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2022年度　新潟県看護協会　看護学会　日程表

9:45

1２月１日（水）～２３日(金）オンデマンド配信

9：45
開場

10：00
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

10：15
会長挨拶

休憩

10：30～12：00

<特別講演>
思いやる心は傷

つきやすい

演者　武井麻子

Office Asako
代表

日本赤十字看護
大学名誉教授

　

13：00～14：00

交流集会
専門性の高い看護

職員の育成について

ー県内の各機関と連
携しての取り

組みー

14：10～15：40

＜教育講演＞
妖怪人間ベムは
永遠に笑わない

演者　佐藤泰子

京都大学大学院
人間・環境学研
究科　研究員

10:30 12:00 13:00 14:10

朱鷺メッセ  2階中会議室　　　Web開催11月30日（水）
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交通アクセス 

 

 

 

 

●朱鷺メッセへのアクセス 
■新潟駅から 
バス〈佐渡汽船行〉・・・約 10 分 
タクシー・・・約 5 分 
徒歩・・・約 20 分 

■新潟空港から 
バス〈新潟駅まで〉・・・約 25 分 
タクシー・・・約 20 分 

＜ 6 ＞



 参加者へのご案内  

 

開催概要 

＜  会 期  ＞ 現地開催：11月30日（水） 

        ※当日は、特別講演、交流集会、教育講演となります。 

 

オンデマンド配信：12月1日（木）～12月23日（金）17:00まで 

 

＜視聴サイト＞ 新潟県看護協会ホームページ内の学会より、視聴サイトにアクセスしてください。 

 

＜ 視聴方法 ＞ ログインIDとパスワードを使用し、学会視聴サイトにログインしてください。 

 

参加登録  

学術集会の参加には、会員、非会員を問わず、事前の参加登録が必要です。新潟県看護協会ホームページ

内の学会「参加登録」よりご登録ください。 

参加登録された方は、現地参加(限定100名、事前申込者のみ)・オンデマンド視聴のどちらも可能です。 

 

＜現地参加＞ 

   ・現地参加の際には、事前に送付された参加証を持参し、(ネームカードになります)に必要事項を記入 

し、会場内では首からさげてご使用ください。 

※なお､学会当日に参加証または集録集を忘れた方は､受付にお申し出ください。その際、集録は実費

(1,500円)をいただきます。 

 

 

＜オンデマンド視聴＞ 

  ・11月30日の特別講演、教育講演、交流集会はライブ配信です。 

  ・12月1日～23日17:00迄、特別講演、教育講演、交流集会及び口演をオンデマンド配信いたします。 

  ・視聴サイトへのアクセスは、集録送付時に送りましたログインID、パスワードが必要です。 

     

 

総合受付・参加受付  

 ・場所：朱鷺メッセ 2階 中会議室  

 ・日時：11月30日（水） 10:00～15:50 

 受付：9:30 

 開場：9:45 
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会場参加にあたっての留意事項 

1) 講演会場内では携帯電話の電源を切るか、マナーモードでお願いします。 

  2) 講演会場は全て飲食禁止です。 

  3) 講演内容につきましては、本学術集会が許可したもの以外の録画、録音、写真撮影は禁止となって 

おりますのでご了承ください。 

  4) 会場に関してご不明な点は､スタッフ用ネームプレートをつけた係員にお尋ねください。 

5) 昼食は休憩時間におとりください。 

    朱鷺メッセ内及び隣接する施設にレストラン等があります。  

 

研究発表について 

  ・12月1日からの配信となります。質疑応答については事前収録配信のため受け付けません。 

あらかじめご了承ください。 

 

新型コロナウィルス感染症対策のための対応について 

以下のご協力をお願いいたします。 

・会場入り口付近に設置したサーモグラフにて検温をお願い致します。 

  ・体調不良、体温37.5度以上の方は入場をお断りいたします。 

・会場内ではマスクの着用をお願いいたします。 

  ・手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。 

  ・会場内は可能な限り換気させていただきます。 

 

その他  

・クロークはありません。貴重品・コート・お荷物の管理は各自でお願いいたします。 

落し物や忘れ物は、受付でお預かりしています。 
・会場付近に有料駐車場があります。本協会ではスタンプ等の発券はいたしません。 

・会場内の呼び出しは、いたしません。 

緊急の呼び出しにつきましては、連絡掲示板を入口に設置しております。 

・講演会場はすべて禁煙です。ご協力お願いします。 
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演題発表プログラム           

                          

【第 1 群】 

妊娠期間中の体重増加量と分娩予後、新生児・周産期合併症との関係 

新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院  相田 悦子・・・1 

 

コアニードル検査を受ける患者の不安軽減に向けた取り組み 

フローチャート・パンフレットを活用し検証する 

新潟県厚生農業協同組合連合会 長岡中央綜合病院 酒井 道子・・・4 

 

血液濃度を反映した血尿スケールの作成 

医師と看護師で血尿の程度を共通認識するために 

長岡赤十字病院 山田 かおり・・・7 

 

手術室看護を可視化することによって得られる効果 

看護計画導入の取り組み 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 水野 あゆみ・・・10 

 

【第２群】 

コロナ禍での面会制限による、家族の不安・不満 

リモート面会を行ったアンケート結果を通して 

医療法人社団 健進会 新津医療センター病院 風間 大輝・・・13 

 

A 病院の過去 4 年間における人工呼吸器装着患者の動向から呼吸ケアサポートチームの今後の

課題を考察する 

社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 阿部 貴宏・・・16 

 

透析導入期の患者の思いについて 

透析導入初期指導に結びつける 

新潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院 前田 洋子・・・19 

 

透析患者における蛋白質摂取量増加への取り組み 

蛋白質食品群チェックシートの効果と課題 

新潟県厚生農業協同組合連合会 三条総合病院 藤枝 智明・・・22 
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【第３群】 

妊娠期におけるメンタルヘルスの実態調査 

妊娠初期問診票、妊娠期 EPDS、育児支援チェックリストを導入して 

新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 塚田 文枝・・・25 

 

A 病院泌尿器科における尿道カテーテル留置患者のカテーテル関連トラブルと在宅での管理上

の問題 

新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院 齊藤 千恵子・・・28 

 

新潟県看護職員認知症対応力向上研修受講者の研修評価 

事後課題研修の実施から 

新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 竹内 真奈美・・・31 

 

新潟県内診療所に勤務する看護職の役割及び資質向上の実際に関する調査 

新潟県看護協会 看護師職能Ⅱ委員会 伊藤 理加・・・34 

 

【第４群】 

介護医療院職員が受ける入所者・家族によるハラスメントの実態調査 

                    新潟県厚生農業協同組合連合会 あがの市民病院 増子 恵・・・37 

 

車いすに抑制された認知症患者を見て看護師が抱く思い  

医療法人魚野会 南魚沼市民病院 関 陽志郎・・・40 

 

『FISH！哲学』を導入した活き活きと働くための職場環境作り 

医療法人社団 健進会 新津医療センター病院 本間 善枝・・・43 

 

急性期看護師のストレス状況とその対処行動の発見 

看護師の生活の質・仕事へのモチベーション向上を目指す 

医療法人愛仁会 亀田第一病院 増子 綾香・・・46 

 

病棟内でのリハビリスタッフとの連携強化を目指して 

「回復期リハビリテーション病棟協会 看護・介護 10 か条」の達成を目指した取り組み 

社会医療法人 嵐陽会 三之町病院 佐藤 祥子・・・49 
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【第５群】 

退院支援アセスメントシートを活用して 

若手看護師の退院支援アセスメント能力の向上を目指した取り組み 

社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 武田 桃子・・・52 

 

新人看護師の成長過程の把握への取り組み 

独自の新人手技チェックリストを用いて 

社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 渡邉 将秀・・・55 

 

透析看護に対する不安軽減の試み  学習会を実施して 

医療法人社団葵会 新潟聖籠病院 小林 ゆかり・・・58 

 

認知症病棟における接遇マナーに対する看護職者の意識と行動 

アンケート調査を用いての効果 

医療法人立川メディカルセンター 柏崎厚生病院 塚田 昌寿・・・61 
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特別講演 

 

『思いやる心は傷つきやすい』 

 

 

 

2022 年 11 月 30 日（水）10:30～12:00 

【2 階 中会議室】 

 

 

講師 武井 麻子 

（Office Asako 代表・日本赤十字看護大学名誉教授） 

 

座長 河内 学 

（医療法人白日会 黒川病院 看護部長） 

 

 

 

新潟県看護協会看護学会特別講演 

 

「思いやる心は傷つきやすい」 

 

    Office Asako 代表・日本赤十字看護大学名誉教授    武井 麻子 

 

 

対人援助職にとって、「思いやり」はなくてはならないものと思われている。少なくとも援助さ

れる側は、それを期待する。たしかに、誰かが不幸な目に合っているのを見たとき、人はたいて

いかわいそうに思い、「何かしてあげなければ」「どうにかしてあげたい」という気持ちになるも

のだ。しかし、心の中では、むごたらしい場面などを見れば、「怖い」と思い、逃げ出したくなる

かもしれない。 

つまり、そうした思いやりは、ある意味で心理的プレッシャーとなるのである。思いやりのス

トレスと言ってもよい。とくに、対人援助を職業として日常的に行う場合、そうしたストレスに

慢性的にさらされることになる。 

今回は、それが働く人にどのような影響を及ぼすのかについて、考えていきたい。 

 

 

 

 

武井 麻子（たけい あさこ） 

 

【略歴】 

東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。修士課程に在籍中から海上寮療養所（千葉県）の

看護科および社会療法科に勤務。治療共同体をめざすさまざまなグループ活動に従事。その

間、英国ケンブリッジの精神科病院にて 6 か月研修。その後、日本赤十字看護大学及び大学院

にて精神保健看護学・コンサルテーション論を教授。定年後は Office-Asako を立ち上げ、さま

ざまな対人援助職へのコンサルテーションを行う傍ら、東京都立大学特任教授として 5 年間勤

務。 

 

 

〈主な著書〉 

『精神看護学ノート』『感情と看護―人とのかかわりを職業とすることの意味』、『「グループ」

という方法』『思いやる心は傷つきやすいーパンデミック下の感情労働』など。 

 

 

 

 

 

＜ 12 ＞



新潟県看護協会看護学会特別講演 

 

「思いやる心は傷つきやすい」 

 

    Office Asako 代表・日本赤十字看護大学名誉教授    武井 麻子 

 

 

対人援助職にとって、「思いやり」はなくてはならないものと思われている。少なくとも援助さ

れる側は、それを期待する。たしかに、誰かが不幸な目に合っているのを見たとき、人はたいて

いかわいそうに思い、「何かしてあげなければ」「どうにかしてあげたい」という気持ちになるも

のだ。しかし、心の中では、むごたらしい場面などを見れば、「怖い」と思い、逃げ出したくなる

かもしれない。 

つまり、そうした思いやりは、ある意味で心理的プレッシャーとなるのである。思いやりのス

トレスと言ってもよい。とくに、対人援助を職業として日常的に行う場合、そうしたストレスに

慢性的にさらされることになる。 

今回は、それが働く人にどのような影響を及ぼすのかについて、考えていきたい。 

 

 

 

 

武井 麻子（たけい あさこ） 

 

【略歴】 

東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。修士課程に在籍中から海上寮療養所（千葉県）の

看護科および社会療法科に勤務。治療共同体をめざすさまざまなグループ活動に従事。その

間、英国ケンブリッジの精神科病院にて 6 か月研修。その後、日本赤十字看護大学及び大学院

にて精神保健看護学・コンサルテーション論を教授。定年後は Office-Asako を立ち上げ、さま

ざまな対人援助職へのコンサルテーションを行う傍ら、東京都立大学特任教授として 5 年間勤

務。 

 

 

〈主な著書〉 

『精神看護学ノート』『感情と看護―人とのかかわりを職業とすることの意味』、『「グループ」

という方法』『思いやる心は傷つきやすいーパンデミック下の感情労働』など。 
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交流集会 

テーマ 

『専門性の高い看護職員の育成に向けて 

－県内の各機関と連携しての取組み－ 2022 』 

 

2022 年 11 月 30 日（水）13:00～14:00 

【2 階 中会議室】 

 

 

座長 斎藤 有子 （公益社団法人新潟県看護協会 会長） 

講師 小泉 美佐子（新潟県立看護大学 学長） 

    小山 諭（新潟大学大学院保健学研究科 医学部保健学科教授） 

    杉田 洋子 （新潟大学医歯学総合病院 副病院長・看護部長） 

    高橋 みはる 

   （新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 副病院長兼看護部長） 

    帆苅 久美  

（新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課副参事） 
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新潟県看護協会看護学会 交流集会 専門性の高い看護職員の育成に向けて 

～県内の各機関と連携しての取組み～ 

要 旨 

座長    公益社団法人新潟県看護協会 斎藤 有子 

                       

 医療の場は病院中心から地域・在宅へ移行するなど医療提供体制も変化し、複数疾患を持ち長期にわ 

たって暮らしの場で療養する患者や利用者に対し、医療と生活の両面から総合されたケアを提供す 

ることが一層求められるようになってきた。急性期医療から在宅医療まで広く対応できるためには、看 

護師数の増加だけでなく、専門性の高い看護職員が不可欠であり、看護職が看護の専門性を発揮するこ 

とを通して、健康状態の維持増進、病状の悪化を予測した予防的対策を提供することが重要である。 

 新潟県では、医師とともに看護師が不足しており、医療を支える人材の確保、育成が喫緊の課題となっ

ている。令和元年度に「専門性の高い看護職員の育成検討会」を立ち上げ、支援体制の整備、関係機

関の役割の明確化、連携促進に取り組む必要性を確認し、報告書にまとめられた。 

令和 2 年度からは、養成機関の早期設置、有資格者の活動の可視化と活用促進、看護管理者の理 

解促進等に取り組んでいるが、その推進役となっている 5 名の方から取組状況を報告いただき、関

係機関が連携して課題解決に向けて対策を講じていくための足掛かりとする。 

最初に、新潟県立看護大学学長の小泉美佐子様は、専門性の高い看護職員の育成検討会の会長と

して検討会を運営し、結果を報告書にまとめられた。現在は教育機関の立場で取組を推進されて

いる。 

次に、新潟大学大学院保健学研究科医学部保健学科教授の小山諭様は、今年度から感染管理認定

看護師（B 課程）教育課程を開講された。 

 三番目の新潟大学医歯学総合病院の副院長・看護部長の杉田洋子様は、医療機関の立場で、特定

行為研修機関としての取組み及び有資格者の活動支援に尽力されている。 

 四番目の魚沼基幹病院副病院長兼看護部長の高橋みはる様は、魚沼地域をモデルとして感染管理

認定看護師の育成、活動支援、地域の医療ニーズへの対応について取り組まれている。 

 最後に、新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課副参事（看護職員確保・育成係長）の帆苅

久美様は、行政の立場で、看護職員の確保育成対策はもとより、県内の関係機関の連携推進に努め

られている。 

 新型コロナウイルス感染症への対応が迫られ、感染管理認定看護師教育課程の設置が進んだが、

地域の医療ニーズに対応し、新潟モデルの可能性を探る機会としたい。 

 

【略歴】 

 1979 年新潟県職員として採用され、保健所の保健師として県内の保健所に勤務 

 新潟県福祉保健部健康対策課課長補佐、障害福祉課長、新潟地域振興局健康福祉部部長を歴任 

 2017 年公益社団法人新潟県看護協会常務理事、2018 年 6 月より現職 
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「専門性の高い看護職員育成検討会」の立ち上げと“新潟モデル”について 

 

新潟県立看護大学長  小泉 美佐子 

 

令和 3 年 10 月 1 日現在、新潟県の高齢化率は 33.4％（全国 29.1％）である。高齢化はさらに進

み医療・介護を必要とする人々の増加が見込まれる。本県は医師とともに看護職員も慢性的に不足

しており、医療人材の確保・育成は喫緊の課題となっている。この様な状況への対応に向けては、

医師、看護職員の量的な確保のみならず、高い専門性を具備した専門看護師、認定看護師、特定行

為研修を修了した看護師の育成が必要不可欠である。以上を背景として令和元年度に「専門性の高

い看護職員の育成検討会（以下検討会）」を立ち上げた。検討会は「新潟県における看護職員の確

保・定着及び資質の向上のために、専門看護師、認定看護師、特定行為研修を修了した看護師の育

成に向け関係機関と検討し、支援体制の整備及び関係機関の役割の明確化、連携促進を図ること」

を目的とした。 

検討会委員の構成は、病院看護管理者、看護系大学教員、職能団体等（新潟県看護協会・訪問看

護ステーション協議会等）から成り、オブザーバーに県福祉保健部医師・看護職員確保対策課が加

わった。検討会報告書には、次の 4 点を重点的に取り組む必要があるとした：①ニーズの高い認定

看護師教育課程（認知症看護、感染管理、皮膚排泄ケア、摂食嚥下障害看護）の早期設置、②受講

しやすい環境の整備と支援、③専門看護師教育課程の充実、④資格取得後の専門性向上のための学

習支援及び環境づくり。 

この取り組みにあたり、各機関の役割・活動を盛り込んだ「専門性の高い看護職員育成”新潟モ

デル”」を作成した。今回、「専門性の高い看護職員育成”新潟モデル”」について、大学等教育機

関の取り組みを中心に紹介する。 

 
 

小泉 美佐子（こいずみ みさこ） 

 

【略歴】 

1967年日本医科大学看護専門学校卒業 

1983年千葉大学大学院看護学研究科修了 

日本医科大学附属病院、北里大学病院において、通算 12 年間の臨床看護経験を積む。 

筑波大学医療技術短期大学部、自治医科大学看護短期大学の看護教員を経て、1997 年群馬大学

医学部保健学科教授、2011 年新潟県立看護大学教授、この間、両大学大学院において専門看護

師教育課程を立ち上げ教育に携わる。 

2017 年 4 月～現職 
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感染管理認定看護師教育課程開講状況について 

 

                   新潟大学大学院保健学研究科教授  小山 諭 

            

講演内容 

・感染管理認定看護師教育課程（B課程）とは 

・開設準備 

・開講と講義などの進み具合 

・現状と問題点 

 

 

小山 諭（こやま ゆう） 

【略歴】 

昭和63年（1988）群馬大学医学部卒業 

同年４月新潟大学医学部第一外科入局 

新潟大学医学部第一外科及び関連病院で研修 

平成10年（1998）医学博士号取得 

平成12年（2000）新潟大学医学部第一外科助手 

平成14年（2002）新潟大学大学院消化器・一般外科助手（現助教） 

平成25年（2013）新潟大学大学院消化器・一般外科准教授 

平成27年（2015）新潟大学大学院保健学研究科教授 

現在に至る 

 

〈役職・資格〉 

日本臨床栄養代謝学会：理事・代議員・編集委員、指導医、新医師・歯科医師教育セミナーWG長 

日本外科代謝栄養学会：理事・評議員・編集委員・国際委員・倫理／利益相反委員会委員長・教

育指導医 

日本在宅静脈経腸栄養研究会：世話人・監事 

日本栄養アセスメント研究会：世話人 

日本サルコペニア・悪液質・消耗疾患研究会：世話人 

日本乳癌学会：乳腺専門医・指導医 

日本内分泌外科学会：評議員、専門医 

日本外科学会：認定医、専門医、指導医 

日本消化器外科学会：認定医 

ESPEN：Member, TTT 

アメリカ外科学会：FACS 

 

＜ 17 ＞



感染管理認定看護師教育課程、実習施設として、また有資格者の活動支援について 

 

新潟大学医歯学総合病院  

副病院長・看護部長 杉田 洋子 

 

新潟県では専門性の高い看護職員育成の育成検討会がまとめた「新潟モデル」の実装と

して、2022 年度に感染管理認定看護師教育課程 B 課程を開講した。B 課程は 2020 年度から

日本看護協会が資格認定を行う新たな認定看護師養成分野であり特定行為研修を含んでい

る。新潟大学医歯学総合病院は特定行為研修指定研修機関として、新潟大学大学院保健学

研究科保健医療高度専門職教育センターと連携し、感染管理認定看護師教育課程運営に一

定の役割を担うこととなった。 

本院は特定行為研修指定研修機関として、今年で 3 期目を迎えた。一般公募型で開講し、

在宅から急性期迄の幅広い領域を含む 15 区分 28 行為のコースを設定し、コースには感染

管理認定看護師教育課程Ｂ課程の区分も含んでいた。また B 課程を修了した感染管理認定

看護師が指定研修機関の研修支援者を務めており、開講準備から参加した。運営では演習

支援や実習施設として協力していく予定である。 

次に、特定行為研修指定研修機関開講後の本院看護職員の育成を紹介する。指定研修機

関として開講後、急性期領域のコース充実を図り、「外科基本」、「集中治療パッケージ」、

「術中麻酔管理領域パッケージ」を追加して本院看護職員の受講を推進してきた。特定行

為を含む看護実践に挑戦する修了生も少しずつ増え、今年度は院内における特定行為実践

の段階に入った。安全・安心に医行為を含む高度実践を提供するには院内で調整すべき課

題は多い。患者・家族への情報提供、医療安全体制の整備、指導医との連携体制、活動時間

の確保、終了後のスキル向上環境等に取り組んでいるところである。専門性の高い看護職

員としては他に、専門看護師、認定看護師等も活躍している。専門性の高い看護職員全体

の支援体制整備が必要である。看護職キャリア開発システムによる受講から実践までの支

援体制整備、専門領域での活動時間体制の確保等、活動支援体制を整備してきた。 

社会福祉や医療体制の変革の中、医療ニーズに応え、専門性の高い看護職員の育成と安

全で安心な医療提供体制の整備が急がれる。組織的な体制整備は看護管理者の重要な責務

である。今回、感染管理認定看護師教育課程 B 課程における連携指定研修機関として取り

組み、および本院の専門性の高い看護職員への活動支援の取り組みについて報告する、 
 

【略歴】 

1984 年に新潟大学医療技術短期大学部を卒業　2020 年新潟青陵大学看護学修士 

1984 年より新潟大学医学部附属病院に勤務 

2002 年看護師長 

2012 年副看護部長 

2016 年認定看護管理者 

2018 年より新潟大学医歯学総合病院副病院長・看護部長 
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有資格者を輝かせるための魚沼地域モデル事業 地域をつなぐ魚沼ワーキ

ング 

新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院  

副病院長兼看護部長  高橋 みはる 

 

魚沼地域は平成 27 年に「地域全体で一つの病院」をスローガンとして、三次救急・高度医

療・周産期医療・二次救急・慢性期医療を機能分担して魚沼医療再編が行われた。看護師の現

状は、医療機関が必要とする看護師確保が不十分であり、かつ周産期医療・がん医療・高度医

療・在宅医療など専門性の高い看護師の育成が課題となっていた。看護管理者の組織管理にお

いて人材育成とその活用は常に最重要課題であり、有資格者育成に対しても個人への期待と看

護の質向上につながる期待が大きいため、有用性は大いに認識している。 

令和 3 年「専門性の高い看護職の育成 新潟モデル」が示され、魚沼が抱える問題解決に向

けて、“魚沼ワーキング” （新潟県・看護協会と地域の橋渡し）が発足された。魚沼モデルを展開

するためには、魚沼看護職会議が主になって、行政や教育機関・医療機関・有資格者が問題に

ついて相互理解する取り組みが必要であった。 

それぞれの立場で議論した結果、問題は「人材育成」「研修関連」「コロナ感染症」「その

他」の 4 つのカテゴリーに分けられた。どこの施設でも有資格者が疲弊している現実を目の当

たりにした。これは中小病院関係なく恒常的な看護師不足に伴い「多忙」→「研修に出せない」

→「疲弊」→「質が低下」→「諦め」→「組織が衰退」など研修受講に対して負の連鎖が生じて

いることがわかった。看護管理者の有資格者への期待と有資格者がやりたいことに乖離があり、

有資格者の脳力を最大限に発揮できるような支援に苦慮している現実も見えた。今の人材を疲

弊させない“磨く、輝く、活用する”ことが次世代を育成することにつながると考える。 

取り組み内容は、有資格者への理解と組織的支援を目的として 3 回シリーズ化で「看護管理 

者の意識の向上」を計画した。有資格者を対象に意識調査を行い、現状についてディスカッシ 

ョンし、管理者のスキル向上や育成計画を具体的にイメージできることがねらいである。 

有資格者が輝き生き生きと活動することで、看護職のロールモデルとなる。そして、地域の

中で特定分野の知識・技術を深めた看護師が増えることで、やがては 24 時間を通して質の高い

看護ケアが提供できるようになり、「地域全体で一つの病院」の質の底上げに寄与することが

できると考える。 

 

【略歴】 

1981 年 国立病院機構神奈川病院附属看護学校卒業 済生会新潟総合病院入職

1991 年 新潟県病院局勤務   

セカンドレベル受講 

     新潟県立十日町病院 看護副部長兼看護師長 

2014 年 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 派遣（看護副部長） 

     産業カウンセラー資格取得 

2018 年 新潟県立リウマチセンター 看護部長 

2020 年 現職 
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行政の立場から 

 

                 新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課  

副参事（看護職員確保・育成係長）帆苅 久美 

 

新潟県の看護職員数は、「看護職員養成」、「再就業の促進」、「勤務環境の改善」、「県内就

業の促進」を柱に取組をすすめ、人口 10 万人あたりの看護職員数（1,243.0 人）は年々増

加し、全国（1,166.0 人）をやや上回っている状況にある。 

しかし、県内病院の看護職員の充足率は年々上昇し 8 割を超えているものの、就業場所

別にみると、200 床未満の病院では 7 割程度にとどまり、訪問看護事業所の就業者数につ

いては令和 7 年には平成 30 年の 2.76 倍の需要が見込まれている。 

また、県内７つの二次医療圏域別では県全体の値を上回るのは新潟、中越の２圏域のみ

であり、県全体の値を下回る５圏域のうち、県央圏域は全国値より少ない状況にあるなど、

「就業場所別」「地域別」偏在の解消が大きな課題であり、引き続き看護職員の確保に取り

組んでいるところである。 

この様な状況の中、平成 30 年度から看護職員数の増加に向けた取組に加え、専門性の高

い看護職員の育成の必要性について関係者にヒアリングを行い、令和元年度に新潟県立看

護大学を中心に、新潟県看護協会、新潟県がアシスティングメンバーとなり「専門性の高

い看護職員の育成検討会」（以下、「検討会」という。）を設置した。 

検討会は県内看護系大学 5 校、7 つの医療圏域から看護部長、関係機関として訪問看護

ステーション協議会、新潟県看護教員の会、新潟県看護協会の代表者により構成され、オ

ブザーバーとして井部俊子新潟県福祉保健部参与が加わり検討を重ね、「専門性の高い看

護職員育成～新潟モデル～」を提示した報告書を令和 2 年 3 月に取りまとめた。 

令和 2 年度から、新型コロナウイルス感染症対応にあたりながらも、高度化、専門化す

る医療ニーズに対応できる人材を育成するとともに、県内でキャリアアップできる機会を

拡充し、看護職員の確保及び定着につなげることを目的に、関係機関が新潟モデルに示さ

れた役割を共有、連携して取り組んでいる本県の状況について報告する。 

 

 

【略歴】 

1995 年保健師として新潟県入庁 

保健所、本庁での勤務を経て、2020 年より現職  

 

教育講演 

テーマ 

『妖怪人間ベムは永遠に笑わない』 

 

2022 年 11 月 30 日（水）14:10～15:40 

【2 階 中会議室】 

 

 

 

講師 佐藤 泰子 

（京都大学大学院 人間・環境学研究科） 

 

座長 斉藤 まさ子 

（長岡崇徳大学 教授） 
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教育講演 

テーマ 

『妖怪人間ベムは永遠に笑わない』 

 

2022 年 11 月 30 日（水）14:10～15:40 

【2 階 中会議室】 

 

 

 

講師 佐藤 泰子 

（京都大学大学院 人間・環境学研究科） 

 

座長 斉藤 まさ子 

（長岡崇徳大学 教授） 
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新潟県看護協会看護学会教育講演 

「妖怪人間ベムは永遠に笑わない」 

－生きる意味、それは間（あわい）に－ 

  

京都大学大学院人間・環境学研究科 佐藤泰子 

 

「妖怪人間ベム」の主人公である3人は本来は恐ろしい妖怪の姿なのだが、普段は、ベムは成人

男性、ベラは成人女性、ベロは6歳の少年のような風貌をしている。彼らは人間の役に立つ行為を

していればいつかは人間になれると信じている。死ぬことができない妖怪は「早く人間になりた

い」と、死の運命にある人間になりたがる。実写版における第3話は、生きる希望を失くし死にた

がる男性とともに展開する。何度も自殺しようとする男性にベムは「おれたちは死ぬこともでき

ず、だれとも関われず、ただ生きている」とその悲しさを訴える。あるときベロが「ねえ、おい

らたちも人間になったらいつか必ず死んじゃうんだよね、それでも人間になりたいって思う？」

とベムに聞く。ベムは「ああ、やっぱり、おれは、人間になりたい」。「そっか、実はおいら

も」とベロが満面の笑みを浮かべる。 

この物語には、永遠のいのちと生きる意味についての問いかけがある。もし永遠に生きるなら

ば、「今、ここ」には、もはや意味がなくなる。いつか終わりがくるから「今」の意味が立ち上

がってくる。たとえば、資格をとるための受験勉強など、永遠に生きるのであれば「今」やらな

くてもいい。死なないなら医学や科学は求められないし、発展や努力は不要である。つまり、死

なないのであれば「限られた時間をどう生きるか」「やり残したことがあるのか、それが何なの

か」と問う必要もない。死は、限られた生の時間に意味を与える契機なのである。永遠のいのち

をもつ妖怪よりも限りあるいのちを生きる人間を選びたい妖怪の思いに生の意味深さが読み取れ

る。 

「生きる意味」は、言葉で説明できるものではなく、ぼんやりと我々の中に潜んでいる。元気

に日常を生きているときは、「生きる意味」を問うこともない。「生きる意味」を問い質す必要

もない。ところが、絶望し危機的状況に追い込まれたとき、つまり「生きる意味」らしきものを

失いかけたときに、「生きる意味を問う」という仕方で「生きる意味」の後ろ姿を追いかける。

「生きる意味」を問う瞬間に「生きる意味」は遠のき、そのうしろ姿だけを我々に見せるのであ

る。確かにあるのだが、その真相が見えないのである。 

もし生きる意味がどこかにあるとしたら、それはだれかとの間（あわい）にある。人の存在の

意味は「～として」という構造の中にしかない。母として、父として、看護師として…自己の生

活のあらゆる場でその都度、自己の意味が「～として」の中に立ち上がってくる。この「～とし

て」が成立するには必ずそこに「だれか」がいる。親、子ども、患者…など、だれかがいるから

「～として」の自己がいる。「～として」を成立させる他者（人とは限らない）との間（あわい）

が、自己の居場所となる。自己の居場所を確保するために、人はだれかと生きようとする。「だれ 

かといる」という単純な構造の中に自己の存在の意味も自己の居場所もある。 

 

 

 

 

佐藤 泰子（さとう やすこ） 

 

【略歴】 

 2009年京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了 

京都大学博士（人間・環境学）取得 

現在，京都大学大学院人間・環境学研究科研究員 

京都大学，京都看護大学，聖泉大学，京都経済短期大学， 

大阪人間科学大学等で死生学，医療倫理， 

コミュニケーション論等の授業担当 

 

コミュニケーション，ケア，倫理，死生などを研究していくなかで「人が苦しいとはどうい 

うことか」についての解明が必要であることに気づく。そこで「人はなぜ苦しみ，そこからどの

ようにして新しい1歩を踏み出すのか」を構造的に理解するためのシェーマ「苦しみと緩和の構  

造」を構築した。「苦しみと緩和の構造」、哲学、倫理学、死生学をもとに援助のあり方を探っ

ている。 

講演では、人間の苦しみと言語の関係を手掛かりに「聴くこと」「語ること」の本当の意味を 

解説する。そこが腑に落ちると誰でも援助的聴き手となりうることを伝えている。 

また、死生観に伴う命題「生きる意味への問い」について、アニメや文学をモチーフにわか 

やすく解説し、さらに人間関係（間（あわい））を端緒としたコミュニケーションのあり方を説 

いている。 

 

 

〈主な著書 〉 

『死生の臨床人間学－「死」からはじまる「生」』晃洋書房 

（「死」と「生」を倫理的側面から論じ、援助とコミュニケーションの在り方を追究した新刊） 

『苦しみと緩和の臨床人間学－聴くこと，語ることの本当の意味－』単著晃洋書房 

『患者の力－がんに向き合う生に向き合う－』編著晃洋書房 

『ヒューマンケアと看護学』共著ナカニシヤ出版 

『メンタルヘルスの理解のために－こころの健康への多面的アプローチ－』共著ミネルヴァ書房 

等 
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佐藤 泰子（さとう やすこ） 

 

【略歴】 

 2009年京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了 

京都大学博士（人間・環境学）取得 

現在，京都大学大学院人間・環境学研究科研究員 

京都大学，京都看護大学，聖泉大学，京都経済短期大学， 

大阪人間科学大学等で死生学，医療倫理， 

コミュニケーション論等の授業担当 

 

コミュニケーション，ケア，倫理，死生などを研究していくなかで「人が苦しいとはどうい 

うことか」についての解明が必要であることに気づく。そこで「人はなぜ苦しみ，そこからどの

ようにして新しい1歩を踏み出すのか」を構造的に理解するためのシェーマ「苦しみと緩和の構  

造」を構築した。「苦しみと緩和の構造」、哲学、倫理学、死生学をもとに援助のあり方を探っ

ている。 

講演では、人間の苦しみと言語の関係を手掛かりに「聴くこと」「語ること」の本当の意味を 

解説する。そこが腑に落ちると誰でも援助的聴き手となりうることを伝えている。 

また、死生観に伴う命題「生きる意味への問い」について、アニメや文学をモチーフにわか 

やすく解説し、さらに人間関係（間（あわい））を端緒としたコミュニケーションのあり方を説 

いている。 

 

 

〈主な著書 〉 

『死生の臨床人間学－「死」からはじまる「生」』晃洋書房 

（「死」と「生」を倫理的側面から論じ、援助とコミュニケーションの在り方を追究した新刊） 

『苦しみと緩和の臨床人間学－聴くこと，語ることの本当の意味－』単著晃洋書房 

『患者の力－がんに向き合う生に向き合う－』編著晃洋書房 

『ヒューマンケアと看護学』共著ナカニシヤ出版 

『メンタルヘルスの理解のために－こころの健康への多面的アプローチ－』共著ミネルヴァ書房 

等 
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口  演 





妊娠期間中の体重増加量と分娩予後、新生児・周産期合併症との関係 

 

Keyword 非妊娠時体重、妊娠期間中体重増加量、出生体重、分娩予後、新生児・周産期合併症 

 

〇相田 悦子（新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院）  
      

Ⅰ．はじめに 

「健やか親子 21」1)では、低体重及び低栄養状態

の妊婦の食生活が低出生体重児の増加の関連性や成

育への影響、児の成人期の生活習慣病の発症リスク

を高める素因に繋がるため、妊娠中の食生活改善の

必要性と対策を提言している。甲斐村２）は、「非妊

時の過体重や妊娠中の過剰な体重増加量は、妊娠高

血圧症候群、妊娠糖尿病、帝王切開、巨大児、新生

児仮死など発症リスクに深く関連している。」と述

べており、母児の安全のために、非妊娠時体重や妊

娠期間の体重増加量を考慮した管理の重要性が再認

識されている。そこで、今後の妊婦の体重管理や食

生活指導などの保健指導に活用することを目的に、

現状を把握する実態調査を行い、妊婦の非妊娠時体

重と妊娠期間中の体重増加量が、分娩予後や新生

児・周産期合併症の関連を調査したので報告する。 

 

Ⅱ．研究目的 

症例データをもとに実態調査を行い、非妊娠時体

重と妊娠中の体重増加量が、分娩予後や新生児・周

産期合併症の関連を調査する。それを踏まえ、今後

の妊婦の保健指導に活かす。 

 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン：実態調査研究 

２．研究対象：2015 年 4月 1日から 2020 年 3 月 31

日までの 5年間に非妊娠時体重が確認でき体格の算

出が行え、かつ妊娠期間中の体重増加量、出生体

重、分娩様式、新生児・周産期合併症のデータが収

集できた予定帝王切開を除く、分娩症例 364 例。 

３．研究期間：2020 年 6月 1日～2022 年 2月 28 日 

４. データ収集方法：外来・入院カルテより、非妊

娠時体重、妊娠期間中の体重増加量、出生体重、分

娩様式、新生児・周産期合併症の有無を抽出した。 

５．データ分析方法： 

全てのデータの記述統計を行った。 

１）全症例の妊娠期間中の平均体重増加量、平均出

生体重を割り出し、分娩様式、新生児・周産期合併 

 

症（妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、低出生体重児、 

巨大児、早産）は、症例数と割合を算出した。 

２）非妊娠時体格区分による分類 

非妊娠時体格を日本産婦人科学会周産期委員会

「妊娠中の体重増加の目安について」３）を基に 1）

のデータを 【低体重群、普通体重群、肥満 1 度群、

肥満 2度以上群】３）の 4群に分類し、症例数と割合

を算出した。 

３）非妊娠時体格区分別体重増加量区分による分類 

「各体格区分別体重増加量目安」３）を参考に、

【低体重群、普通体重群、肥満 1度群（以下それぞ

れ低体、普通、肥 1）】を【目安少、目安、目安多

（以下それぞれ目少、目安、目多）】３）の 3群、

【肥満 2度以上群（以下肥２）】は、【目安、目安多

（以下それぞれ目安、目多）】３）の 2群に分け、

２）のデータを 11 群に分類し、症例数と割合を算

出した。 

６．倫理的配慮 

個人が特定できないよう必要項目のみを抽出し、

研究に使用するデータは厳重に管理する。また、当

研究の目的のみにデータを使用する。 

 

Ⅳ．結果 

１.全症例の結果 

全症例 364 例及び初・経産婦の特性、分娩様式、

新生児・周産期合併症について表 1に示す。初・経

産婦の内訳は、初産婦 129 例（35.4%）経産婦 235

例（64.6%）であった。平均年齢 29.6 歳、平均分娩

週数 39 週 4日であった。体格区分別では低体重群

11.3%、普通体重群 78.0%、肥満 1度群 9.6%、肥満

2度以上群 1.1%であった。初・経産婦では、どちら

も普通体重群が多いが、2番目に割合が多かったの

は、初産婦肥満 1度群、経産婦低体重群であった。

平均体重増加量は 11.4 ㎏、平均出生体重は 3125g

であった。分娩様式は、自然分娩 318 例 87.4％、

吸引分娩 9例 2.5％、鉗子分娩なし、誘発・促進分

娩 18 例 4.9％、帝王切開 19 例 5.2％であった。

初・経産婦では、経産婦の自然分娩が 94.0％と多

― 1 ―



出生体重児、早産などのリスクの高さを指摘してい

る。また宇野７）は、「妊娠中期もエネルギー量と栄

養素の不足が見られた」と報告している。本調査で

は【低体】は、経産婦の割合が多く、また分娩様式

や周産期合併症に影響は少なかった。しかし、【低

体/目少】の割合が多く、平均体重増加量の過少が

見られたことから、リスクを念頭に必要な栄養摂取

法や適正な体重増加量を目指す保健指導が必要であ

ると考えられた。 

【肥 1、肥 2】は、平均体重増加量が目安範囲を

超えており、また【肥１、肥 2/目多】の割合が多

かった。ガイドライン６）では、肥満女性や体重増

加が著しい場合、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、

帝王切開分娩、巨大児などのリスクを挙げている。

本調査でも、特に【肥１】は、体重増加量に比例

し、自然分娩が減少した。【肥 1/目多】の帝王切開

は全症例が初産婦であり、また 43.7％と多かっ

た。これは、過重な体格と過多な体重増加量が分娩

様式に影響したと考えられた。また【肥 1】は、妊

娠高血圧症候群、低出生体重児、早産の症例を認

め、特に【肥 1/目多】は全国の巨大児の割合が

0.8％８）に対し、平均 1.9％、【肥 1/目多】2例

12.5％と割合が高まった。甲斐村２）は「帝王切開

のリスク要因は過体重体格であることが示唆され

た。」邸９）は、「PIH（妊娠高血圧症候群）は胎児の

発育障害を引き起こし、早産や低出生体重児の重要

なリスク因子である。」と述べている。本調査の

【肥 1】は、妊婦の過重な体格の影響もあるが、体

重増加量が増えるに応じて、巨大児、帝王切開、妊

娠高血圧症候群、低出生体重児が上昇する傾向がみ

られた。また妊娠高血圧症候群が、児の発育障害を

招き、低出生体重児や早産の割合に関連していると

考えられた。林 10）は肥満妊婦の管理に対し、「体重

コントロールが良好で体重増加が抑えられていたと

しても、やせや標準のレベルまで頻度は低くならな

い」と述べている。【肥 1】は体重増加量に比例し

合併症の割合が高まった。 

以上のように、各体格区分及び各体格区分別体重

増加量は、分娩様式や新生児・周産期合併症の出現

に関連していることが示唆された。体重増加量を目

安以内とする体重管理指導は、分娩様式への影響や

新生児・周産期合併症の予防に繋がると考えられ

る。「健やか２１」妊婦のための食生活指針 1）にも

示されているように、妊婦が体格に応じた体重増加

量を理解できる保健指導の取り組みは必要である。 

 

Ⅵ．結論 

体重増加量を目安以内とする体重管理指導は、分

娩様式への影響や新生児・周産期合併症の予防に繋

がると考えられる。妊婦が体格に応じた体重増加量

を理解できる保健指導の取り組みは必要である。 
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閲覧） 
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かった。また初産婦の帝王切開 11.6％と全体平均

より多かった。周産期合併症は、妊娠高血圧症候群

13 例 3.6％、妊娠糖尿病 1例 0.3％、低出生体重児

18 例 4.9％、巨大児 7例 1.9％、早産 9例 2.5％で

あった。また初産婦の妊娠高血圧症候群は、6.2％

と症例平均より多かった 

表 1、全症例の特性と周産期予後 

 

表２，体格区分別分娩予後及び周産期合併症 

２.非妊娠時体格区分別の結果 

非妊娠時体格区分の特性及び分娩予後、新生児周

産期合併症を表 2に示す。平均体重増加量は【低

体】11.7 ㎏、【普通】11.4 ㎏、【肥 1】12.0 ㎏、【肥

2】7.4 ㎏であった。平均出生体重は、【肥 2】は

3500g を超えたが、他の３群は、平均に近かった。

分娩様式では、【低体】は、自然分娩が 95.2％と多

かった。【普通】は、全症例平均と同程度であっ

た。【肥 1】は、自然分娩が 62.9％と平均より少な

く、誘発・促進分娩 11.4％、帝王切開 25.7％と平

均より多かった。【肥 2】は全例自然分娩であっ

た。新生児・周産期合併症では、【低体、肥 2】は

合併症が少なく、【普通】は全症例平均と同程度で

あった。【肥 1】は、妊娠高血圧症候群 20％、低出

生体重児 14.3％、巨大児 5.7％、早産 11.4％と平

均より多かった。 

３.非妊娠時体格区分別体重増加量分類の結果 

【肥 2/目安】の症例はなかった。症例の割合で

は、【低体/目少】61％、【肥 1/目多】45.7％、【肥

2/目多】100％と多かった。平均体重増加量は、【低

体、普通、肥 1/目少】はそれぞれ 9.2 ㎏・7.7 ㎏・

4.4 ㎏、【低体、普通、肥 1、肥 2/目多】はそれぞ

れ 17.5 ㎏・16.2 ㎏・16.8 ㎏・7.4 ㎏であった。平

均出生体重は、【肥 2/目多】で 3500g を超えたが、

他は、非妊娠時体格区分と同様に差はみられなかっ

た。分娩様式では、自然分娩は【低体、肥 2】で割

合が高く、【普通/目多】で平均を下回り、【肥 1】

は体重増加量に比例して、自然分娩の割合が減り、

【肥 1/目多】は 50％であった。誘発・促進分娩

は、【普通/目多】と【肥 1】で症例数は少ないが割

合が平均より多かった。帝王切開は、【肥 1/目多】

で 43.7％と割合が多く、また全例初産婦であっ

た。周産期合併症では、妊娠高血圧症候群は、【肥

1】18.8～22.2％と多く、【肥１/目多】は全 3例初

産婦であった。低出生体重児は、症例数は少ない

が、【肥 1/目少・目安】20％以上と多かった。巨大

児は【肥 1/目多】2例 12.5％であった。早産は、

【肥 1/目少】2例 22.2％であった。 

 

Ⅴ．考察 

日本産婦人科学会周産期委員会４）では、自然分

娩 57.2％、吸引分娩 6.5％、誘発・促進分娩

29.1％、緊急帝王切開 16.3％（以上概算）と報告

している。本調査では、自然分娩 87.4％、吸引分

娩 2.5％、誘発・促進分娩 4.9％、緊急帝王切開

5.2％と調査対象は自然分娩が多い集団であった。

非妊娠時体格区分では、【普通】の割合が全国５）の

20 歳台 70.4％、30 歳台 68.7%に比べ 78.0％と多か

った。非妊娠時体格区分の平均体重増加量は、【普

通】は目安以内だが、【低体】は 11.7 ㎏と目安未

満、【肥 1、肥 2】は 12 ㎏、7.4 ㎏と目安以上であ

った。さらに各体格区分別体重増加量分類では、

【低体/目少】は 61％と症例数が多く、【肥 1/目

多】45.7％、【肥 2/目多】の症例数が 100％であっ

た。この症例数が、【低体】や【肥 1、肥 2】の平均

体重増加量に影響を与えていると考えられた。産婦

人科診療ガイドライン産科編 2020６）（以下ガイド

ライン）は、痩せ女性や体重増加が少ない妊婦に低

全体 初産婦 経産婦

人数（%） 364（100） 129（35.4） 235（64.6）
年齢（歳） 29.6 27.4 30.8
分娩週数 39・4 40・2 39・1

低体重群 41（11.3） ８（6.2） 33（14.0）
普通体重群 284（78.0） 103（79.8） 181（77.0）
肥満1度群 35（9.6） 17（13.2） 18（7.7）
肥満2度以上群 4（1.1） 1（0.8） 3（1.3）

平均体重増加量 11.4 11.4 11.6
平均出生体重 3125 3025 3176
自然分娩 318（87.4） 97（75.2） 221（94.0）
吸引分娩 9（2.5） 7（5.4） 2（0.9）
誘発・促進分娩 18（4.9） 10（7.8） 8（3.4）
帝王切開 19（5.2） 15（11.6） 4（1.7）
妊娠高血圧症候群 13（3.0） 8（6.2） 5（2.1）
妊娠糖尿病 1（0.3） 0 1（0.4）
低出生体重児 18（4.9） 7（5.4） 11（4.7）
巨大児 7（1.9） 3（2.3） 4（1.7）
早産 9（2.5） 3（2.3） 6（2.5）

分娩回数（%） 1.8

体格区分症例数（%）

平均体重増加・平均出生体重・分娩予後・周産期合併症症例数(%)

１回 137（58.7）
２回以上 98（41.7）

体格区分（%） 低体重群 普通体重群 肥満１度群
肥満２度以

上群

平均体重増加量 11.7 11.4 12 7.4
平均出生体重 3262 3176 3274 3537
自然分娩 95.2 89.1 62.9 100
吸引分娩 0 2.8 2.9 0
誘発・促進分娩 2.4 4.6 11.4 0
帝王切開 2.4 3.2 25.7 0
妊娠高血圧症候群 2.4 1.8 20 0
妊娠糖尿病 0 0.4 0 0
低出生体重児 4.9 3.9 14.3 0
巨大児 0 1.8 5.7 0
早産 0 1.8 11.4 0

― 2 ―



出生体重児、早産などのリスクの高さを指摘してい

る。また宇野７）は、「妊娠中期もエネルギー量と栄

養素の不足が見られた」と報告している。本調査で

は【低体】は、経産婦の割合が多く、また分娩様式

や周産期合併症に影響は少なかった。しかし、【低

体/目少】の割合が多く、平均体重増加量の過少が

見られたことから、リスクを念頭に必要な栄養摂取

法や適正な体重増加量を目指す保健指導が必要であ

ると考えられた。 

【肥 1、肥 2】は、平均体重増加量が目安範囲を

超えており、また【肥１、肥 2/目多】の割合が多

かった。ガイドライン６）では、肥満女性や体重増

加が著しい場合、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、

帝王切開分娩、巨大児などのリスクを挙げている。

本調査でも、特に【肥１】は、体重増加量に比例

し、自然分娩が減少した。【肥 1/目多】の帝王切開

は全症例が初産婦であり、また 43.7％と多かっ

た。これは、過重な体格と過多な体重増加量が分娩

様式に影響したと考えられた。また【肥 1】は、妊

娠高血圧症候群、低出生体重児、早産の症例を認

め、特に【肥 1/目多】は全国の巨大児の割合が

0.8％８）に対し、平均 1.9％、【肥 1/目多】2例

12.5％と割合が高まった。甲斐村２）は「帝王切開

のリスク要因は過体重体格であることが示唆され

た。」邸９）は、「PIH（妊娠高血圧症候群）は胎児の

発育障害を引き起こし、早産や低出生体重児の重要

なリスク因子である。」と述べている。本調査の

【肥 1】は、妊婦の過重な体格の影響もあるが、体

重増加量が増えるに応じて、巨大児、帝王切開、妊

娠高血圧症候群、低出生体重児が上昇する傾向がみ

られた。また妊娠高血圧症候群が、児の発育障害を

招き、低出生体重児や早産の割合に関連していると

考えられた。林 10）は肥満妊婦の管理に対し、「体重

コントロールが良好で体重増加が抑えられていたと

しても、やせや標準のレベルまで頻度は低くならな

い」と述べている。【肥 1】は体重増加量に比例し

合併症の割合が高まった。 

以上のように、各体格区分及び各体格区分別体重

増加量は、分娩様式や新生児・周産期合併症の出現

に関連していることが示唆された。体重増加量を目

安以内とする体重管理指導は、分娩様式への影響や

新生児・周産期合併症の予防に繋がると考えられ

る。「健やか２１」妊婦のための食生活指針 1）にも

示されているように、妊婦が体格に応じた体重増加

量を理解できる保健指導の取り組みは必要である。 

 

Ⅵ．結論 

体重増加量を目安以内とする体重管理指導は、分

娩様式への影響や新生児・周産期合併症の予防に繋

がると考えられる。妊婦が体格に応じた体重増加量

を理解できる保健指導の取り組みは必要である。 
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コアニードル検査を受ける患者の不安軽減に向けた取り組み 

～フローチャート・パンフレットを活用し検証する～ 

Keyword ＣＮＢ フローチャート パンフレット 不安軽減 

〇酒井 道子 米岡 祐里亜 水野 咲子（新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院） 

  

Ⅰ．はじめに 

Ａ病院では、検診異常や乳房のしこりの自覚症状

を主訴として年間約 2000 名の患者が外科外来を受

診している。検診異常や乳房のしこり等の症状があ

った場合は、乳癌だけではなく良性の腫瘍や乳腺症

の場合も多いことから良性か悪性かを診断するため

に、まずマンモグラフィー検査や乳房エコー検査が

最初の検査である。そしてその検査の検結果次第で、

組織を採取、染色し顕微鏡検査で観察するコアニー

ドル検査を行い診断をつける流れになっている。コ

アニードル検査とは、局所麻酔を行い 16～18G 針を

乳房病変部に穿刺し、体外に組織を取り出す検査で

ある(以下ＣＮＢと省略)。当院では、画像検査の結

果を説明後、当日にＣＮＢを実施することが多く、

患者は検査結果への不安とその直後に、追加検査を

行う恐怖、不安を抱えることになる。医師が検査結

果を説明した上でＣＮＢの説明を行い、患者から同

意を得られた後、看護師が補足説明をしているのが

現状である。患者からは検査への不安の訴えが多く

聞かれていることから、ＣＮＢに対するイメージが

できないまま検査を受けているのではないかと考え

た。そのため、初診から診察の順序の流れを初診時

説明用紙（以下フローチャートと省略）で提示し、

患者に情報提供を行いＣＮＢ決定時、検査に対する

不安を軽減するためにパンフレットの説明が有効か

どうか検証したのでここに報告する。 

                         

Ⅱ．研究目的 

初診時フローチャートを提示し、ＣＮＢを受ける

患者へパンフレットを活用することで、検査に対す

る不安が軽減しているかを、患者へのアンケート調

査により検証する。 

 

Ⅲ．研究方法 

１）研究期間 

2020 年 7 月～10 月 

２）研究対象 

しこりの自覚症状がある患者、または検診で異常カ 

テゴリー３以上の者を対象に初診時フローチャート 

を提示し、パンフレットに沿って、説明後に CNB を 

実施した患者４９名とした。なお、研究対象は自身 

で署名でき、アンケート記入が可能な患者とした。 

３）研究手順 

①外科外来に初めて受診した患者に、フローチャ 

ートを提示し説明する。 

②画像検査の結果説明当日、ＣＮＢ決定した患者 

に、パンフレットを使用し 5 分程度で説明を行う。 

説明後ＣＮＢを実施する。 

③ＣＮＢ終了後アンケート用紙と返信封筒を渡す。 

④アンケートは、再診日までに郵送していただく。 

⑤アンケートの内容を集計する。 

４）データー収集方法及び分析方法 

アンケート項目を集計して、記述統計を実施した。 

５）倫理的な配慮 

本研究は当院看護部、院内倫理委員会の承認を得

た。対象患者に研究の趣旨を説明し、同意を得た患

者にアンケート調査を実施。実施したアンケート内

容に関しては、研究目的以外で使用しないことを厳

守する。また、対象者には研究への参加は自由意志

であること、アンケート調査を実施しなかったこと

による不利益は生じないこと、研究後速やかに処分

することを説明する。 

 

Ⅳ結果 

１）対象患者 

49 名にパンフレットを使用して説明後、アンケー

トを配布し 46 名(有効回答率 94%)の回答を得られ

た。 

２）アンケート結果 

初診時にフローチャートの説明と検査決定時にパ

ンフレットを使用した説明を受け、診察と検査の順

序を理解できたかの問いには、よく理解できた 21 名

(43％）、理解できた 24 名（49％）、あまり理解でき

なかった 4 名（8％）、まったく理解できなかった 0

名（0％）であった。(図 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査に対しての不安の内容として、検査時の痛み

についての不安が最も多く 38 名(54％)、検査の方法

18 名（25％）、検査後の安静度 7 名（10％）検査の

部位 5 名（7％）、検査時の体位 0 名（0％）、その他

3 名（4％）であった。(図 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診時のフローチャートと検査決定時のパンフレ

ットを使用した説明を受け、検査に対する不安は軽

減できたかの問いにはかなり軽減した 11 名(26％)、

軽減した 18 名(43％)、あまり軽減しなかった 12 名

（29％）、全く軽減しなかった 1 名（2％）であった。

(図 3)理由として、「どのように検査するのか分かっ

て不安が軽減できた」という意見があった。軽減し

なかったという回答には「説明を聞いても検査に対

する不安や痛みへの恐怖心が軽減したように思えな

かった」という意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査決定時にパンフレットを用いた説明のタイミ

ングや時間については、適切であったが 41 名(89％)

適切でなかった 5 名（11％）であった。(図 4)適切

であったと回答した理由として「待ち時間にじっく

りパンフレットを読むことができたから」という意

見が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ考察 

 乳房は女性にとり、性差を意識する臓器であるた

め、診察に際して他にない独自の配慮が必要である。

今回初診から診断までの必要な検査、手順がわかる

フローチャートの作成とＣＮＢについてのパンフレ

ットを作成して使用した。検診異常と乳房に自覚症

状を持って受診する患者の多くは、自分ががんでは

ないかと大きな不安を抱えている。そのため今後の

検査をイメージできることを目的としてフローチャ

ートとパンフレットを作成した結果、よく理解でき

た、理解できたが合わせて 92％以上であった。この

結果から、診察の流れや検査の順序は理解できたと

考える。患者の中には、初診で検査を行いある程度

診断がつくのではないかと思って来院する患者も多

い。最初にフローチャートを使用し説明したことで、
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血液濃度を反映した血尿スケールの作成 

- 医師と看護師で血尿の程度を共通認識するために – 

 

Keyword 血尿 血尿スケール 共通認識 

〇山田 かおり  秋藤 とも子  高橋 文子（長岡赤十字病院） 片桐 智美（同検査課） 

      

Ⅰ．はじめに 

A 病棟では血尿の程度を視覚的判断で「ビタミ

ン色」、「紅茶」、「スイカ」などの言葉で表現して

いた。しかし、その言葉からイメージする色は各

個人で多少の差があった。数年前に医師・看護師

で共通認識できるように、西沢 1）らによるヘマ

トクリット値（以下、Ht 値）が明記された「血

尿スケール」を参考に、A 病棟でも 5 段階のスケ

ール（以下、旧血尿スケール）を作成した。旧血

尿スケール作成時は混入した血液の Ht値を考慮

する認識に欠けていたため、同等の血液を混入

しても色調が合わなかった。そこで、同じ色調に

なるように血液を追加して作成し、使用した。そ

の結果、概ね、血尿の表現に統一性が図られた。

しかし、Ht 値が不明で客観性に欠けたスケール

であった。より客観的な指標となる血尿スケー

ルで血尿の程度を医師・看護師で共通認識でき

れば、病棟内だけでなく、病院全体で活用できる

のではないかと考えた。そこで、Ht 値が明確な

血尿スケール（以下、新血尿スケール）を作成す

ることにした。Hｔ値を明確にすることで、おお

よその出血量も共通認識でき、適切な判断・対応

にもつながると考えた。 

 

Ⅱ．研究目的 

血液濃度を反映した新血尿スケールを作成す

ることで医師・看護師で血尿の程度が共通認識

できる。 

 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン 

調査研究 

 

２．対象 

泌尿器科医師 3 名、A 病棟看護師 31 名 

試料提供者として 20XX 年 9 月～12 月に泌尿

器科に入院し、血尿を呈した患者のうち、本研

究実施に際し、協力の了承を得られた患者 86

名 

３．調査期間 

2018 年 5 月～2019 年 3 月 

４．調査方法 

検査課の協力のもと、決められた作成方法に

沿って新血尿スケール（図 1、2）を作成すると

共に、了解を得られた患者の様々な濃度の血尿

写真を撮影した。その中から目視でスケールⅠ

～Ⅵに沿った写真を 12 枚選択した。新血尿スケ

ールを用いて、医師・看護師がスケールのⅠ～Ⅵ

のどのレベルと判断したのか、無記名で調査用

紙に記載してもらい、回収袋に提出してもらっ

た。 

 

図 1．新血尿スケールの表面 

 

 

 

 

様々な検査を経てから診断が出るということが理解

されたと考えられる。実際患者からも、「どういう流

れで検査し、結果がわかるのかが理解できた。」「ど

のように検査するのか分かって不安が軽減できた。」

という意見があった。今回、日常の関わりの中で患

者の訴えをもとに、検査方法、検査費用、検査時の

痛み、検査後の過ごし方を記載したパンフレットを

作成したことから、69％の患者が検査に対する不安

が軽減したと考えられる。これらの結果から、口頭

の説明だけではなく図が入ったパンフレットを作成

したことは、視覚からもより分かりやすく統一した

内容の説明ができ、検査に対する理解に繋がったと

考える。 

しかし、31％の患者が検査に対する不安が軽減し

なかったとの回答であった。アンケートでも、54％

の患者が痛みについての不安を持っており、パンフ

レットの中身の検査時の痛みに対する説明が「チク

リ」という表現のため、イメージがつきにくく、伝

えたい内容と患者が欲しい情報に相違があったこと

が要因の 1 つであると考えられる。看護師自身も実

際に CNB を受けたことがないため患者がイメージし

やすい表現ができず今回の結果となった。これらの

ことを踏まえて、検査を経験した患者からどんな痛

みであったか調査し、かつパンフレットの言葉選び

を慎重に行い、患者の痛みに対する不安に寄り添っ

たパンフレットを作成する必要があったのではない

かと推測する。 

また、阿部は「患者の不安や理解している事柄を

十分にアセスメントし適切な情報提供によって、患

者の不安の軽減を図ることが重要である」１）と述べ

ている。がんかもしれないという患者の不安は計り

知れない。その上、痛みを伴う追加検査が必要とな

ると、どんなパンフレットを使用しても不安を取り

除くことは困難である。しかしながら、検査前の患

者の不安を完全に取り除くことは出来ないが、看護

師の関わりや情報提供によって不安を軽減すること

は出来る。実際、検査前のパンフレットの説明だけ

でなく、検査中訴えを表出しやすいような雰囲気作

り、処置に伴う痛みなどの感覚情報をその都度伝え

ていくなどの声かけをした。患者からは、「不安でし

たが声をかけていただきとても落ち着いて検査を受

けることが出来た。自分の気持ちも話すことが出来

てリラックスして出来た。」という意見があった。患

者は、長時間仰臥位で両胸を出した状態が必要とな

り、心理的緊張も高まる。検査の様子が見えない患

者に対して医師の言葉の補足をし、検査の進行状況

を伝えることが看護師の役割である。本研究を通し、

事前にフローチャートやパンフレットを使用し検査

内容や方法の情報提供を行い、患者が診察や検査を

受けるための心の準備が出来るようになったが、乳

がんではないかという不安はなくならないというこ

とがわかった。だからこそ看護師は患者個々の不安

に寄り添うことが最も重要であると考える。 

 
Ⅵ．結論 

1.フローチャートの説明と検査前にパンフレットを

使用した説明をしたことは、患者にとって有効であ

る。 

２．ＣＮＢを受ける患者にとってパンフレットを活

用したことは完全な不安の軽減には繋がらなかった

が、看護師が患者の不安の内容を理解し、その不安

に対して寄り添ったケアを行う事が重要である。 

 

引用文献 

１）阿部恭子、金井久子、武石裕子：乳がん患者へ

のトータルアプローチエキスパートナースをめざし

て、PILAR PRESS、ｐ.146、2005. 

 

参考文献 

１）遠藤みどり、患者個々に合わせた術後疼痛マネ

ジメント：看護師に求められる観察と実践、看護技

術、65（1）、2019. 

２）坂本明子、天野定雄、小倉道一他：乳癌検診―

受診率向上を願う医療従事者が、知っておくべき患

者との意識とのズレ―.日本乳癌検診学会誌、16. 

22-29、2007. 

 

 

― 6 ―



 

血液濃度を反映した血尿スケールの作成 

- 医師と看護師で血尿の程度を共通認識するために – 

 

Keyword 血尿 血尿スケール 共通認識 

〇山田 かおり  秋藤 とも子  高橋 文子（長岡赤十字病院） 片桐 智美（同検査課） 

      

Ⅰ．はじめに 

A 病棟では血尿の程度を視覚的判断で「ビタミ

ン色」、「紅茶」、「スイカ」などの言葉で表現して

いた。しかし、その言葉からイメージする色は各

個人で多少の差があった。数年前に医師・看護師

で共通認識できるように、西沢 1）らによるヘマ

トクリット値（以下、Ht 値）が明記された「血

尿スケール」を参考に、A 病棟でも 5 段階のスケ

ール（以下、旧血尿スケール）を作成した。旧血

尿スケール作成時は混入した血液の Ht値を考慮

する認識に欠けていたため、同等の血液を混入

しても色調が合わなかった。そこで、同じ色調に

なるように血液を追加して作成し、使用した。そ

の結果、概ね、血尿の表現に統一性が図られた。

しかし、Ht 値が不明で客観性に欠けたスケール

であった。より客観的な指標となる血尿スケー

ルで血尿の程度を医師・看護師で共通認識でき

れば、病棟内だけでなく、病院全体で活用できる

のではないかと考えた。そこで、Ht 値が明確な

血尿スケール（以下、新血尿スケール）を作成す

ることにした。Hｔ値を明確にすることで、おお

よその出血量も共通認識でき、適切な判断・対応

にもつながると考えた。 

 

Ⅱ．研究目的 

血液濃度を反映した新血尿スケールを作成す

ることで医師・看護師で血尿の程度が共通認識

できる。 

 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン 

調査研究 

 

２．対象 

泌尿器科医師 3 名、A 病棟看護師 31 名 

試料提供者として 20XX 年 9 月～12 月に泌尿

器科に入院し、血尿を呈した患者のうち、本研

究実施に際し、協力の了承を得られた患者 86

名 

３．調査期間 

2018 年 5 月～2019 年 3 月 

４．調査方法 

検査課の協力のもと、決められた作成方法に

沿って新血尿スケール（図 1、2）を作成すると

共に、了解を得られた患者の様々な濃度の血尿

写真を撮影した。その中から目視でスケールⅠ

～Ⅵに沿った写真を 12 枚選択した。新血尿スケ

ールを用いて、医師・看護師がスケールのⅠ～Ⅵ

のどのレベルと判断したのか、無記名で調査用

紙に記載してもらい、回収袋に提出してもらっ

た。 

 

図 1．新血尿スケールの表面 

 

 

 

 

― 7 ―



る》という姿勢で関わり、【術後の異常の察知と

医師への報告に関する判断】を行っていた。」と

述べているように、看護師は 24 時間、夜間、医

師不在の中でも継続して観察を行っている中で、

状態の悪化を想定し、対応が遅れないような判

断を行っているためであると考える。 

②で判断が分かれた要因を考えてみるとスケ

ールⅤとⅥでは目視での色調の差が僅かのため

であったと考える。 

⑦は医師がスケールⅣ、Ⅴ、Ⅵで均等に分かれ、

看護師はⅥと判断したが、写真⑦はライン内で

血尿の程度が均一でなかったため、見る部位が

異なり、判断が分かれたと考える。ライン内で色

が異なることはあり得る。その場合、どの部位を

見るのか、ライン操作をして流れてくる尿を見

るのかなど観察方法によって判断は異ってくる。

各個人がどのように観察しているのか確認し、

統一していく必要がある。 

⑩はスケールⅡ～Ⅲと判断に迷う看護師が他

の写真よりも多かった。このことから、この写真

はⅡとⅢの間で、スケールには無い色であった

ため、判断が分かれたと考える。必ずしもスケー

ルと一致した血尿が出るわけではない。谷畑 3）

らが「スケール範囲外の血尿の場合、色彩の変化

だけではなく、色調、つまり濃度の違いや透明感

に重点を置いた観察が必要であることがわかっ

た」と述べているようにスケールで全て表現す

ることには限界がある。 

 今回の調査では、目視で「写真とスケールの一

致性」を調査したが、実際の血尿の Ht 値は測定

していないため、選んだスケールとの整合性は

明らかになっていない。また、医師が 3 名しか

いないため、１名の判断が結果に大きく左右さ

れた。そして、看護師の人数との差が大きいため、

看護師全体との比較では調査の有効性が懸念さ

れる。少ない人数の医師との比較という点では

看護師を経験年数や配属年数に分けることで調

査の精度を上げられたのではないかと考える。

また、経験年数や配属年数に関わらず、同じよう

な結果が得られればスケールとしての意義を高

められるのではないかと考える。 

医師と看護師の判断が分かれたのは 12 枚中 3

枚、一致したのは 9 枚であり、割合で見ると 75％

とほぼ一致していた。日比野 4）が「色知覚に関

して万人に共通の客観的尺度を構成することは

不可能である」と述べているように、全員が同じ

評価になること、スケールで全ての血尿を評価

することには限界があるが、血尿スケールとい

う同一の物差しで 75％一致したという事実から

共通認識が図られたと考える。よってある程度

客観的に情報が得られるこの新血尿スケールは

日々の血尿管理に有効であり、今後、院内での使

用を検討していきたい。 

 

Ⅵ．結論 

①看護師は医師よりも濃い判断をする傾向にあ    

る。 

②今回の調査方法では新血尿スケールを使用す

ることで血尿の程度は医師・看護師で共通認識

が図られた。 

③精度を上げた調査を行うために、調査方法の

検討が必要である。 

④ある程度客観的に情報が得られるこの新血尿

スケールは日々の血尿管理に有効であるため、

院内での使用を検討していく。 
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Ⅶ.結果 

 アンケートの回収数は 12 枚、回収率は 92％、有

効回答率は 100％だった。看護計画導入前の外回り

看護の充実感は 6 名が感じており、5 名は感じてい

なかった。自由記載内容から「安心安全な看護の提

供」「患者からのフィードバック」「力不足の自覚」

のカテゴリーが作成された（図 1、表 1）。  

 看護計画導入後の外回り看護の充実感は 7 名が

感じており、5 名が感じていなかった。自由記載内 
容から「自己の成長」「充実感・達成感の自覚」の 

 
カテゴリーが作成された（図 2、表 2）。 
 手術室での看護計画の必要性は、導入前は 9 名

が感じていたが、導入後は 11 名と増加していた

（図 3）。また、看護計画導入後の看護を振り返

り・評価を行った感想の自由記載内容から、「自己

の成長」「看護の質の向上」「看護師業務の遂行」

「思考のマンネリ化」のカテゴリーが作成された

（表 3）。看護計画を立案した症例数は 156 例で、

全て適切に使用されていた。 
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表 3.看護計画導入後の、看護を振り返り・評価を行った感想の自由記載内容           

カテゴリー コード 

自己の成長 

次の看護に活かせるようになった 

今後に活かせる評価ができてよかった 

看護を見直すことでこれからの看護に繋がると思った 

新たな気づきがあった 

他者の看護計画を見ることで勉強になった 

今までうやむやにしていたことについて考える機会になった 

看護の質の向上 
意識して予防策や観察、アセスメント等を行えてよかった 

情報共有が図れ、統一した看護へ繋がった 

看護師業務の遂行 
当たり前のことを当たり前に行った 

今までの業務との変化はない 

思考のマンネリ化 看護計画での評価はワンパターン化してしまうと思った 

表 1.看護計画導入前の自由記載内容        

カテゴリー コード 

安心安全な 

看護の提供 

手術が順調に終わると安心する 

トラブルなく終えられると達成感を感じる 

患者のバイタルが安定して退室すると充実感

を感じる 

入室から退室までスムーズに終了した時 

手術が終わって患者が安堵しているとき 

患者からの 

フィードバ

ック 

患者からお礼を言われるとモチベーションが

上がる 

患者からポジティブフィードバックがあった

自身の充実感は患者の評価から得られる 

行った看護が良かったのか分からない 

患者が満足したのか確信が持てない 

回復ぶりを知ることができず達成感低下に繋

がる 

力不足の 

自覚 

新しい機械や道具が覚えられない 

余裕がなく理想の看護ができていない 

まだ次の行動を予測して動くことができない

表 2.看護計画導入後の自由記載内容         

カテゴリー コード 

自己の成長
最後まで観察するようになった 

看護をより注意して行えるようになった 

充実感・達

成感の自覚

計画に基づいた看護を行って目標が達成された 

得た情報が活かせた 

看護を振り返り評価することで達成感を感じた 

看護過程が展開できたことで達成感があった 

計画通りトラブルなく終了できた 

術後に訪問をして看護の評価ができた 

図 1．＜看護計画導入前＞ 

外回り看護をしていて充実感・達成感を 

感じていますか 

図 2．＜看護計画導入後＞ 

外回り看護をしていて充実感・達成感を 

感じる機会が増えましたか 

＜看護計画導入前＞    ＜看護計画導入後＞ 

図 3．手術室に看護計画は必要であると感じますか 

手術室看護を可視化することによって得られる効果 

～看護計画導入の取り組み～ 

keyword 手術室看護 看護計画 周手術期 

               〇水野あゆみ 本間ひろみ 松浦康子（医療法人愛仁会 亀田第一病院）

Ⅰ.はじめに 

 周手術期看護とは、術前・術中・術後の一貫した

看護が求められ、術前からの問題、術中に予測され

る問題、術後に引き継ぐ問題をとらえそれぞれに対

する適切な看護介入がなされる必要がある。そして

患者の目標達成のためにどのような看護が行われた

のかを記録に残す必要がある。 

 A 病院手術室での記録は病棟への申し送り事項を

まとめた内容のみとなっており看護計画立案には至

ってない。スタッフからは「行った看護を振り返り

評価するところがない。」「やりがいを感じない。」

などの意見が聞かれていた。 
 看護計画を立案していない現状は、実践している

看護が記録に残らないため看護過程が展開されてい

ないのと同じである。そのことがスタッフの満足感

の低下に繋がっているのではないかと考えた。看護

過程の展開が系統的に行われることは看護ケアの質

を保証し向上させる。看護の充実が図れればスタッ

フの満足感も高まるのではないかと考え看護計画を

導入することにした。 

 

Ⅱ.研究目的 

 手術室で看護計画を立案して看護過程を展開する

ことで、スタッフの満足感を高め手術室看護の充実

を図ることを目的とする。 

 

Ⅲ.研究方法 

 1.研究期間 2021 年 7 月～9 月 

 2.研究対象 A 病院手術室に勤務する看護師 13    

 名（師長、研究者を除く）。手術室での経験年数 

 5 年未満 2名、5 年以上 6 名、10 年以上 5 名。 

 3.研究手順  

 1）外回り看護のやりがいに関して、看護計画の   

 必要性について「はい・いいえ」の 2択式と自由 

 記載でアンケートを実施した。 

 2）現在実践している看護ケアを可視化できる看 

 護診断（周手術期体位性身体損傷リスク状態、周  

 手術期低体温リスク状態、皮膚統合性障害リスク 

 状態）を選び計画を作成した。ケア項目は看護介 

 入分類からあらかじめ選定してチェック方式とし 

 た。またそれ以外にもケア内容を追加記載できる 

 ようにした。 

 3）NANDA-I 看護診断の概要と看護計画用紙の使  

 用方法について学習会を行った。NANDA-I 看護診  

 断の使用経験の有無をもとに 3 名から 6 名の 3 グ 

 ループに分けて実施した。 

 4）看護師 1 人あたり 5症例以上看護計画を立案  

 し、評価を終えた看護計画用紙は術前情報用紙と 

 合わせてスタッフ同士で閲覧できるようにした。 

 5）実施後の評価について「はい・いいえ」の 

 2 択式と自由記載でアンケートを実施した。 

 

Ⅳ.データ分析方法 

 回収したアンケートは単純集計し、自由記載の内

容はカテゴリー化した。 

 立案された看護計画について個別性がある内容に

なっているか（ケア項目の追加の有無、ケア項目が

必要に応じて選択されているか）を調査した。 

 

Ⅴ.倫理的配慮 

 A 病院の倫理委員会で承認を得て実施した。アン

ケートの中で研究への参加は自由意志であること、

得られたデータは目的以外で使用しないことを文章

にて説明し、アンケートの回答、提出をもって同意

とみなした。今回のアンケートにおいては責任を持

った回答を得るため記名式とした。また回収後は速

やかに個人が特定されないよう集計しアンケート用

紙はシュレッダーにかけ破棄した。  
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行った看護が良かったのか分からない 

患者が満足したのか確信が持てない 

回復ぶりを知ることができず達成感低下に繋

がる 

力不足の 

自覚 

新しい機械や道具が覚えられない 

余裕がなく理想の看護ができていない 

まだ次の行動を予測して動くことができない

表 2.看護計画導入後の自由記載内容         

カテゴリー コード 

自己の成長
最後まで観察するようになった 

看護をより注意して行えるようになった 

充実感・達

成感の自覚

計画に基づいた看護を行って目標が達成された 

得た情報が活かせた 

看護を振り返り評価することで達成感を感じた 

看護過程が展開できたことで達成感があった 

計画通りトラブルなく終了できた 

術後に訪問をして看護の評価ができた 

図 1．＜看護計画導入前＞ 

外回り看護をしていて充実感・達成感を 

感じていますか 

図 2．＜看護計画導入後＞ 

外回り看護をしていて充実感・達成感を 

感じる機会が増えましたか 

＜看護計画導入前＞    ＜看護計画導入後＞ 

図 3．手術室に看護計画は必要であると感じますか 
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Ⅰ．はじめに 

新型コロナウイルス（COVID-19）は 2019
年 12 月、中国湖北省武漢から原因不明の肺炎

集団事例として世界保健機構へ報告された。そ

の後日本でも確認され、新潟県において 2020
年 2 月感染報告されている。 

A 病院では感染拡大・クラスターを防ぐため

にも、2020 年 2 月より、入院患者に対して面

会制限を開始した。そのため長期に渡り面会が

出来ないことによる患者、家族の不安やストレ

スがあり、2020 年 8 月より、リモート面会を

開始した。A 病院におけるリモート面会は予約

制とし、主に家族に病院の一室に来院してもら

い、病室の患者とスカイプ画面を利用し、患者

には看護師がサポートしながら面会する方法を

取っている。徐々にリモート面会利用が増えて

いく中で、家族からは実際に“会いたい”“会

わないと状態がわからず心配”といった声が聞

かれた。その都度、家族の声を傾聴し患者の状

態を伝える等の対応をしていたが、こうした家

族様の不満や不安から、看護師の対応として見

直すべきところ、課題があるのではないかと考

えた。 
家族の概念について、佐々木は「家族は、私

たち個人の生活に直接かかわる身近な存在で、

意識調査などでも『大切なもの』の首位にあが

るほど人々から高い価値に置かれている。一家

団欒に象徴される温かさに包まれた家族は、身

体的・精神的な疲労回復と同時に、明日の希望

をもたらしてくれる何よりも私的な存在であり

大切なものと位置づけられているのである」と

述べている１）。このことからも面会ができない

ことは収束のへ見えないコロナ禍で精神的苦痛

が生じ、また今後も面会制限は続くことが考え

られる。 
本研究では入院中の患者の家族に対してアン

ケート調査を実施し、コロナ禍での入院中に患

者・家族の思いを知ることで、不安・不満を明

らかにし今後の看護に活かすために取り組ん

だ。 
 

Ⅱ．研究目的 

1.アンケート調査により家族の不安・不満・要

望等を明らかにする 
2.アンケート結果より、課題を抽出することで

今後のリモート面会の方法を見直すと共に、

今後の看護に活かす 
 

Ⅲ．研究方法 

１．実態調査研究 

２．対象 

令和 3 年 6 月 1 日～7 月 31 日に B 病棟

（地域包括ケア病棟）に入院した患者（死

亡した患者は除く）の家族 130 名 

３．調査期間 

  令和 3 年 6 月～10 月 

４．データ収集方法（または調査方法） 

1）アンケート作成 

アンケート作成後、患者家族へ返信用の封筒を

同封し対象者に郵送した。 

2）アンケート内容 

①患者との関係②家族の年齢・性別③住まい

（市内・市外・県外）④患者との連絡の有無 

 

 

Ⅶ.考察 
 看護計画導入前は、「安心安全な看護の提供」か

ら、手術が滞りなく終了し患者が退室することで満

足感を得ているスタッフが多かった。そして手術室

看護という短い関わりの中で患者からかけられる感

謝やねぎらいの言葉が手術室看護師のやりがいを支

えている事が分かった。一方で、実践した看護の評

価が患者から得られにくい事や回復ぶりを知ること

ができない事などがやりがいに影響を及ぼしてい

た。「力不足の自覚」は、手術室看護への経験不足

や業務の不慣れからくる手術室看護師としての役割

が不十分とする内省の言葉と考えられる。 
 看護計画導入後は、看護計画を立案することによ

り実践する看護が明確化された。その結果意識づけ

が促されより責任を持って看護実践ができるように

なり「自己の成長」を自覚できたと考える。小瀬¹⁾

が「看護記録が充実することは、単に記録の問題だ

けではなく看護の達成感とやりがいにつながると考

える。」と述べている。本研究も＜計画に基づいた

看護を行って目標が達成された＞＜看護を振り返り

評価することで達成感を感じた＞と、看護計画の導

入が「充実感・達成感の自覚」にも繋がっていた。 
 看護計画の導入により患者からのフィードバック

が増えたという意見はなかった。竹原²⁾は「ポジテ

ィブフィードバックをもらえるような看護経験が看

護の充実感や達成感につながる」と述べている。今

回看護計画を導入するだけではフィードバックをも

らえるような機会を増やすことはできなかった。こ

のことが看護計画導入後に充実感・達成感を感じる

機会が増えたと答えた人数が 7 名に留まった一因

と考える。これを解決するためには評価のタイミン

グを検討する必要がある。現在は術後訪問を行って

いないため基本的に評価は当日に行なっていた。そ

の為、術後の患者の状態を直接見たり話を聞いたり

する機会がなかった。評価を後日改めて行うことで

フィードバックを得る機会を増やせるのではないか

と考える。 
 手術室に看護計画が必要であると感じるかでは、

導入前後で「はい」と回答した人数が 9 名から 11
名に増えていた。導入前から必要性を感じていた人

は必要性を再確認し、もう一方は実際に看護計画を

立案し看護を展開・評価することで周手術期看護の

一貫として受け入れ、必要性を理解できたと考え

る。今回の実践で看護計画の必要性を確認できたこ

とは、術前・術中・術後の一貫した看護の提供を可

能にする一歩となった。 
 看護計画導入後の看護を振り返り・評価を行った

感想から、＜次の看護に活かせるようになった＞と

「自己の成長」を自覚し、＜意識して予防策や観

察、アセスメントを行えてよかった＞と意識の変化

がみられ「看護の質の向上」へと繋げられたと考え

る。アンケート結果から看護計画の導入に対して肯

定的ととれる記述が多かった。看護を振り返り評価

する事は看護観が高まる機会となり、看護すること

のやりがいや満足感へと繋がった。また、ケアを可

視化したことで手術室経験に左右されず知識や技術

が共有でき新たな知見を得ることができた。  
 今後、看護計画立案から術後訪問と一貫した看護

が出来るよう実現可能な方法を工夫・検討し、組織

的に取り組むことが必要であると考える。 
 
Ⅸ．結論 
 看護を可視化することは、実践を振り返り評価す

る機会になるだけでなく、新たな知見を得て学びや

経験の共有ができ自己の成長へと繋がる。 
 

〈引用文献〉 
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2）竹原則子、深澤佳代子：中堅看護師の臨床実 

践能力の発達を促進させた看護経験―中堅看護師 
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Ⅰ．はじめに 

新型コロナウイルス（COVID-19）は 2019
年 12 月、中国湖北省武漢から原因不明の肺炎

集団事例として世界保健機構へ報告された。そ

の後日本でも確認され、新潟県において 2020
年 2 月感染報告されている。 

A 病院では感染拡大・クラスターを防ぐため

にも、2020 年 2 月より、入院患者に対して面

会制限を開始した。そのため長期に渡り面会が

出来ないことによる患者、家族の不安やストレ

スがあり、2020 年 8 月より、リモート面会を

開始した。A 病院におけるリモート面会は予約

制とし、主に家族に病院の一室に来院してもら

い、病室の患者とスカイプ画面を利用し、患者

には看護師がサポートしながら面会する方法を

取っている。徐々にリモート面会利用が増えて

いく中で、家族からは実際に“会いたい”“会

わないと状態がわからず心配”といった声が聞

かれた。その都度、家族の声を傾聴し患者の状

態を伝える等の対応をしていたが、こうした家

族様の不満や不安から、看護師の対応として見

直すべきところ、課題があるのではないかと考

えた。 
家族の概念について、佐々木は「家族は、私

たち個人の生活に直接かかわる身近な存在で、

意識調査などでも『大切なもの』の首位にあが

るほど人々から高い価値に置かれている。一家

団欒に象徴される温かさに包まれた家族は、身

体的・精神的な疲労回復と同時に、明日の希望

をもたらしてくれる何よりも私的な存在であり

大切なものと位置づけられているのである」と

述べている１）。このことからも面会ができない

ことは収束のへ見えないコロナ禍で精神的苦痛

が生じ、また今後も面会制限は続くことが考え

られる。 
本研究では入院中の患者の家族に対してアン

ケート調査を実施し、コロナ禍での入院中に患

者・家族の思いを知ることで、不安・不満を明

らかにし今後の看護に活かすために取り組ん

だ。 
 

Ⅱ．研究目的 

1.アンケート調査により家族の不安・不満・要

望等を明らかにする 
2.アンケート結果より、課題を抽出することで

今後のリモート面会の方法を見直すと共に、

今後の看護に活かす 
 

Ⅲ．研究方法 

１．実態調査研究 

２．対象 

令和 3 年 6 月 1 日～7 月 31 日に B 病棟

（地域包括ケア病棟）に入院した患者（死

亡した患者は除く）の家族 130 名 

３．調査期間 

  令和 3 年 6 月～10 月 

４．データ収集方法（または調査方法） 

1）アンケート作成 

アンケート作成後、患者家族へ返信用の封筒を

同封し対象者に郵送した。 

2）アンケート内容 

①患者との関係②家族の年齢・性別③住まい

（市内・市外・県外）④患者との連絡の有無 
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⑤病棟からの電話の有無・回数⑥病棟への電話

の有無⑦来院・電話連絡の際看護師と患者のこ

とについて十分に話す機会があったかの有無⑧

看護師と関わった際にどのように感じたか⑨来

院する頻度⑩患者の入院期間⑪リモート面会の

認知の有無⑫リモート面会の利用の有無⑬リモ

ート面会を利用した感想⑭リモート面会を利用

しなかった理由⑮リモート面会以外で患者と関

わる手段⑯面会制限についてどう思っているか

⑰面会制限やリモート面会に対し今後スタッフ

に望むこと⑱その他ご意見・ご要望 

５．分析方法 

 返送があったアンケートを集計し、項目ごと

にグラフや表でまとめて分析した。 

６．倫理的配慮 

対象者には拒否による不利益が生じないこと 

を口頭又は書面にて説明し、提出をもって研究 

に同意したこととする。また無記名としプライ 

バシーを厳守し実施する。本研究で得た情報は 

研究目的以外に使用しない事とし、A 病院看護 

部倫理委員会で承認を得た。 

 

Ⅳ．結果（アンケート回収率 38％） 

今回のアンケートの結果から、リモート面会

を知らない家族が 43％と半数を占めていた(図

1)。リモート面会を知っている家族が半数以上

に対し利用したことがあるでは 17％と低いこ

とが分かった。リモート面会を利用しなかった

理由として「リモート面会を知らなかった」が

42％、「都合がつかなかった」等が 16％であっ

た。「その他」が 42％を占め、内訳は、「認知

症のため」「寝たきりで無理と思った」で 20％

を占めていた（図 2）。

しかしリモート面会を利用したことがあると 

いう家族の中では「リモート面会をやってよか

った」は 67％を占めたが「悪かった・どちら

ともいえない」と答えた家族が約 30％だった

「本人の表情や気持ちを感じることができなか

った」「認知症の進行でうまくコミュニケーシ

ョンが取れなかった」という意見もあった。

「面会制限・リモート面会で医療者に求めるこ

と」の結果を見ると、「患者の状態を知らせて

ほしい・定期連絡が欲しい」という意見が

90％を占めており、患者の現在の状態がわから

ず、不安に感じている家族が多いことがわか

る。 

 

Ⅴ．考察 

 リモート面会を知らない人が約 43％と半数

を占めていた。A 病院ではリモート面会を開始

したが、始めた時期が県内でも 2 番目と早く、

広く家族に浸透していなかった可能性がある。

また、ポスター掲示のみで積極的にアピールし

認知症の

ため15%

状態を既

に知って

いた

15%

話せない

から10%

寝たきり

で無理と

思った

5%

未回答, 
55%

その他、リモート面会を利用

しなかった理由の内訳

リモート

面会を知

らなかっ

た

42%

多忙で出来

なかった

4%
面会時間に

都合がつか

なかった

10%

来院が不

可能だっ

た

2%

その他

42%

リモート面会を利用しなかった理由

図 2 

図１ 

― 14 ―



なかった事も家族の認識不足に繋がり、更に病

棟ではリモート面会の方法を具体的に説明する

配慮が不足していた事も半数と低い結果となっ

た一因と考えられる。リモート面会の際は家族

側には事務部職員が、患者の隣では看護師が付

き添うことが分かっていれば、利用する人が増

え、少しでも不安軽減につながったのではない

かと考える。これらのことから、家族と関わる

際に、入院中にリモートで面会ができることを

具体的に説明（看護師が傍に付き添うこと等）

する必要があったのではないかと考える。しか

し、看護師が患者の傍でサポートしていたにも

関わらず家族から「本人の表情や気持ちを感じ

ることができなかった」「認知症の進行でうま

くコミュニケーションが取れなかった」という

意見もあった。ここには家族が知りたい患者の

情報と看護師が伝えたい患者情報の相違が大き

かったことが原因と考えられる。アンケートで

「面会制限・リモート面会で求めること」の結

果で患者の状態を知らせてほしいという意見が

多数を占めており、不安に感じている家族が多

い。看護師はただ「患者の顔を見てほしい」

「変わらずに入院生活を送っている」ことを知

ってほしいという思いでリモート面会に携わっ

てきたが、家族の知りたいことは、患者の言葉

や気持ちであり、看護師と家族の間に相違が生

じていた。今回の新型コロナ流行などの特異的

な状況により、ニーズは変化していると考え

る。そのため、今一度患者家族の立場に立ちニ

ーズを考え、寄り添う必要がある。また児玉は

「患者さん本人だけでなく『家族』全体を看護

ケアの対象として捉える」⁴）と言っている。私

たちは患者を家族に合わせるだけでなく家族の

思いを知って寄り添い対応しなければならない

ことを強く感じた。B 病棟は急性期治療を経過

した患者及び在宅において療養を行っている患

者の在宅復帰支援等を行う機能を有する病棟で

あり、平均在院日数は 41 日と入院期間は長

い。入院期間が長期になればなるほど、面会で

きないことや連絡が来ないこと等で不安になる

家族もいる。家族が来院された際に状態を伝え

ることで不安軽減につながる。そのため家族の

意向の確認（定期連絡・リモート面会の再度説

明・確認）をし、定期連絡は必要か（どの程度

の間隔で必要かなど確認）・不要か、または頻

度を確認することで、ニーズに近づくと考え

る。コロナ禍での面会制限等では患者・家族は

状況危機にさらされている。得津²⁾は「ワルシ

ュの『家族レジリエンス』の概念から、生活様

式・経済的変化など新たな状況下において『適

応』していくことが求められる。」と述べてい

る。以上からコロナ禍の家族への看護として、

環境の変化に家族の本来持つ力（レジリエン

ス）発揮し、適応していけるようアプローチし

ていく必要があると考える。 

 

Ⅵ．結論 

① リモート面会するうえで家族が知りたい患

者の情報と看護師が伝えたい患者の情報と

の乖離があった 

② リモート面会を積極的に周知できていなか

った 

③ 患者の状態がわからない事による、家族の

不安があり情報提供の仕方の検討が必要で

ある 
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A 病院の過去 4 年間における人工呼吸器装着患者の動向から 

呼吸ケアサポートチームの今後の課題を考察する 
 

Keyword 人工呼吸器 呼吸ケアサポートチーム チーム医療 

〇阿部 貴宏  斉藤 智久   小川 智（社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院）  

 

      
Ⅰ．はじめに 

呼吸ケアサポートチーム（Respiratory care 

support team:以下 RST）は医師や看護師、臨床

工学技士など様々な職種で構成される医療チ

ームである。A 病院でも 2010 年の「呼吸ケアチ

ーム加算」算定に先駆け、2009 年から人工呼吸

器の適切な管理・早期離脱と呼吸ケアの質の向

上を主な目的として活動を行っている。 

一方で COVID-19 の感染拡大などを機に、日

本の集中治療体制の脆弱性が指摘されており、

日本集中医療学会 1)も「一定レベルの人工呼吸

管理等を含む重症患者管理を行うことが出来

る医師を養成するシステム（認定制度など）の

確立が必要」と述べている。これは看護師や臨

床工学技士などのコメディカルも同様だと考

える。 

加えて、日本救急看護学会 2)は「救急・集中

ケアに携わる看護師は、救命のための治療やケ

アに力を注ぎながらも、終末期に至った場合に

は、患者と家族が可能な限りその人らしい最期

を迎えられるように終末期看護を実践してい

る。しかし、救急・集中ケアでは一般病棟の患

者とは異なる終末期への移行や、特殊な環境で

の終末期看護への悩みや困難さを抱えながら

実践している現状がある」と述べており、人工

呼吸器の終末期医療のあり方についても同時

に考えていく必要がある。 

人工呼吸器管理は高度化、複雑化が進んでい

ると考えられ、そのような状況に対し、RST が

どのように活動していくべきなのかを考察す 

るため、A 病院における過去 4 年間の人工呼吸 

 

 

器管理患者の動向を振り返った。 

Ⅱ．研究目的 

A 病院における人工呼吸器管理患者の動向を

明らかにし RST の今後の課題を考察する。 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン 

 分析的観察研究 

２．対象 

2019 年 1 月から 2021 年 12 月までの間に A 病

院へ入院し挿管管理に加え人工呼吸器を装着

した 139 名。 

３．調査期間 

2019 年 1 月から 2021 年 12 月。 

４．データ収集方法 

 診療録を後ろ向きに集計した。 

５．分析方法 

年齢、性別、PaCO₂、PaO₂ならびに酸素化の

指標となる PF ratio、クレアチニン（Cre）、

総蛋白（TP）、集中治療における重症度評価に

汎用される APACHEⅡスコアを背景として集計

した。また、人工呼吸器を装着した対象と、抜

管し急変なく経過した対象の人工呼吸器装着

期間の比較検討を行った。 

６．倫理的配慮 

所属施設の倫理委員会にて倫理的配慮につ

いて審査をし、承認を得た。また、データの取

り扱いに際し、個人が特定されないように管理

を行った。 

Ⅳ．結果 

患者背景を表 1 に示す。総数は増加している

が、年齢、男女比といった背景に大きな差は見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られなかった。酸素化の指標である PF比は ARDS

の重症度分類では軽症から中等症で経過して

いたが、患者間での差が非常に大きく 2018 年

以外は 100 以上の差がみられた。 

Cre は 2019、2021 年でやや低下は見られたが

いずれの年も異常値であり、腎機能障害を合併

している率が高かった。TP は徐々に低下してお

り、いずれの年も低栄養状態が認められた。 

重症度の指標である APACHEⅡスコアは 2021

年で 30.9±9.2 とやや低下がみられるが、いず

れの年も平均値は 30 点以上であった。 

続けて人工呼吸器を装着した全ての対象の

期間を表 2 に、抜管し急変なく経過した対象の

人工呼吸器装着期間を表 3 に示す。 

いずれも平均期間は 2019 年が最も短かった

が他の年は 30－100 日前後の管理となる対象が

おり、加えて各年で挿管当日に死亡するケース

や翌日に離脱できた対象も多くみられ数値の

ばらつきが多かった。中央値でみると総数のデ

ータは 5 日前後、離脱者のデータで見ると 7 日

前後となっていた。 

また、離脱率は 50％台で経過しており、2021

年でやや低下していたが微増傾向であった。 

Ⅴ．考察 

総数が増加している要因としては非侵襲的

陽圧換気療法（non-invasive positive 

pressureventilation:以下 NPPV）の普及も影響

していることが考えられる。NPPV は挿管下人工

呼吸療法と比べ侵襲が少なく、導入しやすいと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう利点があるが、NPPV での治療効果を期待す

るあまり挿管による人工呼吸器療法への移行

が遅れ重症化する恐れもある。石原 3)は｢近年、

NPPV の導入が急性期に有効との知見が増えて

おり、慢性呼吸不全の急性増悪時や、挿管下人

工呼吸からのウィーニング、気管支喘息重積発

作、ある種の急性呼吸不全等に用いられ、その

有効性が指摘され、適応が拡大している。しか

し、NPPV はすべての患者に有効ということでは

ない｣と述べている。NPPV 装着後の評価や挿管

移行への基準について検討が必要である。 

表 1:患者背景 

項目  2018 2019 2020 2021 

総数（人）  27 30 39 43 

年齢 (歳) 74.3±13.3 81.7±9.0 78.9±10.6 72.2±13.7 

男：女  22:5 16:14 27:12 28:15 

PF ratio 166.6±50.3 232.8±176.0 195.5±115.0 266.4±130.9 

Cre (mg/dl) 2.06±2.21 2.2±1.39 1.70±1.60 1.60±1.40 

TP (g/dl) 6.0±0.82 5.9±1.22 5.6±1.3 5.2±1.3 

APACHEⅡ  31.1±9.86 32.9±9.36 35.5±7.6 30.9±9.2 

注 1:項目は全て mean±SD 

表 3:離脱できた対象の期間  

項目  2018 2019 2020 2021 

総数  12 13 23 22 

平均期間 14.7±17.7 5.4±3.4 11.5±12.0 8.4±6.7 

最大値  68 13 48 29 

中央値  10 6 7 7 

最頻値  8 6 7 2 

最小値  1 1 2 2 

表 2:人工呼吸器を装着した対象の期間  

項目  2018 2019 2020 2021 

総数  27 30 39 43 

平均期間 14.6±23.2 4.9±6.1 9.5±12.3 11.3±23.0

最大値  107 32 48 134 

中央値  8 3 5 4 

最頻値  1 1 2 2 

最小値  1 1 1 1 

離脱率  46.2% 51.7% 59.8% 52.4% 

注 1:挿管当日を１日とする。  
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の重症度分類では軽症から中等症で経過して
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いずれの年も異常値であり、腎機能障害を合併

している率が高かった。TP は徐々に低下してお

り、いずれの年も低栄養状態が認められた。 

重症度の指標である APACHEⅡスコアは 2021

年で 30.9±9.2 とやや低下がみられるが、いず

れの年も平均値は 30 点以上であった。 

続けて人工呼吸器を装着した全ての対象の

期間を表 2 に、抜管し急変なく経過した対象の

人工呼吸器装着期間を表 3 に示す。 

いずれも平均期間は 2019 年が最も短かった

が他の年は 30－100 日前後の管理となる対象が

おり、加えて各年で挿管当日に死亡するケース

や翌日に離脱できた対象も多くみられ数値の

ばらつきが多かった。中央値でみると総数のデ

ータは 5 日前後、離脱者のデータで見ると 7 日

前後となっていた。 

また、離脱率は 50％台で経過しており、2021

年でやや低下していたが微増傾向であった。 

Ⅴ．考察 

総数が増加している要因としては非侵襲的

陽圧換気療法（non-invasive positive 

pressureventilation:以下 NPPV）の普及も影響

していることが考えられる。NPPV は挿管下人工

呼吸療法と比べ侵襲が少なく、導入しやすいと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう利点があるが、NPPV での治療効果を期待す

るあまり挿管による人工呼吸器療法への移行

が遅れ重症化する恐れもある。石原 3)は｢近年、

NPPV の導入が急性期に有効との知見が増えて

おり、慢性呼吸不全の急性増悪時や、挿管下人

工呼吸からのウィーニング、気管支喘息重積発

作、ある種の急性呼吸不全等に用いられ、その

有効性が指摘され、適応が拡大している。しか

し、NPPV はすべての患者に有効ということでは

ない｣と述べている。NPPV 装着後の評価や挿管

移行への基準について検討が必要である。 

表 1:患者背景 

項目  2018 2019 2020 2021 

総数（人）  27 30 39 43 

年齢 (歳) 74.3±13.3 81.7±9.0 78.9±10.6 72.2±13.7 

男：女  22:5 16:14 27:12 28:15 

PF ratio 166.6±50.3 232.8±176.0 195.5±115.0 266.4±130.9 

Cre (mg/dl) 2.06±2.21 2.2±1.39 1.70±1.60 1.60±1.40 

TP (g/dl) 6.0±0.82 5.9±1.22 5.6±1.3 5.2±1.3 

APACHEⅡ  31.1±9.86 32.9±9.36 35.5±7.6 30.9±9.2 

注 1:項目は全て mean±SD 

表 3:離脱できた対象の期間  

項目  2018 2019 2020 2021 

総数  12 13 23 22 

平均期間 14.7±17.7 5.4±3.4 11.5±12.0 8.4±6.7 

最大値  68 13 48 29 

中央値  10 6 7 7 

最頻値  8 6 7 2 

最小値  1 1 2 2 

表 2:人工呼吸器を装着した対象の期間  

項目  2018 2019 2020 2021 

総数  27 30 39 43 

平均期間 14.6±23.2 4.9±6.1 9.5±12.3 11.3±23.0

最大値  107 32 48 134 

中央値  8 3 5 4 

最頻値  1 1 2 2 

最小値  1 1 1 1 

離脱率  46.2% 51.7% 59.8% 52.4% 

注 1:挿管当日を１日とする。  
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透析導入期の患者の思いについて 

‐透析導入初期指導に結びつける‐ 

Keyword：透析導入初期、患者の思い、栄養指導、パンフレット、情報不足 

〇前田 洋子  石井 直美  南 友歌里 (新潟県厚生農業協同組合連合会豊栄病院) 

      
Ⅰ.はじめに 

A 病院では現在 102 名の患者が透析治療を行

っており、2020 年 7 月～2021 年 6 月までの新

規導入患者 8 名のうち 7 名が腎機能の急激な悪

化により、受診当日または翌日に透析導入とな

っている。患者は透析について何も分からない

中で急な治療・入院生活となり、患者の不安は

計り知れない。A 病院ではパンフレットを渡し

患者指導を行っているが、透析導入患者から

「透析はいつまで続けるのか」「何を食べてい

いのか分らない」などと聞かれることがあり、

私たちスタッフは患者の望むタイミングでの

声掛けや指導が十分に行えているのか疑問に

思った。そこで A 病院の患者が透析導入期にど

のような思いを持ち、どのタイミングで何を知

りたいと考えていたのか、スタッフへ望む対応

はどのようなものだったのかを明確にし、今後

透析導入となる患者に対し、より患者の思いに

寄り添った看護が提供できるようにしたいと

考えた。 

Ⅱ.研究目的 

透析導入期の患者の思いを明らかにし、透析導

入期の患者対応及び患者指導を検討する。 

Ⅲ.研究方法 

1．研究デザイン：質的記述的研究 

2．対象：A 病院透析導入 1 年以内の患者 3 名 

3．研究期間：2021 年 9 月～2021 年 10 月 

4．調査方法： 

1）インタビューガイドを作成し、半構成的

面接を 15 分程度行う。 

2）インタビューガイドは透析導入期の患者

が抱える思いや必要とする支援を確認す

るための内容とする。 

3）面接場所は原則個室とする。 

 

5．分析方法：インタビュー内容はすべて逐語 

録にし、グラウンデッドセオリーを用いて分

析した。 

6．用語の定義 

透析導入期：医師に透析導入が必要と診断され、

入院し退院に至るまでの期間 

患者の思い：透析について患者が考えていたこ

と、感じていたこと  

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は A 病院倫理委員会の承認を得て行っ

た。対象者には研究の目的と方法、個人情報保

護の厳守および研究への参加・不参加により不

利益は生じない事、結果の公表などについて書

面と口頭で説明し、署名をもって同意を得た。 

Ⅴ． 結果   

腎機能の急激な悪化で「透析が必要」と医師

から伝えられ、当日または翌日に緊急透析用カ

テーテルを挿入し透析導入となった 3 名の対象

者にインタビューを実施し（表 1 参照）、46<コ

ード>、15[サブカテゴリ―]、7 つの【カテゴリ

ー】に類型化された(表 2)。 

表１ 研究参加者の概要 

 年代 性別 入院期間 インタビュー実施時期

A 氏 50 代 女性 24 日間 導入から 6 か月後 

B 氏 50 代 男性 22 日間 導入から 1 年後 

C 氏 60 代 男性 29 日間 導入から 2 か月後 

1．【病気に関する認識の差】 

[腎臓が悪いとは思っていなかった]患者と

透析導入前から[腎臓が悪いことを知ってい

た]患者に分かれ、透析導入時点での認識の差

がみられた。 

2．【病気に関する情報の不足】 

 <売店に行っても透析に関する本がなく、知

識とか取りようがなかった>と、入院し病気に

ついて知りたいと思い探そうとしたが[入院中

また、対象者の多くは高齢であり慢性疾患を

抱えている事が考えられる。複雑な病態に加え

重症度の高い対象も多く見られていたが、重症

度の指標である APACHEⅡスコアが上昇傾向で

あっても、離脱率は低下しなかった。A 病院で

は RST が中心となり ABCDE バンドル 4）をモデ

ルとした呼吸ケアの導入・推進を図っており、

鎮静剤に加えた鎮痛剤の併用や、日中の浅鎮静

での管理、人工呼吸器からの離脱検討や早期離

床を進めている。瀧口は 5)「近年、プロトコー

ルに基づいた看護師主導のウィーニングや鎮

静コントロールが、人工呼吸器装着期間を短縮

したり、合併症発生率を減少させるなど、その

有効性が報告されている」と述べている。呼吸

器合併症を防ぐための多職種による早期介入

が離脱率に寄与している可能性がある。今後も

多職種それぞれの強みを生かした介入の推進

を図るとともに、人工呼吸管理・ケアの標準化

を進めていく必要があると考える。 

 一方で、今回の研究は離脱までの経過を追っ

たものであり、離脱後の経過については調査で

きていない。一林 6)らの研究では挿管からの離

脱後、「治療の結果，生存群の 23.6％の患者が

自宅退院できたが、それ以外の 76.4％の患者

においては自宅に帰れず長期的な医療介護が

必要であった」と述べている。また、人工呼吸

管理を施行した高齢者の 56.7％が再度の人工

呼吸管理を希望しなかったとする報告 7)もある。 

高齢者は予期せぬ急変を起こすことも考え

られ、状態悪化時に意思を確認することが困難

な状況も考えられる。家族と医療従事者が話し

合うプロセスとして、アドバンス・ケア・プラ

ンニングなどが注目されており、高齢化による

慢性疾患を抱えた患者の増加も踏まえ、患者・

家族の意思決定を支援する働きかけ方のシス

テム作りも検討していく必要があるのではな

いかと考える。 

Ⅵ．結論 

重症で複雑な病態を抱えた対象が多く、今後

も教育活動や介入時の関わりを通じた知識提

供・情報共有・連携の更なる推進や、体位管理

方法やせん妄予防など、人工呼吸管理・ケアの

周知・標準化を図っていく必要がある。加えて、

挿管直後に亡くなる対象や長期化する対象も

多くいることから、状態が安定している頃から

今後の治療や療養についての話合いを設ける

など、意思決定支援に対しても RST として関わ

っていく事が必要だと考える。 
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透析導入期の患者の思いについて 

‐透析導入初期指導に結びつける‐ 

Keyword：透析導入初期、患者の思い、栄養指導、パンフレット、情報不足 

〇前田 洋子  石井 直美  南 友歌里 (新潟県厚生農業協同組合連合会豊栄病院) 

      
Ⅰ.はじめに 

A 病院では現在 102 名の患者が透析治療を行

っており、2020 年 7 月～2021 年 6 月までの新

規導入患者 8 名のうち 7 名が腎機能の急激な悪

化により、受診当日または翌日に透析導入とな

っている。患者は透析について何も分からない

中で急な治療・入院生活となり、患者の不安は

計り知れない。A 病院ではパンフレットを渡し

患者指導を行っているが、透析導入患者から

「透析はいつまで続けるのか」「何を食べてい

いのか分らない」などと聞かれることがあり、

私たちスタッフは患者の望むタイミングでの

声掛けや指導が十分に行えているのか疑問に

思った。そこで A 病院の患者が透析導入期にど

のような思いを持ち、どのタイミングで何を知

りたいと考えていたのか、スタッフへ望む対応

はどのようなものだったのかを明確にし、今後

透析導入となる患者に対し、より患者の思いに

寄り添った看護が提供できるようにしたいと

考えた。 

Ⅱ.研究目的 

透析導入期の患者の思いを明らかにし、透析導

入期の患者対応及び患者指導を検討する。 

Ⅲ.研究方法 

1．研究デザイン：質的記述的研究 

2．対象：A 病院透析導入 1 年以内の患者 3 名 

3．研究期間：2021 年 9 月～2021 年 10 月 

4．調査方法： 

1）インタビューガイドを作成し、半構成的

面接を 15 分程度行う。 

2）インタビューガイドは透析導入期の患者

が抱える思いや必要とする支援を確認す

るための内容とする。 

3）面接場所は原則個室とする。 

 

5．分析方法：インタビュー内容はすべて逐語 

録にし、グラウンデッドセオリーを用いて分

析した。 

6．用語の定義 

透析導入期：医師に透析導入が必要と診断され、

入院し退院に至るまでの期間 

患者の思い：透析について患者が考えていたこ

と、感じていたこと  

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は A 病院倫理委員会の承認を得て行っ

た。対象者には研究の目的と方法、個人情報保

護の厳守および研究への参加・不参加により不

利益は生じない事、結果の公表などについて書

面と口頭で説明し、署名をもって同意を得た。 

Ⅴ． 結果   

腎機能の急激な悪化で「透析が必要」と医師

から伝えられ、当日または翌日に緊急透析用カ

テーテルを挿入し透析導入となった 3 名の対象

者にインタビューを実施し（表 1 参照）、46<コ

ード>、15[サブカテゴリ―]、7 つの【カテゴリ

ー】に類型化された(表 2)。 

表１ 研究参加者の概要 

 年代 性別 入院期間 インタビュー実施時期

A 氏 50 代 女性 24 日間 導入から 6 か月後 

B 氏 50 代 男性 22 日間 導入から 1 年後 

C 氏 60 代 男性 29 日間 導入から 2 か月後 

1．【病気に関する認識の差】 

[腎臓が悪いとは思っていなかった]患者と

透析導入前から[腎臓が悪いことを知ってい

た]患者に分かれ、透析導入時点での認識の差

がみられた。 

2．【病気に関する情報の不足】 

 <売店に行っても透析に関する本がなく、知

識とか取りようがなかった>と、入院し病気に

ついて知りたいと思い探そうとしたが[入院中
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を抱え透析を行っているということを常に理

解し、接しなければならない。またスタッフの

声掛けで不安が軽減したと患者は感じている

ことから、普段から何気なく行っている声掛け

が患者にとって安心感が得られる大切なケア

の一つになっていると考える。患者の表情や声

など反応をみながら声掛けを行い、患者の言葉

に耳を傾け、共感的態度で接し、患者の思いに

寄り沿って関わっていくことが必要である。 

Ⅶ．結論 

本研究により透析導入期の患者の思いとし

て以下の 3 点が明らかになった。 

1．病気や透析に関する情報不足を感じている。 

2．栄養指導は理解しづらく退院後指導通りの

食事が出来ているか不安を持っている。 

3．透析治療に対する葛藤や恐怖を抱いている

が、スタッフとの関わり方で不安減少の効

果がある。 

以上のことから、パンフレットを透析導入時に

渡し説明することで情報不足を補い、退院後も

継続して栄養指導を実施することが必要であ

る。また患者の言葉に耳を傾け、共感的態度で

接し、患者の思いに寄り添った関わりを行って

いきたいと考える。 

Ⅷ．引用文献 

1）日本透析医学会：わが国の慢性透析療法の 

現況

https://www.jsdt.or.jp/dialysis/2227.html 

(2021 年 9 月 1 日閲覧) 

2）辻本歩、宮武史恵、前田慎弥：内シャント 

造設術後の患者に対するシャント管理指導の 

理解度を確認するためのチェックシートの作 

成、

http://ginmu.naramed-u.ac.jp/dspace/bitst

ream/10564/3859/1/ashi49_77-80.pdf. (2021

年 9 月 1 日閲覧) 

3）川手由香：透析患者の食事指導、透析ケア、 

25（9）、11、2019. 

4）片村幸代：聞かれて困った！透析患者のホ 

ンネの疑問・要望、透析ケア、21（8）、22-23、 

2015. 

表 2 透析導入初期の患者の思い 
カテゴリー サブカテゴリー コード 

病気に 

対する 

認識の差 

腎臓が悪いとは 

思っていなかった

腎臓が悪いのではないかと言われ、

何のことか分からなかった 

腎臓が悪いなんて考えていなかった

腎臓が悪いことを

知っていた 

腎臓が悪いのではないかと分ってい

た 

病気が進行していることに驚いた 

病気に 

関する 

情報の不足

入院中に情報を 

得ることは難しい

入院している時って正直何が何だか

分からなかった 

売店に行っても透析に関する本がな

く、知識とか取りようがなかった 

退院後に自ら情報

を得ようとした 

退院してから本を買ったり、ネット

で調べた 

本屋さんで探したけどなかなか見つ

からない 

透析に 

関する 

知識の不足

透析を 

よく知らない 

透析という言葉だけで透析治療がど

んなものかは知らない 

腎不全の症状や制限が分らない 

針を 2 本差すとは知らなかった 

想像していた 

透析治療と違った

シャント作ってから透析はじめると

思っていたが、すぐにカテーテルで

の透析が始まってしまった 

思っていた治療経過と違った 

透析を知っているが実際とは違った

パンフレッ

トの活用 

パンフレットを 

早くほしい 

透析 2，3 回目でもらってちょうどよ

かった 

退院後にもらったがもっと早くほし

かった 

入院中、シャント手術後にもらった

が、もっとはやくほしかった 

パンフレットがあ

ると分かりやすく

理解しやすい 

情報がありすぎると不安になるから

パンフレット以外は見なかった 

パンフレットの内容は分かりやすく

良かった 

パンフレットがなく言葉だけだと理

解しづらい 

透析の事がまとまっていて一番分か

った 

パンフレット内容で分らないことも

あるけど、その都度スタッフに聞い

ていきたい 

食生活に 

対する 

不安と 

栄養指導の

必要性 

透析の食事は 

難しく不安を 

抱いている 

透析の食事は難しい 

言われたた通りは難しいが創意工夫

しながら注意してやっている 

理解するには時間がかかる 

退院後、指導通りの食事が出来てい

るか不安になる 

栄養指導を受ける

と理解しやすいた

め、複数回の指導を

希望 

栄養指導は入院中 1 回以上必要 

一回目に聞きそびれたことや分から

ない事が 2 回目で分かった 

気を付けていても自己流の食事にな

ってしまうかもしれないので繰り返

し指導を受けたい 

栄養士の方と話ができて分かった 

栄養指導を受けると理解できる 

透析治療に

対する 

葛藤 

治療方法の選択 

入院時に腎臓移植と(血液)透析と腹

膜(透析)を先生から聞いたが、どれ

も無理そうなので(血液)透析を選ん

だ 

どの治療を選ぶかって話が出て、一

番簡単なのは血液透析しかないと思

い選んだ 

透析を続けなけれ

ばいけない 

一回だけとか、入院してる間だけと

か、まさかこの後ずっと続けなけれ

ばいけない治療とは思わなかった 

体調が悪くなってきて、導入をある

程度覚悟はしていたけど怖かった 

ずっと透析をしていかなければいけ

ない気持ちとの闘い 

透析だけの生活になってしまうと自

分の中でメンタル的に嫌だったか

ら、仕事は続けたいと考えていた 

痛みや治療への 

恐怖 

即入院・治療となりショックだった

透析は怖いし想像すると気持ちが落

ち込む 

穿刺は痛くて辛い 

スタッフ 

との関わり

スタッフとの 

関わりで 

不安が軽減する 

不安な気持ちも声を掛けてもらえる

と解消できたと思う 

入院している時は気が弱くなるので

声を掛けてくれるとネガティブにな

らず助かった 

自分の事をわかってくれる人がいる

ということが安心 

スタッフの声掛けで不安が軽減した

透析やっている間は暇、話しかけて

くれると嬉しい 

スタッフへの遠慮

の気持ち 
遠慮して聞かなかった部分がある 

に情報を得る事は難しい]と感じていた。 

3．【透析に関する知識の不足】 

 <透析という言葉だけで透析治療がどんなも

のかは知らない>と透析に関する知識は不足し

ていた。透析を知っていた患者も<シャント作

ってから透析始めると思っていたが、すぐにカ

テーテルでの透析がはじまってしまった>など、

急な透析導入によって[想像していた透析治療

と違った]と戸惑いや認識の違いを感じていた。 

4．【パンフレットの活用】 

 【病気に関する情報不足】【透析に関する知

識の不足】を感じている中<パンフレットの内

容は分かりやすく良かった>と[パンフレット

を早く欲しい]と思っていたことが分かった。 

5．【食生活に対する不安と栄養指導の必要性】 

 A 病院では入院中 1 回の栄養指導を行ってい

るが<透析の食事は難しい><理解するには時間

がかかる><退院後、指導通りの食事ができてい

るか不安になる>と感じていた。しかし<1 回目

に聞きそびれたことや分からないことが 2 回目

で分かった>など[栄養指導を受けると理解し

やすいため複数回の指導を希望]している患者

がいることが分かった。 

6．【透析治療に対する葛藤】 

 透析という[治療方法の選択]を自ら行い、

[透析の継続が必要]と分かっているが、<穿刺

は痛くて辛い><透析は怖いし想像すると気持

ちが落ち込む>など[痛みや治療への恐怖]を感

じながら透析治療を行っていた。 

7．【スタッフとの関わり】 

 <自分のことを分かってくれる人がいるとい

うことが安心><不安な気持ちも声をかけても

らえると解消できたと思う>など[スタッフと

の関わりで不安が軽減する]と感じているが、

一方で<遠慮して聞かなかった部分がある>と

[スタッフへの遠慮の気持ち]を持っていた。 

Ⅵ．考察 

1．病気や透析に関する情報の不足 

【病気に関する認識の差】【病気に関する情

報の不足】【透析に関する知識の不足】の 3 つ

のカテゴリーより、透析治療の認知度は低く、

また自己の状況把握や治療過程の理解度は同

じ透析導入でも差は大きいと考える。インター

ネットの普及によって容易に調べられる世の

中ではあるが、我が国の透析導入患者の平均年

齢は 70.88 歳 1）と年々高齢化しており、自ら情

報を得ることは難しいと思われる。 

患者に渡しているパンフレットに対し「早く

欲しかった」「透析のことがまとまっていて一

番分かった」という声から病気や治療に対し情

報の少ない患者にとってパンフレットは情報

源として有用なものであると考える。 

また辻本 2）らは「患者の自己管理行動が遂行

されるには患者が医療者から十分な情報の提

供を受け、自己疾患と病状を把握し、自己管理

の必要性を理解することが大切である」と述べ

ており、透析導入の早い段階でパンフレットを

渡し説明や指導を行うことが必要と考える。 

2．食生活に対する不安と栄養指導の必要性 

 入院中は治療食でコントロールされている

が、退院後は実生活に戻るため食生活が変化し

やすいと考える。川手 3）は「透析の食事療法は

注意すべき栄養素が多いうえに患者の高齢化

により、嗜好や食習慣の個別性が進展し、近親

者との別れなどライフイベントなども多く、そ

の実践と継続は特に難しい」と述べている。患

者の食生活に対する不安を傾聴し、退院後も継

続して栄養指導を実施する必要があると考え

る。 

3．透析治療に対する葛藤 

透析導入に対しての不安があっても治療の

必要性から導入せざるを得ない現状がある。片

村 4）は「透析を受け入れることが当たり前とい

う価値観で接してはいけない。患者がいまは透

析を受け入れられない段階にあることを理解

しなければならない。」と述べている。A 病院の

透析スタッフは業務を優先し、患者の症状観察

に重点を置く傾向にあるが、患者が多くの不安
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を抱え透析を行っているということを常に理

解し、接しなければならない。またスタッフの

声掛けで不安が軽減したと患者は感じている

ことから、普段から何気なく行っている声掛け

が患者にとって安心感が得られる大切なケア

の一つになっていると考える。患者の表情や声

など反応をみながら声掛けを行い、患者の言葉

に耳を傾け、共感的態度で接し、患者の思いに

寄り沿って関わっていくことが必要である。 

Ⅶ．結論 

本研究により透析導入期の患者の思いとし

て以下の 3 点が明らかになった。 

1．病気や透析に関する情報不足を感じている。 

2．栄養指導は理解しづらく退院後指導通りの

食事が出来ているか不安を持っている。 

3．透析治療に対する葛藤や恐怖を抱いている

が、スタッフとの関わり方で不安減少の効

果がある。 

以上のことから、パンフレットを透析導入時に

渡し説明することで情報不足を補い、退院後も

継続して栄養指導を実施することが必要であ

る。また患者の言葉に耳を傾け、共感的態度で

接し、患者の思いに寄り添った関わりを行って

いきたいと考える。 
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表 2 透析導入初期の患者の思い 
カテゴリー サブカテゴリー コード 

病気に 

対する 

認識の差 

腎臓が悪いとは 

思っていなかった

腎臓が悪いのではないかと言われ、

何のことか分からなかった 

腎臓が悪いなんて考えていなかった

腎臓が悪いことを

知っていた 

腎臓が悪いのではないかと分ってい

た 

病気が進行していることに驚いた 

病気に 

関する 

情報の不足

入院中に情報を 

得ることは難しい

入院している時って正直何が何だか

分からなかった 

売店に行っても透析に関する本がな

く、知識とか取りようがなかった 

退院後に自ら情報

を得ようとした 

退院してから本を買ったり、ネット

で調べた 

本屋さんで探したけどなかなか見つ

からない 

透析に 

関する 

知識の不足

透析を 

よく知らない 

透析という言葉だけで透析治療がど

んなものかは知らない 

腎不全の症状や制限が分らない 

針を 2 本差すとは知らなかった 

想像していた 

透析治療と違った

シャント作ってから透析はじめると

思っていたが、すぐにカテーテルで

の透析が始まってしまった 

思っていた治療経過と違った 

透析を知っているが実際とは違った

パンフレッ

トの活用 

パンフレットを 

早くほしい 

透析 2，3 回目でもらってちょうどよ

かった 

退院後にもらったがもっと早くほし

かった 

入院中、シャント手術後にもらった

が、もっとはやくほしかった 

パンフレットがあ

ると分かりやすく

理解しやすい 

情報がありすぎると不安になるから

パンフレット以外は見なかった 

パンフレットの内容は分かりやすく

良かった 

パンフレットがなく言葉だけだと理

解しづらい 

透析の事がまとまっていて一番分か

った 

パンフレット内容で分らないことも

あるけど、その都度スタッフに聞い

ていきたい 

食生活に 

対する 

不安と 

栄養指導の

必要性 

透析の食事は 

難しく不安を 

抱いている 

透析の食事は難しい 

言われたた通りは難しいが創意工夫

しながら注意してやっている 

理解するには時間がかかる 

退院後、指導通りの食事が出来てい

るか不安になる 

栄養指導を受ける

と理解しやすいた

め、複数回の指導を

希望 

栄養指導は入院中 1 回以上必要 

一回目に聞きそびれたことや分から

ない事が 2 回目で分かった 

気を付けていても自己流の食事にな

ってしまうかもしれないので繰り返

し指導を受けたい 

栄養士の方と話ができて分かった 

栄養指導を受けると理解できる 

透析治療に

対する 

葛藤 

治療方法の選択 

入院時に腎臓移植と(血液)透析と腹

膜(透析)を先生から聞いたが、どれ

も無理そうなので(血液)透析を選ん

だ 

どの治療を選ぶかって話が出て、一

番簡単なのは血液透析しかないと思

い選んだ 

透析を続けなけれ

ばいけない 

一回だけとか、入院してる間だけと

か、まさかこの後ずっと続けなけれ

ばいけない治療とは思わなかった 

体調が悪くなってきて、導入をある

程度覚悟はしていたけど怖かった 

ずっと透析をしていかなければいけ

ない気持ちとの闘い 

透析だけの生活になってしまうと自

分の中でメンタル的に嫌だったか

ら、仕事は続けたいと考えていた 

痛みや治療への 

恐怖 

即入院・治療となりショックだった

透析は怖いし想像すると気持ちが落

ち込む 

穿刺は痛くて辛い 

スタッフ 

との関わり

スタッフとの 

関わりで 

不安が軽減する 

不安な気持ちも声を掛けてもらえる

と解消できたと思う 

入院している時は気が弱くなるので

声を掛けてくれるとネガティブにな

らず助かった 

自分の事をわかってくれる人がいる

ということが安心 

スタッフの声掛けで不安が軽減した

透析やっている間は暇、話しかけて

くれると嬉しい 

スタッフへの遠慮

の気持ち 
遠慮して聞かなかった部分がある 

― 21 ―



  

透析患者における蛋白質摂取量増加への取り組み 
～蛋白質食品群チェックシートの効果と課題～ 

 
Keyword：透析患者 蛋白質摂取 食事療法 nPCR 

〇藤枝 智明 近藤 純子 松谷 祥子 枝村 理恵（新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院） 

 

Ⅰ.はじめに 

「日本人の食事摂取基準 20 2 0 年度版」1 )

においては、高齢者のサルコペニア、フレ

イル予防のために 1. 0 ℊ /㎏/日以上の蛋白質

を摂取することが望ましいとされている。

透 析 患 者 の 蛋 白 質 摂 取 量 の 目 安 は 0. 9 -

1 . 2 ℊ /㎏/日となっており、蛋白質摂取量を

反 映 す る 標 準 化 蛋 白 異 化 率 no r m a l i z e d  

p r o t e i n  c a t a b o l i s m  r a t e (以下、nP C R )

は 0 . 9 ℊ /㎏/日以上であることが良好な生命

予後のためにも望ましいとされている 2 ）。 

 A 病院透析室では nP C R が 0 . 9 ℊ /㎏/日以

下の透析患者が全体の 36 %、そのうち血清

リン値も低い患者が 8%であった。現状の看

護師からの栄養指導は食事制限がメインで

あり、低栄養状態を改善するための介入は

ほとんど行われていない。現在の食事調査

表は、食事メニューの記入だけを依頼して

いるため、蛋白質の摂取頻度の把握が困難

な 状 況 で あ る 。 低 栄 養 状 態 改 善 の た め に

は、経済的な負担のある補助食品には頼ら

ず、普段の食生活に取り入れやすい方法で

介入できないかと考えた。 

今回、サルコペニア・フレイルの予防対

策の前段階として nP C R の改善を目的に、蛋

白質の摂取頻度がわかりやすく、簡易的に

記入できる食事調査表として「蛋白質食品

群チェックシート」 (以下、チェックシー

ト)を新たに作成し、蛋白質摂取量増加に向

け た 介 入 の 効 果 を 検 証 し た 。 対 象 患 者 の

nP C R が 0 . 9 以上への改善を目標とし、今後

のサルコペニア・フレイルの予防対策への

前段階としたい。 

 

Ⅱ.研究目的 

 チェックシートを用いて、蛋白質摂取量

増加に向けた介入の効果と今後の課題を明

らかにする。 

 

Ⅲ.研究方法 

1 .  研究デザイン：事例介入研究 

2 .  研究対象：過去 3 ヶ月の nP C R＜0 . 9 か

つ、血清リン値>5 . 0ｍｇ/ｄL に該当す

る A 病院血液透析外来患者５名 

3 .  研究期間・場所：20 2 1 年 6 月～11 月  

A 病院透析室 

4 .  事例への介入方法  

1）  チェックシート作成(図 1)  

図 1 たんぱく質食品群チェックシート 

   

2 )対象患者 5 名へチェックシートの目的、    

記入方法をパンフレットで説明した。 

チ ェ ッ ク シ ー ト は フ ァ イ ル に 綴 じ 、 毎 日     

自宅で記入してもらった。期間中、毎透析

時に持参してもらい、透析中に研究者が確

認、助言を行った。記入期間は 1 回目 20 2 1

年 7 / 2 6～8 / 3、2 回目 20 2 1 年 9 / 2 7～1 0 / 5

とした。 

3 )記入期間以外は、B5 サイズのホワイトボ

ードにチェックシートを貼付し配布した。

自宅の冷蔵庫など目立ちやすい場所に掲示

を勧めた。 

4 )管理栄養士による栄養指導を実施した。 

( 8 月末に 1 回)。 

5 .データの収集方法 

1）  チェックシート使用前後・介入後のデー

タ収集をした。 

 ( 1 )毎月の定期採血の結果から nP C R 値、 

 リン値を収集した。 

 ( 2 )体重は透析前の測定値を用い、月平均 

  を計算した。 

2）  チェックシート使用後の事例への聞き取

り調査をした。 

 

Ⅳ.倫理的配慮 

 看護部倫理審査会で承認を得た後に、対

象患者に研究の趣旨、研究協力の自由意志

の尊重、匿名性と守秘性を書面と口頭で説

明し、同意が得られた方に行った。収集し

たデータは研究以外の目的で使用しないこ

とを説明した。 

Ⅴ.結果 

 患者背景、介入前後の検査データ、チェ

ックシート使用後の聞き取り調査結果、介

入内容について、以下の表 1～5 で示す。10

月の nP C R は E 氏を除き全員が 0. 9 以上へ

改善していた。E 氏は 8 月 0. 7 7 に改善した

が、10 月 0. 5 6 に低下した。研究期間中、

入院をきっかけに生活の変化があり、退院

後、適正な食事管理が出来なかった。 

 

表 1 A 氏の経過 

A 氏 7 7 歳 女 性  透 析 歴 1 4 年  息 子 と 二 人 暮 し  

  4 月  6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
0 . 8 2  0 . 8 1  0 . 9 2  0 . 9 1

リ ン ( m g / d L )  3 . 2  2 . 9  4 . 4  3 . 9

体 重 増 加 ( k g )   

1 日 空 き  
2 . 5  2 . 4  2 . 1  2 . 1

2 日 空 き  3 . 2  3 . 3  2 . 8  2 . 9

1）  聞き取り調査結果 

・チェックするだけなので簡単だった。生活に負担はなかった。 

・簡単な食事もあったが、肉など意識して食べるようになった。 

牛乳、納豆など食べていないものがあったことが分かった。 

それらを食べても検査データや体重増加が変化することはなかった。 

・性格的に継続できる性格。 

チェック表を目に付く所に置き、気にしている。 

2）介入内容 

・バランスよくまじめに取り組んでいる。継続するよう指導。 

3）栄養指導の感想 

・栄養指導より、チェックシートの方が役に立った。 

表 2   B 氏の経過 

B 氏 8 5 歳 男 性  透 析 歴 1 年  一 人 暮 ら し  

  4 月  6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
1 . 0 9  0 . 8 8  1 . 0 2  1 . 2 6

リ ン ( m g / d L )  4 . 3  4 . 8  6 . 0  6 . 9

体 重 増 加 ( k g )   

1 日 空 き  
2 . 1  2 . 3  2 . 1  2 . 3

2 日 空 き  2 . 7  2 . 8  2 . 8  2 . 7

1 ） 聞 き 取 り 調 査 結 果  

・ チェックシートは〇を付けるだけでやりやすかった。 

手軽で継続できそう。 

・今まで牛乳やヨーグルトは摂取していなかったが、今回毎日少しずつ 

摂取するようになった。蛋白質量をどのくらい摂取したらよいかよく 

わからなかった。 

・期間中意識して取り組むことができた。 

2）介入内容 

・リンの上昇がみられた。手軽にとれる乳製品からの蛋白質摂取が 

多かった。乳製品はリンが多い食品のため控え、もう少し肉・魚の 

摂取回数を増やすように指導した。 

3）栄養指導の感想 

・内容はいつもと同じ内容だった。 

表 3   C 氏の経過  

C 氏 8 4 歳 男 性  透 析 歴 1 年 未 満  妻 と 二 人 暮 ら し       

  4 月  6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
導 入  0 . 8 2  0 . 9 0  0 . 9 4

リ ン ( m g / d L )  導 入  3 . 7  5 . 1  4 . 7

体 重 増 加 ( k g )   

1 日 空 き  
導 入  1 . 0  2 . 6  2 . 5

2 日 空 き  導 入  1 . 2  3 . 5  3 . 5

1 ） 聞 き 取 り 調 査 結 果  

・チェックシートは〇を付けるだけだったので取り組みやすく負担は 

無かったが 6 月と 8 月の食事調査期間中気が緩んでしまった。 

・体重増加に気をつけるよう言われるが、蛋白質の量の目安が 

わからない。 

・チェックシートを見て買い物に行くようになった。 

・栄養指導は以前と同じような事を言われたのでよくわかった。 

2）介入内容 

・ n P C R は 改 善 し た が 、 体 重 、 リ ン の 悪 化 あ り 。 蛋 白 質 の 種 類 は

引 き 続 き 増 や し て 、 そ れ ぞ れ の 量 を 減 ら す よ う 説 明 。  

3 ） 栄 養 指 導 の 感 想  

・ 前 と 同 じ よ う な 事 を 言 わ れ た の で 、 よ く わ か っ た 。  

 

表 4   D 氏の経過 

D 氏 8 0 歳 女 性  透 析 歴 8 年  一 人 暮 ら し  

  4 月 6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
0 . 7 6 1 . 0 0  0 . 9 6  1 . 0 0

リ ン ( m g / d L )  4 . 1 5 . 7  6 . 3  6 . 1

体 重 増 加 ( k g )  

1 日 空 き  
2 . 1 2 . 4  1 . 8  2 . 3

2 日 空 き  3 . 1 3 . 6  2 . 8  3 . 2

1 )  聞 き 取 り 調 査 結 果  

・〇をつけるだけなので取り組みやすく、負担はなかった。 

・チェックシート自体に、蛋白質の多い食品が書いてあってわかりやす 

かった。 

・普段の生活に取り入れるよう意識しており、続けられそう。 

データが改善してうれしい。栄養指導が勉強になった。 

2）介入内容 

・乳製品と卵からの蛋白摂取が多く、豆類や魚からの摂取が少ない。 

肉類は嫌いなため、魚での蛋白を増やすよう指導。 

3）栄養指導の感想 

・勉強になった。蛋白質意識できた。 

表 5  E 氏の経過 

E 氏 7 3 歳 男 性  透 析 歴 4 年  妻 、 子 と 四 人 暮 ら し  

  4 月 6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
0 . 7 3 0 . 6 1  0 . 7 7  0 . 5 6

リ ン ( m g / d L )  4 . 9 4 . 3  4 . 9  5 . 6

体 重 増 加 ( k g )  

1 日 空 き  
3 . 7 2 . 9  3 . 7  3 . 8

2 日 空 き  3 . 8 3 . 1  4 . 3  4 . 6

1 ） 聞 き 取 り 調 査 結 果  

・チェックシートは簡単で取り組みやすかった。負担はなかった。 

・蛋白質の多い食品について分かった。 

・期間中は意識して食べていたが、量は少なめにしていた。 

継続できそう。 

・蛋白質の摂取量の目安があるともっとわかりやすかった。 

2）介入内容 

・体重を気にして、食べる量を控えていた。透析日は 1 日 2 食なので、 

より蛋白質を意識して食べることを指導した。 

3）栄養指導の感想 

・量の事がない。どのくらい食べていいのかわからなかった。 

 

Ⅵ.考察  

 血清リン値については、介入期間中 nP C R

による影響は見られなかったが、短期間で

あること、対象症例が少数であるため正確

な評価は難しい結果に至った。 

 体重増加については、C 氏を除き介入前

後で大きく変化した患者はいなかった。 C

氏は導入後日が浅く、介入直後は蛋白質を

意識しすぎて摂取量が増加したと思われ、

指導後は改善を心がけていた。 

チェックシートの記入に関して、摂取し

た食品の項目に丸印を記入する方法は、参

加 者 全 員 か ら 「 簡 単 で 取 り 組 み や す い 」

「生活に負担は少なく、手軽で続けられそ

う」といった意見が多かった。また、摂取

すべき蛋白質食品群の項目がイラスト付き

の一覧で把握しやすく、「買い物の参考に

なった」という意見もあった。肯定的な意

見の多さと、介入後 5 例中 4 例が nP C R 0 . 9

以上に改善したことから、蛋白質摂取量改

善に有効であったと考える。 

反面、「蛋白質摂取量が把握しにくい」

という意見もあった。なるべく簡単に取り

組めるように摂取量の記載は求めなかった

が、独自の判断で摂取量の記入や、食物の
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Ⅴ.結果 

 患者背景、介入前後の検査データ、チェ

ックシート使用後の聞き取り調査結果、介

入内容について、以下の表 1～5 で示す。10

月の nP C R は E 氏を除き全員が 0. 9 以上へ

改善していた。E 氏は 8 月 0. 7 7 に改善した

が、10 月 0. 5 6 に低下した。研究期間中、

入院をきっかけに生活の変化があり、退院

後、適正な食事管理が出来なかった。 

 

表 1 A 氏の経過 

A 氏 7 7 歳 女 性  透 析 歴 1 4 年  息 子 と 二 人 暮 し  

  4 月  6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
0 . 8 2  0 . 8 1  0 . 9 2  0 . 9 1

リ ン ( m g / d L )  3 . 2  2 . 9  4 . 4  3 . 9

体 重 増 加 ( k g )   

1 日 空 き  
2 . 5  2 . 4  2 . 1  2 . 1

2 日 空 き  3 . 2  3 . 3  2 . 8  2 . 9

1）  聞き取り調査結果 

・チェックするだけなので簡単だった。生活に負担はなかった。 

・簡単な食事もあったが、肉など意識して食べるようになった。 

牛乳、納豆など食べていないものがあったことが分かった。 

それらを食べても検査データや体重増加が変化することはなかった。 

・性格的に継続できる性格。 

チェック表を目に付く所に置き、気にしている。 

2）介入内容 

・バランスよくまじめに取り組んでいる。継続するよう指導。 

3）栄養指導の感想 

・栄養指導より、チェックシートの方が役に立った。 

表 2   B 氏の経過 

B 氏 8 5 歳 男 性  透 析 歴 1 年  一 人 暮 ら し  

  4 月  6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
1 . 0 9  0 . 8 8  1 . 0 2  1 . 2 6

リ ン ( m g / d L )  4 . 3  4 . 8  6 . 0  6 . 9

体 重 増 加 ( k g )   

1 日 空 き  
2 . 1  2 . 3  2 . 1  2 . 3

2 日 空 き  2 . 7  2 . 8  2 . 8  2 . 7

1 ） 聞 き 取 り 調 査 結 果  

・ チェックシートは〇を付けるだけでやりやすかった。 

手軽で継続できそう。 

・今まで牛乳やヨーグルトは摂取していなかったが、今回毎日少しずつ 

摂取するようになった。蛋白質量をどのくらい摂取したらよいかよく 

わからなかった。 

・期間中意識して取り組むことができた。 

2）介入内容 

・リンの上昇がみられた。手軽にとれる乳製品からの蛋白質摂取が 

多かった。乳製品はリンが多い食品のため控え、もう少し肉・魚の 

摂取回数を増やすように指導した。 

3）栄養指導の感想 

・内容はいつもと同じ内容だった。 

表 3   C 氏の経過  

C 氏 8 4 歳 男 性  透 析 歴 1 年 未 満  妻 と 二 人 暮 ら し       

  4 月  6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
導 入  0 . 8 2  0 . 9 0  0 . 9 4

リ ン ( m g / d L )  導 入  3 . 7  5 . 1  4 . 7

体 重 増 加 ( k g )   

1 日 空 き  
導 入  1 . 0  2 . 6  2 . 5

2 日 空 き  導 入  1 . 2  3 . 5  3 . 5

1 ） 聞 き 取 り 調 査 結 果  

・チェックシートは〇を付けるだけだったので取り組みやすく負担は 

無かったが 6 月と 8 月の食事調査期間中気が緩んでしまった。 

・体重増加に気をつけるよう言われるが、蛋白質の量の目安が 

わからない。 

・チェックシートを見て買い物に行くようになった。 

・栄養指導は以前と同じような事を言われたのでよくわかった。 

2）介入内容 

・ n P C R は 改 善 し た が 、 体 重 、 リ ン の 悪 化 あ り 。 蛋 白 質 の 種 類 は

引 き 続 き 増 や し て 、 そ れ ぞ れ の 量 を 減 ら す よ う 説 明 。  

3 ） 栄 養 指 導 の 感 想  

・ 前 と 同 じ よ う な 事 を 言 わ れ た の で 、 よ く わ か っ た 。  

 

表 4   D 氏の経過 

D 氏 8 0 歳 女 性  透 析 歴 8 年  一 人 暮 ら し  

  4 月 6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
0 . 7 6 1 . 0 0  0 . 9 6  1 . 0 0

リ ン ( m g / d L )  4 . 1 5 . 7  6 . 3  6 . 1

体 重 増 加 ( k g )  

1 日 空 き  
2 . 1 2 . 4  1 . 8  2 . 3

2 日 空 き  3 . 1 3 . 6  2 . 8  3 . 2

1 )  聞 き 取 り 調 査 結 果  

・〇をつけるだけなので取り組みやすく、負担はなかった。 

・チェックシート自体に、蛋白質の多い食品が書いてあってわかりやす 

かった。 

・普段の生活に取り入れるよう意識しており、続けられそう。 

データが改善してうれしい。栄養指導が勉強になった。 

2）介入内容 

・乳製品と卵からの蛋白摂取が多く、豆類や魚からの摂取が少ない。 

肉類は嫌いなため、魚での蛋白を増やすよう指導。 

3）栄養指導の感想 

・勉強になった。蛋白質意識できた。 

表 5  E 氏の経過 

E 氏 7 3 歳 男 性  透 析 歴 4 年  妻 、 子 と 四 人 暮 ら し  

  4 月 6 月  
介

入

後  

8 月  
栄

養

指

導

1 0 月

n P C R  

（ ℊ / ㎏ / 日 ）  
0 . 7 3 0 . 6 1  0 . 7 7  0 . 5 6

リ ン ( m g / d L )  4 . 9 4 . 3  4 . 9  5 . 6

体 重 増 加 ( k g )  

1 日 空 き  
3 . 7 2 . 9  3 . 7  3 . 8

2 日 空 き  3 . 8 3 . 1  4 . 3  4 . 6

1 ） 聞 き 取 り 調 査 結 果  

・チェックシートは簡単で取り組みやすかった。負担はなかった。 

・蛋白質の多い食品について分かった。 

・期間中は意識して食べていたが、量は少なめにしていた。 

継続できそう。 

・蛋白質の摂取量の目安があるともっとわかりやすかった。 

2）介入内容 

・体重を気にして、食べる量を控えていた。透析日は 1 日 2 食なので、 

より蛋白質を意識して食べることを指導した。 

3）栄養指導の感想 

・量の事がない。どのくらい食べていいのかわからなかった。 

 

Ⅵ.考察  

 血清リン値については、介入期間中 nP C R

による影響は見られなかったが、短期間で

あること、対象症例が少数であるため正確

な評価は難しい結果に至った。 

 体重増加については、C 氏を除き介入前

後で大きく変化した患者はいなかった。 C

氏は導入後日が浅く、介入直後は蛋白質を

意識しすぎて摂取量が増加したと思われ、

指導後は改善を心がけていた。 

チェックシートの記入に関して、摂取し

た食品の項目に丸印を記入する方法は、参

加 者 全 員 か ら 「 簡 単 で 取 り 組 み や す い 」

「生活に負担は少なく、手軽で続けられそ

う」といった意見が多かった。また、摂取

すべき蛋白質食品群の項目がイラスト付き

の一覧で把握しやすく、「買い物の参考に

なった」という意見もあった。肯定的な意

見の多さと、介入後 5 例中 4 例が nP C R 0 . 9

以上に改善したことから、蛋白質摂取量改

善に有効であったと考える。 

反面、「蛋白質摂取量が把握しにくい」

という意見もあった。なるべく簡単に取り

組めるように摂取量の記載は求めなかった

が、独自の判断で摂取量の記入や、食物の

― 23 ―



 
妊娠期におけるメンタルヘルスの実態調査 
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Keyword エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）、育児支援チェックリスト、周産期メンタルヘルス 

 

〇塚田 文枝  猪又 未実  岡田 成実（新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院）  
  

Ⅰ. はじめに 

 周産期メンタルヘルスでは、産後うつのスクリー

ニングとして、産褥期においてエジンバラ産後うつ

病質問票（Edinburgh Postnatal Depression Scale 

以下 EPDS）が使用され、Muchanga SMJ1）らが日本

人女性の産後うつ病についてエコチル調査を行った

結果、産後 1か月の EPDS 陽性率（9点以上）は

14％であることが明らかにされている。 

A 病院では松枝 2)らが産褥期の EPDS の結果と背景

の実態を調査し、産後うつ傾向に影響を与えている

要因として、「妊娠が分かった時の不安や複雑な気

持ち」「初産婦」「混合栄養」「経済面への不安」「精

神科受診歴」を抽出し、妊娠期からの継続した関わ

りが重要であることを明らかにしている。この結果

を踏まえ、A病院では公益財団法人日本産婦人科医

会の妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル 3)におい

て、妊娠期からの使用を推奨している、妊娠初期問

診票、EPDS、育児支援チェックリストの 3点を活用

するメンタルヘルスケアを開始した。 

そこで、妊娠期におけるメンタルヘルスケアにつ

いて検討するため、A病院における妊婦のメンタル

ヘルスの実態と、その背景を明らかにすることを目

的に本研究を行った。 

 

Ⅱ. 研究目的 

 妊娠初期問診票、EPDS、育児支援チェックリスト

を使用した、妊婦のメンタルヘルスの実態とその背

景を明らかにし、A病院におけるメンタルヘルスケ

アについて検討する。 

 

Ⅲ. 研究方法 

1. 研究デザイン 

量的記述的研究 

2. 研究対象 

 A 病院において初回の妊婦健診から通院し、さら 

に分娩予定である妊婦。 

3. 調査期間 

 2020 年 3月～2021 年 1 月 

4. データ収集方法 

研究の主旨を理解し同意を得られた妊婦に、妊娠

13-15 週頃に妊婦初期問診票を、また妊娠中期の

30 週頃に EPDS、育児支援チェックリストの記載を

依頼した。その後妊娠中期の妊婦健診時に、助産

師との個別面談を実施した。 

5. 分析方法 

EPDS の合計得点が 9点以上、または 8点以下の 2

群間において、妊娠初期問診票、育児支援チェッ

クリストにおける比較検討を行った。統計解析に

は Fisher の正確検定、t検定を用いた。いずれも

有意水準は、P＜0.05 とした。 

6. 倫理的配慮 

対象者には研究の主旨を説明した。そして研究へ

の参加は自由であり、不参加により不利益が生じ

ないこと、得られた情報は研究または研究発表以

外使用しないことを説明し、同意を得た。また、A

病院の倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

Ⅳ. 結果 

1. 対象者の属性と、EPDS 得点の結果 

研究に協力を得られたのは、妊婦 108 名であっ

た。表 1に対象者の属性を示す。 

表 1 対象者の属性 

年齢 平均32.4歳(最小19歳～最大44歳)
分娩経験 初産婦　43名(39.8％)　 経産婦　　65名(60.2％)
就業状態 有職者　93名(87.0％)　　 専業主婦　15名(13.9％)
婚姻状態 初婚　　105名(97.2％)　　 再婚　　　3名(2.8％)
家族構成 核家族　75名(69.4％)　　 拡大家族　33名(30.6％)
既往歴 なし　　78名(72.2％)　　 あり　　　30名(27.8％)
流産歴 なし　　85名(78.7％)　　 あり　　　23名(21.3％)
早産歴 なし　　104名(96.3％)　　 あり　　　4名(4.0％)
中絶歴 なし　　100名(92.6％)　 あり　　　8名(7.4％）
カウンセリング既往 なし　　100名(92.6％)　 あり　　　8名(7.5％）

種類毎にシールを貼る対象患者もいて、意

欲的に食事療法に取り組む様子が見受けら

れた。C 氏からは「夫婦二人とも元気でい

たい」という言葉が聞かれた。健康に対し

私達が思っている以上に高い意識をもって

食 事 療 法 に 取 り 組 ん で い た こ と が 分 か っ

た。今まで透析室では患者に既存の食事調

査表の記入を依頼すると、詳細に食事メニ

ューを記入する形式の為か、面倒だと言わ

れることが多かった。今回は、患者に負担

がないよう簡易的な記入方法をチェックシ

ートに取り入れた。山崎ら 3 )は食事の自己

管理について、「まずは食事記録のみを促

してみたり、患者ごとに計量、記録、計算

の実施頻度を調節したりするなどして、柔

軟に対応していくことが望ましい」と述べ

ている。研究対象患者は、蛋白質の摂取頻

度の記入だけでも nP C R 改善の効果があった

が 、 透 析 患 者 は 年 齢 や 理 解 力 が 様 々 で あ

る。まずは食事記録を促し、計量につなが

るよう個々の患者のレベルに合わせた指導

が必要となる。今回は食事記録が主であっ

たが、今後は計量の記録項目も追加して、

患者の理解度に合わせた指導ができるよう

チェックシートの改良を検討したい。 

チェックシート未記入の期間は、チェッ

ク シ ー ト を 貼 っ た ホ ワ イ ト ボ ー ド を 配 布

し、対象患者の食事療法への活用と、患者

本 人 だ け で な く 家 族 へ の 意 識 付 け を 図 っ

た。「チェックシートをみて買い物に行く

ようになった」と、日常的に活用されてい

る意見もあったため、身近なツールとして

受け入れられたと考えられる。また、記入

期間後も自主的に継続して続けられている

患 者 も い た が 、 一 方 で 「 気 が 緩 ん で し ま

い、(蛋白質摂取について)意識が薄れた」

と い う 言 葉 も あ っ た 。 看 護 師 の 指 導 以 外

に、管理栄養士からの個人栄養指導を実施

した。知識の再確認にはなったが、蛋白質

摂取量増加への学びにつながる感想はあま

り聞かれない結果となった。本研究の栄養

指導においては、患者の混乱を招かないよ

う、看護師の介入に合わせた指導を依頼し

たことが原因として考えられる。今後は栄

養士の専門的な知識をより取り入れた指導

がお願いできるよう、多職種カンファレン

スを充実させることが課題である。 

聞き取り調査から、患者それぞれの食事

療法は家族構成の違いによって様々である

ということが分かった。一人暮らしの患者

は安価な卵や牛乳など手軽なものを摂取す

る傾向があった。家族と同居している患者

は、家族から蛋白質を意識して摂取するよ

う勧められていた。家族のために食事を作

っている患者は、蛋白質摂取を意識した食

事を用意していた。小川ら 4 )は、「患者は

長い透析生活の中で、様々な身体、心理、

社 会 的 な 状 況 の 変 化 に 伴 い な が ら 、 そ の

時々に適応しようとする過程を繰り返して

います。(中略)多職種と連携し協議しなが

らチームで患者や家族が行うセルフケアを

支援していくことが望ましいと考えます」

と述べている。今回 E 氏のように、入院に

伴う生活の変化で、退院後の良好なセルフ

ケアが継続出来なかったケースがあった。

生活の変化がなくても食事療法は継続的で

あるがため、気が緩んでしまった患者もい

た。良好なセルフケアを維持していくには

患者のライフサイクルやライフスタイルを

理解し、必要時多職種と協力して、患者と

家族を含めた支援をしていくことが必要で

ある。 

今回サルコペニア・フレイルの予防対策

の前段階として食事療法に介入して、低栄

養改善へのきっかけが作れたと考える。対

象患者 5 例と少なかったが、今後チェック

シ ー ト の 改 善 や 多 職 種 と の 連 携 を 強 化 し

て、患者・家族と協働しながら蛋白質を意

識した食事療法に取り組んでいきたい。 

 

Ⅶ.結論 

1 .チェックシート記入期間中 nP C R の改善

があり、チェックシートは蛋白質摂取増

加に有効であった。 

2 .蛋白質摂取量を把握し評価することで、 

 患者の個別性に応じた食事指導と適切な 

蛋白質摂取が期待できる。 

3 .効果的な食事療法が維持されるためには 

 多職種と連携し、セルフケアを支援して 

いく必要がある。 
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Ⅰ. はじめに 

 周産期メンタルヘルスでは、産後うつのスクリー

ニングとして、産褥期においてエジンバラ産後うつ

病質問票（Edinburgh Postnatal Depression Scale 

以下 EPDS）が使用され、Muchanga SMJ1）らが日本

人女性の産後うつ病についてエコチル調査を行った

結果、産後 1か月の EPDS 陽性率（9点以上）は

14％であることが明らかにされている。 

A 病院では松枝 2)らが産褥期の EPDS の結果と背景

の実態を調査し、産後うつ傾向に影響を与えている

要因として、「妊娠が分かった時の不安や複雑な気

持ち」「初産婦」「混合栄養」「経済面への不安」「精

神科受診歴」を抽出し、妊娠期からの継続した関わ

りが重要であることを明らかにしている。この結果

を踏まえ、A病院では公益財団法人日本産婦人科医

会の妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル 3)におい

て、妊娠期からの使用を推奨している、妊娠初期問

診票、EPDS、育児支援チェックリストの 3点を活用

するメンタルヘルスケアを開始した。 

そこで、妊娠期におけるメンタルヘルスケアにつ

いて検討するため、A病院における妊婦のメンタル

ヘルスの実態と、その背景を明らかにすることを目

的に本研究を行った。 

 

Ⅱ. 研究目的 

 妊娠初期問診票、EPDS、育児支援チェックリスト

を使用した、妊婦のメンタルヘルスの実態とその背

景を明らかにし、A病院におけるメンタルヘルスケ

アについて検討する。 

 

Ⅲ. 研究方法 

1. 研究デザイン 

量的記述的研究 

2. 研究対象 

 A 病院において初回の妊婦健診から通院し、さら 

に分娩予定である妊婦。 

3. 調査期間 

 2020 年 3月～2021 年 1 月 

4. データ収集方法 

研究の主旨を理解し同意を得られた妊婦に、妊娠

13-15 週頃に妊婦初期問診票を、また妊娠中期の

30 週頃に EPDS、育児支援チェックリストの記載を

依頼した。その後妊娠中期の妊婦健診時に、助産

師との個別面談を実施した。 

5. 分析方法 

EPDS の合計得点が 9点以上、または 8点以下の 2

群間において、妊娠初期問診票、育児支援チェッ

クリストにおける比較検討を行った。統計解析に

は Fisher の正確検定、t検定を用いた。いずれも

有意水準は、P＜0.05 とした。 

6. 倫理的配慮 

対象者には研究の主旨を説明した。そして研究へ

の参加は自由であり、不参加により不利益が生じ

ないこと、得られた情報は研究または研究発表以

外使用しないことを説明し、同意を得た。また、A

病院の倫理委員会の承認を得て実施した。 

 

Ⅳ. 結果 

1. 対象者の属性と、EPDS 得点の結果 

研究に協力を得られたのは、妊婦 108 名であっ

た。表 1に対象者の属性を示す。 

表 1 対象者の属性 

年齢 平均32.4歳(最小19歳～最大44歳)
分娩経験 初産婦　43名(39.8％)　 経産婦　　65名(60.2％)
就業状態 有職者　93名(87.0％)　　 専業主婦　15名(13.9％)
婚姻状態 初婚　　105名(97.2％)　　 再婚　　　3名(2.8％)
家族構成 核家族　75名(69.4％)　　 拡大家族　33名(30.6％)
既往歴 なし　　78名(72.2％)　　 あり　　　30名(27.8％)
流産歴 なし　　85名(78.7％)　　 あり　　　23名(21.3％)
早産歴 なし　　104名(96.3％)　　 あり　　　4名(4.0％)
中絶歴 なし　　100名(92.6％)　 あり　　　8名(7.4％）
カウンセリング既往 なし　　100名(92.6％)　 あり　　　8名(7.5％）
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の背景を参考にハイリスクな妊婦を抽出し、見過ご

さない介入を行っていくことが必要であると考え

る。 

3. 育児支援チェックリスト(妊娠中期) 

EPDS9 点以上群は全員に育児支援者が存在してい

るが、EPDS8 点以下群との比較では、育児支援者が

必ずしも相談相手とはいえない状況にあることが明

らかとなった。育児支援者の有無を確認するだけで

なく、支援状況についても情報収集することが必要

であると考える。吉田 7)らは「打ち明けられる相手

がいない場合は、妊産婦の不安や気持ちの落ち込み

について、私たち支援者に話すことを勧める」と述

べており、助産師は支援者となるべきメンタルヘル

スケアのスキルが必要となる。 

妊娠初期問診票、育児支援チェックリストから、

「経済的不安」や「カウンセラーや心療内科・精神

科等への相談歴」が共通項目として抽出された。公

益財団法人日本産婦人科医会の妊産婦メンタルヘル

スケアマニュアル 3)では、経済面などの社会的要因

を支援することは医療者だけでは不可能であり、医

療ソーシャルワーカーや地域行政からの支援も必要

である。またカウンセラーや心療内科・精神科等へ

の相談歴は、精神科医との連携が必要なケースもあ

るため、医師と協働し妊婦のメンタルヘルスケアを

行うことが求められる。妊娠期から育児期のメンタ

ルヘルスの問題は、医療者から積極的にアプローチ

することで早期発見が可能であり、また、妊娠・育

児のこころの負担を増すような社会的要因が関連し

ていることが多いため、地域行政を含めた多職種協

働連携チームによる支援を行うとしている。今後多

職種連携の支援体制を再構築し、周産期メンタルヘ

ルスケアの質向上が課題となってくる。 

妊娠期に妊娠初期問診票、EPDS、育児支援チェッ

クリストを活用することは、「なんとなく気になる妊

婦」という助産師の勘だけで対応するのではなく、

助産師全員が統一した方法で情報収集や共有を行う

ことができる。そして根拠を持って、早期からどの

ように支援をしていくか方法を検討することが可能

となる。 
 
Ⅵ. 結論 

1. EPDS9 点以上群では精神症状を自覚している

が、妊婦の半数が受診行動まで至っておら

ず、妊娠期におけるスクリーニングは支援が

必要な妊婦を早期に把握し支援に繋げるため

に有効な手段である。 

2. 常用・頓用薬の使用はハイリスク妊娠であ

り、メンタルヘルスにおいてもハイリスク群

である可能性が示唆された。  

3. 人工妊娠中絶歴はハイリスク群である可能性

があり、妊婦との信頼関係を早期から構築

し、寄り添える関わりが求められる。 

4. 育児支援者の有無だけでなく、夫や実母が精

神的な支援者、相談相手であるかを確認す

る。 

5. 経済的不安の社会的要因、カウンセラーや心

療内科・精神科等への相談歴は、多職種協働

連携チームによる支援を行うため、体制の再

構築が必要となる。 
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対象者のうち、EPDS の得点が 9点以上は 10 名

(9.3%)、8 点以下が 98 名(90.7%)であった。 

2. EPDS9 点以上群と、8点以下群の比較 

1） 妊娠初期問診票：妊娠初期（表 2） 

EPDS の得点が 9点以上群、8点以下群と分類し比

較した。妊娠初期問診票の項目については、「中絶

歴あり」「夫(パートナー)に何でも打ち明けること

ができる」「困ったときに相談する人がいる」「生活

が苦しかったり、経済的な不安がある」「カウンセ

ラーや心療内科・精神科等への相談歴あり」「常用

または頓用の内服がある」「現在困っていること、

悩んでいること、不安なことがある」「この 1年間

に 2週間以上続く、眠れない、イライラする、涙ぐ

みやすい、何もやる気がしないなどの症状がある」

の 8項目において有意差を認めた。 

EPDS 高得点群における常用・頓用薬の詳細は、

不育症による低用量アスピリン、甲状腺機能低下症

による甲状腺ホルモン製剤、うつ病による抗うつ

薬、便秘症による下剤の内服であった。 

 

表 2 妊娠初期問診票の比較 

2） 育児支援チェックリスト：妊娠中期（表 3） 

育児支援チェックリストの項目では、「夫には何

でも打ち明けることができる」「お母さんには何で

も打ち明けることができる」「夫やお母さんの他に

も相談できる人がいる」「生活が苦しかったり、経

済的な不安がある」の 4項目において有意差を認め

た。 

 

表 3 育児支援チェックリストの比較 

 

Ⅴ. 考察 

1. EPDS 得点(妊娠中期) 

本研究の対象者 108 名のうち EPDS の得点が 9点

以上の妊婦は 10 名であり、そのうち 6名の妊婦は

この 1年間に精神症状を自覚していた。しかしなが

ら、カウンセリング等の支援を受けている妊婦は半

数の 3名に留まっていた。川上 4)は何らかの精神障

害を経験していた者のうち、こころの健康に関する

受診・相談経験があったのは約 30％と低いことを

示しており、妊婦を対象としたスクリーニングは、

支援が必要な妊婦を早期に把握して支援に繋げるた

めに有効な手段であると考える。 

2. 妊娠初期問診票(妊娠初期) 

A 病院の妊婦において、EPDS9 点以上群と 8点以

下群の比較では、問診票の 8項目について有意差を

認めた。Lancaster CA5)らは、妊娠中のうつ病のリ

スク因子として妊娠中の不安、ライフイベント、う

つ病既往、ソーシャルサポート不足、家庭内暴力、

望まない妊娠があると指摘している。さらに A病院

においては人工妊娠中絶の既往、経済的不安、常用

薬・頓用の内服がある、1年間に 2週間以上のうつ

様の症状があるなどの項目においても関連がある可

能性が示唆された。 

本研究において、人工妊娠中絶に至った理由まで

は明らかにしていないが、今後妊婦との信頼関係を

早期から構築し、妊婦が誰にも言えず抱えている悩

みや不安に対し傾聴し、寄り添える関わりが求めら

れていると考える。 

常用・頓用薬の内服については、不育症、甲状腺

機能低下症、うつ病などのハイリスク妊娠であっ

た。ハイリスク妊娠は、「不安や抑うつなどの心理

的影響を生じる」６）ことが明らかにされており、

フィジカルおよびメンタルヘルス両面からのアプロ

ーチが必要となってくる。 

本研究で明らかとなった妊娠初期問診票の 8項目

流産・死産・乳児死亡経験あり 19（19.4%） 3（30％） 0.42
カウンセリングの既往  8（ 8.2%） 3（30％） 0.06
夫に打ち明けられる 95（87.7%） 7（70％） 0.01
母に打ち明けられる 92（93.9%） 7（70％） 0.03
夫、母以外に相談者あり 97（99.0%） 5（50％） <0.01
経済的不安あり  7（ 7.1%） 5（50％） <0.01
子育て環境に満足している 11（11.2%） 2（20％） 0.34
妊娠中に近親者の死亡・病気・事故あり 10（10.2%） 1（10％） 1.00

項目
EPDS≦8点
(n=98)

EPDS≧9点
(n=10）

p値

年齢 平均31.3歳 平均33.6歳 0.17
職業あり 85(86.7％） 8(80％) 0.63
初婚 96(98  ％） 9(90％) 0.26
里帰りあり 62(63.3％) 6(60％) 1.00
不妊治療あり 12(12.2％) 3(30％) 0.14
初産 40(40.8％） 5(50％) 0.74
流産歴あり 21(21.4％） 2(20％) 1.00
早産歴あり  4( 4.1％） 1(10％) 0.39

中絶歴あり  5( 5.1％） 3(30％) 0.03

死産歴あり  2( 2.0％) 0(0％） 1.00

夫に打ち明けられる 97(99  ％) 8(80％) 0.02

相談者あり 98(100 ％) 8(80％) 〈0.01

経済的不安あり 29(29.6％) 7(70％） 0.02

妊娠嬉しかった 73(74.5％) 6(60％) 0.45

カウンセリングあり  5( 5.1％） 3(30％) 0.03

常用・頓用薬あり 12(12.2％) 4(40％） 0.04

既往歴あり 26(26.5％) 4(40％） 0.46

現在不安・悩みあり 28(28.6％） 7(70％） 0.01

1年間に精神症状あり 17(17.3％） 6(60％) 〈0.01

EPDS≦8点
(n=98)

項目
EPDS≧9点
(n=10）

p値
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の背景を参考にハイリスクな妊婦を抽出し、見過ご

さない介入を行っていくことが必要であると考え

る。 

3. 育児支援チェックリスト(妊娠中期) 

EPDS9 点以上群は全員に育児支援者が存在してい

るが、EPDS8 点以下群との比較では、育児支援者が

必ずしも相談相手とはいえない状況にあることが明

らかとなった。育児支援者の有無を確認するだけで

なく、支援状況についても情報収集することが必要

であると考える。吉田 7)らは「打ち明けられる相手

がいない場合は、妊産婦の不安や気持ちの落ち込み

について、私たち支援者に話すことを勧める」と述

べており、助産師は支援者となるべきメンタルヘル

スケアのスキルが必要となる。 

妊娠初期問診票、育児支援チェックリストから、

「経済的不安」や「カウンセラーや心療内科・精神

科等への相談歴」が共通項目として抽出された。公

益財団法人日本産婦人科医会の妊産婦メンタルヘル

スケアマニュアル 3)では、経済面などの社会的要因

を支援することは医療者だけでは不可能であり、医

療ソーシャルワーカーや地域行政からの支援も必要

である。またカウンセラーや心療内科・精神科等へ

の相談歴は、精神科医との連携が必要なケースもあ

るため、医師と協働し妊婦のメンタルヘルスケアを

行うことが求められる。妊娠期から育児期のメンタ

ルヘルスの問題は、医療者から積極的にアプローチ

することで早期発見が可能であり、また、妊娠・育

児のこころの負担を増すような社会的要因が関連し

ていることが多いため、地域行政を含めた多職種協

働連携チームによる支援を行うとしている。今後多

職種連携の支援体制を再構築し、周産期メンタルヘ

ルスケアの質向上が課題となってくる。 

妊娠期に妊娠初期問診票、EPDS、育児支援チェッ

クリストを活用することは、「なんとなく気になる妊

婦」という助産師の勘だけで対応するのではなく、

助産師全員が統一した方法で情報収集や共有を行う

ことができる。そして根拠を持って、早期からどの

ように支援をしていくか方法を検討することが可能

となる。 
 
Ⅵ. 結論 

1. EPDS9 点以上群では精神症状を自覚している

が、妊婦の半数が受診行動まで至っておら

ず、妊娠期におけるスクリーニングは支援が

必要な妊婦を早期に把握し支援に繋げるため

に有効な手段である。 

2. 常用・頓用薬の使用はハイリスク妊娠であ

り、メンタルヘルスにおいてもハイリスク群

である可能性が示唆された。  

3. 人工妊娠中絶歴はハイリスク群である可能性

があり、妊婦との信頼関係を早期から構築

し、寄り添える関わりが求められる。 

4. 育児支援者の有無だけでなく、夫や実母が精

神的な支援者、相談相手であるかを確認す

る。 

5. 経済的不安の社会的要因、カウンセラーや心

療内科・精神科等への相談歴は、多職種協働

連携チームによる支援を行うため、体制の再

構築が必要となる。 
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場合はその理由を尋ねた。 

5．分析方法 

1）収集したデータから、患者の属性、カテーテル留置 

期間と受診要因を照合し、受診要因別にまとめた。 

2）1）の結果と在宅療養中のカテーテル関連トラブル 

発生患者への聞き取り調査の内容を照合し、在宅に 

おける尿道カテーテルの管理上の問題を抽出した。 

6．倫理的配慮 

本研究は、A病院倫理委員会の承認を得て実施した。 

聞き取り調査は、研究対象者またはその家族へ、研

究目的・内容・守秘義務の厳守・研究は自由参加であ

り拒否しても不利益が生じないことを口頭と文書で説

明し、同意書に署名を得て実施とした。また収集した

データはUSBメモリーにて厳重に管理し、研究が終了
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A 病院泌尿器科における尿道カテーテル留置患者の 

カテーテル関連トラブルと在宅での管理上の問題 
 

Keyword 尿道カテーテル留置患者 カテーテル関連トラブル 緊急受診 在宅管理  

○齊藤 千恵子  石井 利恵 (新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院)  

 

Ⅰ．はじめに 

尿道カテーテルを留置しA病院泌尿器科に通院して

いる患者は、2021年3月現在37名であり、その7割

は80歳以上の高齢者である。更に、疾患に伴う機能の

低下や自己導尿困難、介護状況等により、やむを得ず

数年に亘ってカテーテルを留置している事例もある。

その中で、「尿が流れてこない」「腹痛」「発熱」「血尿」

「尿が汚い」などのカテーテル関連トラブルとして、

在宅での尿道カテーテルの管理方法が原因と思われる

緊急受診の事例が発生していた。 

カテーテル関連トラブルに関する先行研究で佐々木

ら１）は、在宅での尿道カテーテルに関する事故内容と

して、「自然抜去、移動時の誤抜去、自己抜去、尿バッ

クの破損、カテーテルの詰まり」等を挙げている。ま

たCDC（米国疾病予防管理センター）のガイドライン2）

でも、尿道カテーテル関連尿路感染（以下CAUTIとす

る）予防のための適切な管理教育を推奨している。し

たがって尿道カテーテル留置中の患者が、カテーテル

関連トラブルを防ぎながら、安全に在宅療養を継続す

るためには、外来での適切な指導、援助が重要となる。 

A病院泌尿器科では、カテーテル関連トラブルを含

めた緊急受診の要因や、在宅での尿道カテーテル管理

状況について調査したことはなく、その実態は明らか

ではない。そこで今回、尿道カテーテル留置患者の緊

急受診の要因と、在宅での尿道カテーテル管理状況に

ついて実態調査を行い、在宅でのカテーテル管理上の

問題を明らかにし、カテーテル関連トラブルを防ぐた

めの指導、援助への示唆を得たいと考え、本研究に取

り組んだ。 

《用語の定義》 

・尿道カテーテル：尿道留置カテーテル、膀胱瘻カテ

ーテル、腎瘻カテーテル、尿管皮膚瘻カテーテルの

４種類の総称とする。 

・カテーテル関連トラブル：尿バックの破損やカテー

テルのねじれ、折れ曲がり、カテーテル挿入部の汚

染、CAUTIや疾患に伴う血尿その他カテーテル挿入

に関連した症状。 

・CAUTI：尿路に2日以上にわたりカテーテルが留置さ

れている状況で培養陽性と判定される尿路感染症。 

・緊急受診：A病院泌尿器科外来の予約日以外の受診。 

Ⅱ．研究目的 

A病院泌尿器科通院の尿道カテーテル留置患者の緊

急受診の要因と、在宅での尿道カテーテル管理上の問

題を明らかにする。 

Ⅲ．研究方法 

1.研究デザイン 

実態調査研究 

2.研究対象者 

2021年3月現在、尿道カテーテルを留置し、A病院

泌尿器科外来に通院している患者37名。 

3．調査期間 

2021年5月12日～8月31日 

4.データ収集方法 

1）研究対象者のうち、2020年1月1日～2021年3月

31日の期間に、泌尿器科外来または救急外来を緊急

受診した患者について、属性、疾患、カテーテル留

置期間、受診要因を診療録から調査し、カテーテル

関連トラブルで受診した患者を抽出した。 

2）1）で抽出した患者のうち、在宅療養中の患者に、

カテーテルの管理状況について、聞き取り調査を行

った。調査項目は、A病院継続看護委員会作成のパ

ンレットおよび先行研究を参考に以下11項目とし

た。①水分補給、②カテーテルの固定、③固定テー

プの貼り替え、④カテーテルの折れ曲がり等への注

意、⑤尿バックの位置、⑥12時間以内の尿破棄・破

棄の間隔⑦尿破棄時の排液口の汚染防止、⑧尿破棄

後の排液口の消毒、⑨カテーテル挿入部の清潔（入

浴等）、⑩尿破棄前後の手洗い・手袋の使用、⑪在宅

でのカテーテル管理者は誰か、とした。①～⑩につ

いては、「はい」「いいえ」の２択とし、「いいえ」の
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場合はその理由を尋ねた。 

5．分析方法 

1）収集したデータから、患者の属性、カテーテル留置 

期間と受診要因を照合し、受診要因別にまとめた。 

2）1）の結果と在宅療養中のカテーテル関連トラブル 

発生患者への聞き取り調査の内容を照合し、在宅に 

おける尿道カテーテルの管理上の問題を抽出した。 

6．倫理的配慮 

本研究は、A病院倫理委員会の承認を得て実施した。 

聞き取り調査は、研究対象者またはその家族へ、研

究目的・内容・守秘義務の厳守・研究は自由参加であ

り拒否しても不利益が生じないことを口頭と文書で説

明し、同意書に署名を得て実施とした。また収集した

データはUSBメモリーにて厳重に管理し、研究が終了

した際には、収集したデータおよび同意文書、聞き取

り調査用紙は、研究者が責任を持って粉砕処理する。 

Ⅳ．結果 

調査期間中に緊急受診した患者の平均年齢は80.9

歳であった。また疾患については前立腺肥大症と神経

因性膀胱が全体の約8割を占め、その他、膀胱癌、前

立腺癌、尿道狭窄、両側尿管閉塞等であった。 
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1名）であった。 
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新潟県看護職員認知症対応力向上研修受講者の研修評価 
―事後課題研修の実施から― 

 

Keyword 看護職員認知症対応力向上研修 研修評価 看護職 

〇竹内 真奈美（新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院） 袖山 悦子（学校法人悠久崇

徳学園長岡崇徳大学）  星野 洋子（元新潟県看護協会） 
 

Ⅰ.はじめに 

わが国の認知症高齢者の数は、2025 年には

700 万人と推計され１)、国は身体疾患を有する認

知症患者への適切な医療提供に向け、2016 年度

診療報酬の改定で、認知症ケア加算を創設し

た。それに対応した研修として看護職員認知症

対応力向上研修 2)（以後、本研修とする）が実

施され、その成果が期待されるとともに、本研

修の受講者には、自施設での事後研修を実施す

ることが義務付けられている。 

そこで、本研修を受講した看護職が自施設で

実施した事後研修評価から本研修の課題を検討

することを目的に調査を行った。 

Ⅱ．方法 

1.調査対象者：新潟県看護協会で実施した本研

修(表 1)を 2016～2018 年度に受講した看護職

305 人。 

表 1 本研修の主な内容 

 

 

 

 

 

2.調査期間：2019 年 8～9 月 

3．調査内容 

1)対象者の基本属性  

2)事後課題研修を企画・実施しての自己評価 

3)事後課題研修実施後の職場の変化 

事後課題研修後の職場の変化は、受講者の

所属する看護職に期待される行動変容項目と

した。行動変容項目の設定にあたっては、本研

修の講師を担当した看護職が研修内容から期

待される行動変容として 11 項目を抽出し、一

部自由記載を設けた。 

4.データ収集方法 

2016～2018 年度に本研修を修了した看護職

305 人に無記名自記式質問紙調査を実施した。 

5.分析方法 

「とてもそう思う、まあそう思う、あまり思わ

ない、思わない」の 4 段階リッカートによる評

価を求め、それぞれを 4～1 点に換算した。基本

属性を独立変数、期待される行動変容を従属変

数として、Kruskal Wallis 検定(有意水準 5％未

満)で分析し、基本統計量を算出した。統計処理

には、SPSS Statistics Ver25.0 を用いた。分

析対象とした基本属性は、年齢、経験年数、職位

とした。 

6.倫理的配慮 

調査対象者に、目的と協力を依頼し、調査票の

提出をもって同意とみなす、匿名性の確保、学会

等に発表、目的以外に使用しないことを文書で

説明した。本研究は新潟県看護協会倫理委員会

（承認ナンバー2019－1）の承認を得て実施した。 

Ⅲ.結果 

1.対象者の背景 

調査票の配布人数は 305 人、回収数は 149 人

（回収率は 48.8％）、有効回答は 144 人（有効回

答率は 96.6％）であった。受講時の年齢は 20 歳

代が 10 人（6.9％）、30 歳代 28 人（19.4％）、40

歳代が 63人（43.8％）、50歳代が 42人（29.2％）、

60 歳代 1 人（0.7％）だった。 

経験年数は 5 年未満が 5 人（3.5％）、5～10 年

が 16 人（11.1％）、11～15 年が 26 人（18.1％）、

16～20 年が 35 人（24.3％）、21 年以上が 62 人

基礎的講義 120分
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せん妄  90分
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期間が12～40か月と長期間に及んでいることもCAUTI

のリスクとなっていると考えられる。 

尿道カテーテルが【閉塞】状態となる原因について

高山3）は、「カテーテル内に浮遊物や沈殿物が増えると

カテーテルが閉塞し、CAUTIの原因となりうる。浮遊

物や沈殿物を増やさないためには、カテーテル内に尿

を滞留させたり、逆流させたりしないことが大切であ

る。」と述べている。 

更に、感染経路について、田中4）は、「カテーテルと

尿道粘膜との隙間、カテーテルと採尿バックの接続部、

採尿バックの尿排出口」であると述べている。したが

って逆行性感染を防ぐためにも、在宅でのカテーテル

の挿入部の清潔保持や採尿バックの管理についての指

導、援助は不可欠である。 

聞き取り調査から、「尿破棄時の排液口の汚染防止」

や「尿破棄後の排液口の消毒」、「尿破棄時の手洗い」、

「カテーテル挿入部の清潔」が不十分なことが明らか

になっており、在宅管理のための指導が不足していた

と思われる。したがって CAUTI の発症を防ぐための感

染対策に関する指導は、特に注意して、丁寧に行う必

要がある。 

また、「水分摂取」については、摂取不足が問題とな

っていた事例もあった。中根 5）は、CAUTI 予防のため

に、「尿浮遊物や色調、尿量を観察し尿量が減る要因（食

事摂取量の低下や発熱など）を考慮して水分摂取をす

すめ、自浄作用が低下しないようにする。」と述べてい

る。このことから、在宅療養状況について情報収集を

行い、患者の目標飲水量をアセスメントし、どうすれ

ばより多く尿量を確保できるかを考えながら介入して

いくが必要があると考える。 

「固定テープの張り替え」は、膀胱内の尿の滞留や

皮膚の損傷、尿道口の亀裂等を防ぐためにも必要であ

る。しかし現状は、張り替えが確実に行えていない事

例もあった。このことは、尿道カテーテル挿入患者の

大半が80歳以上の高齢者であり、貼り替え自体を独り

では行えず、福祉サービス等に委ねている場合が多い

ことや貼り替えの意義についての理解不足により、「セ

ルフケア能力の不足」や「サポート体制の不足」があ

ると考えられる。 

現在外来では、在宅管理が困難な患者に対して、交

換期間の短縮、カテーテルの材質変更、在宅サービス

の見直しや、訪問看護導入等の助言等を行い、在宅療

養が継続出来るように援助している。 

今後は、患者および家族の理解度やサポート状況を

踏まえ、先ず、尿道カテーテル留置に伴う医学上及び

生活上の必要性とリスクについてアセスメントする。

その上で、患者がQOLを維持し、安全に在宅療養を継

続できるように、状況に合わせて介入していくことが

必要であると考える。 

今回の研究では、カテーテル関連トラブルで緊急受

診した患者に限定し、聞き取り調査を行ったが、カテ

ーテル挿入患者全てに聞き取り調査を行うことで、新

たな問題が見出せた可能性は否定できず、この研究の

限界と考える。 

Ⅵ．結論 

1．尿道カテーテル留置患者の緊急受診の要因は【閉塞】

によるものが多い。 

2．【閉塞】の原因となる在宅での管理上の問題として、

「尿道カテーテルおよび採尿バック取り扱い時の、清 

潔操作が不十分であること」、「尿道カテーテル挿入部

の清潔保持の不足」、「水分摂取の不足」、「セルフケア

能力の不足」、「サポート体制の不足」が挙げられた。 

3．外来における支援として、尿道カテーテル留置に伴 

う医学上及び生活上の必要性とリスクをアセスメント

し、患者がQOLを維持しながら、安全に在宅療養を継

続できるように、状況に合わせて介入していくことが

必要である。 
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新潟県看護職員認知症対応力向上研修受講者の研修評価 
―事後課題研修の実施から― 

 

Keyword 看護職員認知症対応力向上研修 研修評価 看護職 

〇竹内 真奈美（新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院） 袖山 悦子（学校法人悠久崇

徳学園長岡崇徳大学）  星野 洋子（元新潟県看護協会） 
 

Ⅰ.はじめに 

わが国の認知症高齢者の数は、2025 年には

700 万人と推計され１)、国は身体疾患を有する認

知症患者への適切な医療提供に向け、2016 年度

診療報酬の改定で、認知症ケア加算を創設し

た。それに対応した研修として看護職員認知症

対応力向上研修 2)（以後、本研修とする）が実

施され、その成果が期待されるとともに、本研

修の受講者には、自施設での事後研修を実施す

ることが義務付けられている。 

そこで、本研修を受講した看護職が自施設で

実施した事後研修評価から本研修の課題を検討

することを目的に調査を行った。 

Ⅱ．方法 

1.調査対象者：新潟県看護協会で実施した本研

修(表 1)を 2016～2018 年度に受講した看護職

305 人。 

表 1 本研修の主な内容 

 

 

 

 

 

2.調査期間：2019 年 8～9 月 

3．調査内容 

1)対象者の基本属性  

2)事後課題研修を企画・実施しての自己評価 

3)事後課題研修実施後の職場の変化 

事後課題研修後の職場の変化は、受講者の

所属する看護職に期待される行動変容項目と

した。行動変容項目の設定にあたっては、本研

修の講師を担当した看護職が研修内容から期

待される行動変容として 11 項目を抽出し、一

部自由記載を設けた。 

4.データ収集方法 

2016～2018 年度に本研修を修了した看護職

305 人に無記名自記式質問紙調査を実施した。 

5.分析方法 

「とてもそう思う、まあそう思う、あまり思わ

ない、思わない」の 4 段階リッカートによる評

価を求め、それぞれを 4～1 点に換算した。基本

属性を独立変数、期待される行動変容を従属変

数として、Kruskal Wallis 検定(有意水準 5％未

満)で分析し、基本統計量を算出した。統計処理

には、SPSS Statistics Ver25.0 を用いた。分

析対象とした基本属性は、年齢、経験年数、職位

とした。 

6.倫理的配慮 

調査対象者に、目的と協力を依頼し、調査票の

提出をもって同意とみなす、匿名性の確保、学会

等に発表、目的以外に使用しないことを文書で

説明した。本研究は新潟県看護協会倫理委員会

（承認ナンバー2019－1）の承認を得て実施した。 

Ⅲ.結果 

1.対象者の背景 

調査票の配布人数は 305 人、回収数は 149 人

（回収率は 48.8％）、有効回答は 144 人（有効回

答率は 96.6％）であった。受講時の年齢は 20 歳

代が 10 人（6.9％）、30 歳代 28 人（19.4％）、40

歳代が 63人（43.8％）、50歳代が 42人（29.2％）、

60 歳代 1 人（0.7％）だった。 

経験年数は 5 年未満が 5 人（3.5％）、5～10 年

が 16 人（11.1％）、11～15 年が 26 人（18.1％）、

16～20 年が 35 人（24.3％）、21 年以上が 62 人

基礎的講義 120分

認知症の基本知識 180分

せん妄  90分

地域連携  90分

事例検討 180分

環境/体制マニュアル マネジメント  90分

スタッフ教育  60分

グループワーク自施設の確認 120分

グループワーク今後の計画策定 150分マネジメント編（2部）

基礎的知識編/基礎対応力

対応力向上編/実践的対応力

対応力向上編

人材育成/教育
マネジメント編（1部）
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別では 16～20 年以上の看護職より 21 年以上の

看護職が評価し、職位別では副看護副部長がス

タッフよりも「認知症に対する職場の関心が高

まった」と評価していた。これは、副看護部長が

経験年数 21 年以上であったことから、経験年数

の長い看護職が本研修で知識を獲得することで、

これまでの自己の認知症看護を知識に基づいて

振り返ることが出来、伝達することができたの

ではないかと推察される。 

長島らは、看護基礎教育の中で成人看護学か

ら老人看護学へと独立する以前のカリキュラム

で教育を受けた看護師は自助努力とケアの成功

体験を通じて自身の認知症ケアを構築してきて

いるが、言語化されてこなかったため、ケアとし

て共有化されなかった 4）と指摘している。 

自らの成功体験を言語化するには、情報と知

識を統合した看護判断を伝達することが必要で

あり、アセスメント能力が問われる。副看護部長

は、本研修で知識を獲得し、実践知に加え、認知

症患者の BPSD の意味づけがされたことにより、

現象を言語化することができ、研修に活かすこ

とが出来たものと考える。 

2．認知症患者のせん妄・BPSD 予防と身体拘束の

削減 

身体拘束を減らす取り組みで重要なのは看護

管理者のリーダーシップ 5）と言われている。副

看護部長は看護部門のナンバー2 として看護部

の質の向上を目指し、教育担当を担う場合も多

い。副看護部長が事後研修後の職場の研修評価

で認知症に対する職場の関心の高まりを実感で

きたのは、本研修での知識を活かし、自己の認知

症の看護経験をフィードバックし、教育的視点

を持った研修を実施できたものと考える。組織

的に研修の継続を実施できる職位でもあり、今

後の認知症看護の質の向上に向けたリーダーシ

ップが期待される。 

認知症高齢者の特徴として、リロケーション

ダメージがせん妄や BPSDを生じやすいことから

せん妄予防や BPSD の背景を考え、対応すること

が身体拘束の低減につながる。本調査では、認知

症患者の気持ちに寄り沿う対応が見られるよう

になり、認知症患者に対する理解が深まったと

も考えられるが、これは、受講生の主観による評

価である。また、せん妄や BPSD 対策の研修評価

は 63～66％であり、十分とは言えない。中西の

全国調査では、一般急性期病院の認知症患者の 4

割に身体拘束が実施され、身体拘束の実施の低

減のためには、個人の意識のみではなく病院全

体の取り組みの必要性 6）を示唆しており、身体

拘束の低減に向けた実効性のある組織的な取り

組み事例の紹介も必要と考える。 

Ⅴ．結論 

認知症高齢者理解に必要な知識の教授につい

ては、受講者の教育背景を考慮した自施設での

研修計画の立案と、組織的、継続的な研修の取り

組みへの支援、BPSD の背景やせん妄の予防に結

びつく事例提供の必要性が示唆された。 
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（43％）だった。職位はスタッフ 63人（43.8％）、

主任 53 人（36.8％）、師長 18 人（12.5％）、副

看護部長 5 人（3.5％）、ほか 5 人（3.5％）であ

った。なお、副看護部長は全員 50 歳代で経験年

数は、21 年以上であった。 

2.事後課題研修を実施しての自己評価（図 1） 

 事後課題研修の自己評価は、良かった（とて

も・まあよかった）が 125 人（86.8％）であっ

た。そのうち、自由記述では「対応に困っている

実演が分かりやすかった」、「抑制を体験するこ

とで患者の気持ちが理解できた」、「身体拘束が

減った」、「認知症看護の意識が高まったと思う」

等があった。 

 

 

 

 

図１ 事後課題研修実施後の自己評価 

3.事後課題研修実施者から見た職場の評価 

（表 3） 

事後課題研修後の職場の看護職に期待する研

修評価は(とてもそう思う、まあそう思う）の

降順では、「認知症患者の気持ちに寄り沿う対

応が見られるようになった」123 人

（85.4％）、「認知症に対する職場の関心が高

まった」102 人（70.％）、「認知症患者の身体

拘束が減った・積極的に拘束解除に取り組むよ

うになった」101 人（70.2％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、研修評価項目のうち、「認知症に対する

職場の関心が高まった」は 70.8％が「とてもそ

う思う、まあそう思う」と回答し、職位ではスタ

ッフより副看護部長が認知症に対する職場の関

心が高まったと評価していた（図 2 p=0.048）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ.考察 

1．自施設の現状に即したテーマ設定 

事後課題研修の自己評価では 80％以上の者が

「良かった」と回答している。本研修では「グル

ープワーク自施設の確認」で職場の現状を分析

しており（表 1）、ニーズに合ったテーマを速や

かに実施できたものと考える。 

研修評価項目「認知症患者の気持ちに寄り沿

う対応が見られるようになった」、「認知症に対

する職場の関心が高まった」は、本研修の認知症

患者の心理的苦痛・認知症の人の世界観を知識

として得ることで、事後課題研修に繋げること

ができ、認知症患者の気持ちに寄り添う対応が

見られるようになったものと推察する。看護職

の態度の良し悪しの感情は、認知症患者の感情

に残ることから、認知症患者に寄り添う対応や

認知症に対する職場の関心が高まったことは、

事後課題研修の効果といえる。 

事後研修評価項目の「認知症の人の身体拘束

が減った・積極的に拘束解除に取り組むように

なった」に関しては、一般病棟に勤務する看護師

の身体拘束を必要とする認識は、研修や講習会

に参加することで低下する 3)ことが示されてお

り、本研修プログラムの事例検討を通して、対応

の振り返りと新たな取り組みが学べたものと思

われる。 

事後課題研修評価項目の「認知症患者の対応

に個別性が見られるようになった」は、経験年数

表 3 事後課題研修実施者から見た職場の変化

図 2：職位と研修評価 

人 ％

認知症患者の気持ちに寄り沿う対応が見られるようになった 123 85.4

認知症対する職場の関心が高まった 102 70.8

認知症の人の身体拘束が減った・積極的に解除に取り組むようになった 101 70.2

入院前の生活背景の情報収集を意識し、看護に活かすようになった 100 69.4

認知症患者の事例検討・看護計画の見直しの機会が増えた 100 69.4

せん妄予防の取り組みを行うようになった 96 66.7

BPSDの背景を考え対応するようになった 92 63.9

認知症患者の対応に個別性が見られるようになった 88 61.1

認知症患者の退院計画を早期に立案するようになった 81 56.2

認知症の人の家族指導に変化がみられるようになった 61 42.4

「にんち」という言葉で認知症患者を表現することが少なくなってきた 44 30.6

とても

そう思

う

まあ

そう思

う

合計

人

12

17 106

16

18

9

12

11 77

71

58

36

項目

10

3

8

人

90

63

84

82

87

80

38
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別では 16～20 年以上の看護職より 21 年以上の

看護職が評価し、職位別では副看護副部長がス

タッフよりも「認知症に対する職場の関心が高

まった」と評価していた。これは、副看護部長が

経験年数 21 年以上であったことから、経験年数

の長い看護職が本研修で知識を獲得することで、

これまでの自己の認知症看護を知識に基づいて

振り返ることが出来、伝達することができたの

ではないかと推察される。 

長島らは、看護基礎教育の中で成人看護学か

ら老人看護学へと独立する以前のカリキュラム

で教育を受けた看護師は自助努力とケアの成功

体験を通じて自身の認知症ケアを構築してきて

いるが、言語化されてこなかったため、ケアとし

て共有化されなかった 4）と指摘している。 

自らの成功体験を言語化するには、情報と知

識を統合した看護判断を伝達することが必要で

あり、アセスメント能力が問われる。副看護部長

は、本研修で知識を獲得し、実践知に加え、認知

症患者の BPSD の意味づけがされたことにより、

現象を言語化することができ、研修に活かすこ

とが出来たものと考える。 

2．認知症患者のせん妄・BPSD 予防と身体拘束の

削減 

身体拘束を減らす取り組みで重要なのは看護

管理者のリーダーシップ 5）と言われている。副

看護部長は看護部門のナンバー2 として看護部

の質の向上を目指し、教育担当を担う場合も多

い。副看護部長が事後研修後の職場の研修評価

で認知症に対する職場の関心の高まりを実感で

きたのは、本研修での知識を活かし、自己の認知

症の看護経験をフィードバックし、教育的視点

を持った研修を実施できたものと考える。組織

的に研修の継続を実施できる職位でもあり、今

後の認知症看護の質の向上に向けたリーダーシ

ップが期待される。 

認知症高齢者の特徴として、リロケーション

ダメージがせん妄や BPSDを生じやすいことから

せん妄予防や BPSD の背景を考え、対応すること

が身体拘束の低減につながる。本調査では、認知

症患者の気持ちに寄り沿う対応が見られるよう

になり、認知症患者に対する理解が深まったと

も考えられるが、これは、受講生の主観による評

価である。また、せん妄や BPSD 対策の研修評価

は 63～66％であり、十分とは言えない。中西の

全国調査では、一般急性期病院の認知症患者の 4

割に身体拘束が実施され、身体拘束の実施の低

減のためには、個人の意識のみではなく病院全

体の取り組みの必要性 6）を示唆しており、身体

拘束の低減に向けた実効性のある組織的な取り

組み事例の紹介も必要と考える。 

Ⅴ．結論 

認知症高齢者理解に必要な知識の教授につい

ては、受講者の教育背景を考慮した自施設での

研修計画の立案と、組織的、継続的な研修の取り

組みへの支援、BPSD の背景やせん妄の予防に結

びつく事例提供の必要性が示唆された。 

＜引用文献＞ 

1)厚生労働省：認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地域

づくりにむけて～、2017. 

2)内田陽子編：認知症ケア加算マニュアル（第 1

版）、照林社、2017. 

3) 森野美由紀、平田弘美：一般病棟における看

護師の教育背景と高齢者患者への身体拘束に対

する認識との関係、人間看護学研究、16：27-34、

2018． 

4)長島緑、小磯京子、竹之下信子、ほか：体験に

基づく認知症高齢者のケアについて、千葉科学

大学紀要、10：219－225、2017． 

5)酒井郁子、渡邉博幸編、せん妄のスタンダード

ケアＱ＆Ａ100、86、南江堂、2014．  

6) 中西三春：一般急性期病院における認知症ケ

ア、老年看護学、23(2)、44-48、2019．  

＜参考文献＞ 

1）杉山孝博：最初に知っておきたい認知症、

新日本出版社、37、2015. 
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２）専門看護師や特定行為研修修了者等高度な

知識と技術を持つ看護職が働いている。 

３）病院の勤務経験を経て、診療所で働く看護

職が多かった。 

４）診療所看護職に必要とされる役割について

は高い割合で認識されていた。 

５）普段から行っている看護では、地域との 

関係づくりにおいて出来ていないとの回答が 

多かった。 

６）診療所看護職に必要とされる知識や技術 

については高い割合で必要と認識されていた。 

７）知識や技術を向上する必要性があると認 

識する方が多く、研修への参加意欲も高かった。 

８）施設内研修への参加率は高いが、外部研 

修や他機関との会議等の参加率は低かった。 

９）外部研修の参加が難しい理由として、人 

員が少ないこと、会場に行くのに時間がかかる 

が多かった。 

 

２．診療所看護や自己の資質向上について 

＜自由記載のカテゴリー化＞ 

・個人による自己研鑽、自己啓発、自己学習 

・コミュニケーション能力を高める 

・情報交換、情報共有する場 

・業務、手順マニュアルの整備 

 

３．働きやすい職場環境や仕事を継続していく

ために必要なもの 

＜自由記載のカテゴリー化＞ 

 ・教育、研修の機会 

・チームワーク形成（他職種との連携・サポ

ート体制・円滑なコミュニケーション） 

・看護技術に対する相談体制 

・個々のキャリアアンカーの把握 

・ワークライフバランスに向けた取り組み 

・古い体質を維持する職場風土からの脱却 

・給与等の待遇面の改善 

 

４．新潟県看護協会の研修についての意見要望 

意見要望の集約 

・近い場所での開催を望む 

・診療所看護を対象とした研修、助産師とし

て知識や技術を学べる研修、接遇クレーム対

応 

・Zoom 研修を増やしてほしい 

・集合研修と参加の促し 

・他地域を含めたスタッフによる情報交換、

交流の場 

 

Ⅴ．考察 

１．診療所看護職の職場環境 

 診療所は医師、看護職、事務職等少ない人員

で医療、看護を行っている。診療を円滑に進め

るために、各職員、各職種の繁忙度を察知しな

がらスタッフ全員で連携しあうことが求めら

れる。診療所看護職は、職場内での連携、チー

ムワークを機能させるために対人関係能力や

コミュニケーション能力が必要になる。 

 少ない人員で業務を行っているため、１人が

欠けるとその業務を他スタッフが補うことに

なる。診療所のように人員が少ないところでは、

人員が多い病院等と比べて１人当たりの負担

量は大きい。医療現場では後回しにできないこ

とが多いことから、日時が決められた外部研修

等の参加は、施設側の協力がない限り参加した

くても参加できない状況下に置かれている。今

後は、移動時間が不要なオンライン等の開催に

有効性をみいだせるのではないか。 

 外部に出にくい状況があり、診療所間など自

施設以外の看護職との交流も図りづらい環境

下で仕事をし、入ってくる情報量の少なさが伺

えた。現状は、自己努力の情報収集が主となっ

ており、情報の入手手段が多くなることや他施

設の看護職との交流の場を望んでいた。 

２．診療所看護職の役割と資質向上の現状 

 今回の調査で、診療所看護職に必要とされる

役割に対して認識の高さと、必要とされる知識

や技術への向上心の高さが窺えた。専門看護師

新潟県内診療所に勤務する看護職の役割及び資質向上の 
実際に関する調査 

 

Keyword 診療所看護職の役割 資質向上 職能委員会活動 

〇伊藤 理加  中川 恵子  渡辺 真奈美  山口 明子  高橋 樹美子     

山本 純子  金沢 砂緒里  河内 学（新潟県看護協会看護師職能Ⅱ委員会）  
 

      
Ⅰ．はじめに 

地域包括ケアシステム構築が進められる中で、

在宅領域、特に診療所における看護の役割は重

要な位置づけとなっている。診療所の役割や機

能、診療所看護職の役割については横井¹⁾や斜

森²⁾により明確化され、診療所看護職の能力に

ついては、大塚³⁾が診療所看護師の高度な看護

実践能力「診療所看護師のコンピテンシー」と

してまとめている。一方、診療所で働く看護師

が抱く困難さや課題については、大塚⁴⁾や高栁

⁵⁾により組織面や教育的な課題が示唆されてい

た。上記の先行研究によれば、診療所で勤務す

る看護職は診療所特有の職場環境があり、人的

環境おいては、医師の意向が強く働きやすく、

看護師の勤務形態の違いによって業務遂行の認

識に差がでるなど、職種間連携やチーム医療が

機能しづらい状況となっていることが窺える。

また、診療所の看護職は知識の習得の必要性は

感じているが、実行できていないことの限界を

感じているのではないか。このことから、組織

的な人材育成の難しさを認識しつつ、個で乗り

越えなければならないという障壁に直面してい

ることが窺える。 

診療所看護職が対象となる新潟県看護協会

看護師職能Ⅱ委員会では、診療所看護職への貢

献度が低いことが課題としてあがっていた。そ

こで、新潟県内の診療所に勤務している新潟県

看護協会員の看護職を対象として、診療所で働

く看護職の役割及び資質向上の実際を明らか

にすることで、診療所看護職が望む看護師職能

Ⅱ委員会活動（研修企画・意見交換等）に寄与

することを目的としてアンケート調査を行う

こととした。 

 

Ⅱ．研究目的 

新潟県内診療所に勤務する看護職の役割と

資質向上の実際を明らかにし、診療所看護職の

望む看護師職能Ⅱ委員会活動（研修企画や意見

交換会等）に寄与することを目的とする。 

 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン：実態調査研究 

２．対象：新潟県内の診療所に就業する看護職

のうち、2021 年 12 月末の新潟県看護協会会員

を対象とする。 

３．調査期間：2021 年 12 月～2022 年 4 月 

４．データ収集方法（または調査方法）：自記

式調査票の郵送配布・郵送回収 

５．分析方法：数値データについては基本統計

量の算出、記述データに関してはその内容を質

的に分析する。 

６．倫理的配慮：回答された調査データは目的

以外に使用することはなく、アンケートの実施

やデータ分析の過程では、個人情報の保護を徹

底し、回答内容や個人が特定されないよう倫理

的な配慮を十分に行う。新潟県看護協会倫理審

査委員会による倫理審査を受け、承認を得た。 

  

Ⅳ．結果 

配布数 270 人 回収数 103 人（回収率 38％）

１．診療所で働く看護職の実態 

１）保健師、助産師、看護師、准看護師と看護

系全ての職種が働いている。 
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２）専門看護師や特定行為研修修了者等高度な

知識と技術を持つ看護職が働いている。 

３）病院の勤務経験を経て、診療所で働く看護

職が多かった。 

４）診療所看護職に必要とされる役割について

は高い割合で認識されていた。 

５）普段から行っている看護では、地域との 

関係づくりにおいて出来ていないとの回答が 

多かった。 

６）診療所看護職に必要とされる知識や技術 

については高い割合で必要と認識されていた。 

７）知識や技術を向上する必要性があると認 

識する方が多く、研修への参加意欲も高かった。 

８）施設内研修への参加率は高いが、外部研 

修や他機関との会議等の参加率は低かった。 

９）外部研修の参加が難しい理由として、人 

員が少ないこと、会場に行くのに時間がかかる 

が多かった。 

 

２．診療所看護や自己の資質向上について 

＜自由記載のカテゴリー化＞ 

・個人による自己研鑽、自己啓発、自己学習 

・コミュニケーション能力を高める 

・情報交換、情報共有する場 

・業務、手順マニュアルの整備 

 

３．働きやすい職場環境や仕事を継続していく

ために必要なもの 

＜自由記載のカテゴリー化＞ 

 ・教育、研修の機会 

・チームワーク形成（他職種との連携・サポ

ート体制・円滑なコミュニケーション） 

・看護技術に対する相談体制 

・個々のキャリアアンカーの把握 

・ワークライフバランスに向けた取り組み 

・古い体質を維持する職場風土からの脱却 

・給与等の待遇面の改善 

 

４．新潟県看護協会の研修についての意見要望 

意見要望の集約 

・近い場所での開催を望む 

・診療所看護を対象とした研修、助産師とし

て知識や技術を学べる研修、接遇クレーム対

応 

・Zoom 研修を増やしてほしい 

・集合研修と参加の促し 

・他地域を含めたスタッフによる情報交換、

交流の場 

 

Ⅴ．考察 

１．診療所看護職の職場環境 

 診療所は医師、看護職、事務職等少ない人員

で医療、看護を行っている。診療を円滑に進め

るために、各職員、各職種の繁忙度を察知しな

がらスタッフ全員で連携しあうことが求めら

れる。診療所看護職は、職場内での連携、チー

ムワークを機能させるために対人関係能力や

コミュニケーション能力が必要になる。 

 少ない人員で業務を行っているため、１人が

欠けるとその業務を他スタッフが補うことに

なる。診療所のように人員が少ないところでは、

人員が多い病院等と比べて１人当たりの負担

量は大きい。医療現場では後回しにできないこ

とが多いことから、日時が決められた外部研修

等の参加は、施設側の協力がない限り参加した

くても参加できない状況下に置かれている。今

後は、移動時間が不要なオンライン等の開催に

有効性をみいだせるのではないか。 

 外部に出にくい状況があり、診療所間など自

施設以外の看護職との交流も図りづらい環境

下で仕事をし、入ってくる情報量の少なさが伺

えた。現状は、自己努力の情報収集が主となっ

ており、情報の入手手段が多くなることや他施

設の看護職との交流の場を望んでいた。 

２．診療所看護職の役割と資質向上の現状 

 今回の調査で、診療所看護職に必要とされる

役割に対して認識の高さと、必要とされる知識

や技術への向上心の高さが窺えた。専門看護師
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介護医療院職員が受ける入所者・家族によるハラスメントの実態調査 
Keyword：暴力、ハラスメント、感情労働 

○増子 恵  横野 彩芽  渡辺 理恵（新潟県厚生農業協同組合連合会あがの市民病院） 
 

Ⅰ.はじめに 

「介護現場におけるハラスメントに関する調査

研究報告書」1）によれば、介護老人福祉施設では 

70.7％、認知症対応通所介護施設で 64.3％が利用 

者からのハラスメントを受けたとの報告がされて 

いる。森らの「患者からの職員に対する暴力の実 

態調査」2）によると患者からのハラスメントは 59.

5％にのぼり、身体的な攻撃を受ける割合は 94.5％

との結果が出ている。このように看護・介護の現 

場では、多くの職員がハラスメントを受けている 

事が明らかになっている。 

介護医療院は平成30年より制定された制度であり、

どの介護医療院も開設から日が浅く、ハラスメントの

実態調査がない。 

A病院でも新たに介護医療院を開設した。日々の業

務の中でハラスメントを受けた職員からは「上手

くあしらえない自分の技量が足りない」「相談して

も何も変わらない」「認知症だから仕方ない」など

の自責の念や諦めの言葉が聞かれた。ハラスメン

トは「お客様」である患者・家族から行われるた

め、職員が我慢してしまうことで表面化してこな

いのではないかと考えた。ハラスメントが表面化し

ないことでハラスメントが続いたり、他の職員も

被害を受ける可能性がある。身の危険を感じたり

暴力に怯えたり不快な気持ちを抱え、自分の心身

を守りながら入所者に安全なケアを遂行しなけれ

ばならないのは、職員にとって苦痛である。 

また、ハラスメントの現状が明らかになること

で、一人で問題を抱え込むのではなく、職場全体での

ハラスメントに対する環境作りへの取り組みや適切な

対応方法を見出していくことにも繋がるのではないか

と考えた。 

今回 A 病院の介護医療院でのハラスメントの状

況と対応方法についての実態調査を行い、ハラス

メントに対するスタッフの気持ちや考え方、対応

方法について検討した。 

（用語の定義：ハラスメントとは他者に対して行わ

れる言動が、その意図にかかわらず相手を不快な気持

ちにする、不利益を与える、尊厳を傷つける、不安や

脅威に陥れるような場合とする。） 

 

Ⅱ.研究目的 

 介護医療院内でのハラスメントの実態について

調査し、スタッフの気持ちや考え方、対応方法を明

らかにする。 

 

Ⅲ.研究方法 

1.研究デザイン：量的研究 

2.対象：研究参加に同意を得られた看護師10名、介護

職11名 

3.調査期間：2021年9月～10月 

4.調査方法：自己記入式調査 

1）中野ら3）のハラスメント実態調査アンケートをも

とに調査用紙を作成する。 

2）基本属性、ハラスメントの有無を選択してハラス

メントの内容については 5 件法とし、その時の気持

ちや対応方法について自由記述してもらった。 

3）研究目的・倫理的配慮・参加同意の方法について

記載した依頼用紙と共に、無記名記入式質問紙を対

象者へ配布した。 

  4)質問紙は記入後封書に入れ、設置した回収箱へ投

函してもらった。質問紙配布から 2 週間の留め置き

法で実施した。 

5）分析方法：基本属性とアンケート結果について記

述統計量を算出した。  

 

5.倫理的配慮 

 本研究は、日本看護協会の倫理指針に基づき、

や特定行為研修修了者が数名いることから、看

護職能Ⅱ領域における診療所看護職は、役割認

識や資質向上意欲がある集団といえるのでは

ないだろうか。しかし、就業中にその機会を得

ることは難しく、自己調整しながら研鑽を図る

姿勢がみいだせた。 

 地域包括ケアシステムの構築が叫ばれてい

る今日において、看護職能Ⅱ領域の看護職は、 

地域連携を促進する役割期待が大きい。今回の

調査では、診療所看護職が地域とのパイプ役や

地域貢献に関して積極的に進められていなか

った。このようなことは、診療所での地域包括

ケアシステムにおける自院の役割や機能が明

確になっていない可能性があることや、診療所

看護職の地域活動への必要性の認識の低さ、及

び人的な問題が含んでいることが考えられる。

看護職の診療所内的業務のほか、地域に視点を

おいた業務の浸透が必要と思われる。 

３．本調査の限界 

本調査は、新潟県看護協会会員のうち、診療

所勤務する看護職を対象として行った。対象が

絞られていることと、回収数が少ないことから、

本調査を新潟県内の診療所看護職の結果とし

て扱うにはさらに調査を進める必要がある。 

 

Ⅵ．結論 

１．今後の看護師職能Ⅱ委員会活動の展望 

これまで看護師職能Ⅱ委員会は領域を対象

として種々の活動を行ってきたが、診療所看護

職においては、ニーズ把握が困難な状況から不

全感を抱きながら活動を行ってきた。今回、ア

ンケート調査を実施して幾つかの課題が抽出

できたことから、以下の項目等について今後活

動を展開していきたい。 

１）情報発信について 

・看護師職能Ⅱ委員会として必要な情報を発信

していく方法を検討する。支部職能会議におい

て、当委員会と支部代表者とのネットワーク化

や情報交換の可能性について検討の場を持つ。 

２）情報共有、交流の場 

・診療所看護職を含めた意見交換会の開催。診

療所看護職の情報共有や交流の機会、本調査結

果から抽出した話題等について意見を聴取し、

本委員会が貢献できる具体的活動を見出す。 

３）参加しやすい研修企画 

・過去の研修会は土曜日開催としていたが、診

療所は土曜日も診療しているため、曜日の設定

等の見直しを検討する。また、COXID-19 感染症

収束以後も Web 開催や各支部と連動した研修会

等の可能性について検討していく。 

４）新たな活動の模索 

・今後、診療所看護職を含めた活動を展開する

中で、新たな課題を抽出し、活動内容を柔軟な

姿勢で変えていくこと。 
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介護医療院職員が受ける入所者・家族によるハラスメントの実態調査 
Keyword：暴力、ハラスメント、感情労働 

○増子 恵  横野 彩芽  渡辺 理恵（新潟県厚生農業協同組合連合会あがの市民病院） 
 

Ⅰ.はじめに 

「介護現場におけるハラスメントに関する調査

研究報告書」1）によれば、介護老人福祉施設では 

70.7％、認知症対応通所介護施設で 64.3％が利用 

者からのハラスメントを受けたとの報告がされて 

いる。森らの「患者からの職員に対する暴力の実 

態調査」2）によると患者からのハラスメントは 59.

5％にのぼり、身体的な攻撃を受ける割合は 94.5％

との結果が出ている。このように看護・介護の現 

場では、多くの職員がハラスメントを受けている 

事が明らかになっている。 

介護医療院は平成30年より制定された制度であり、

どの介護医療院も開設から日が浅く、ハラスメントの

実態調査がない。 

A病院でも新たに介護医療院を開設した。日々の業

務の中でハラスメントを受けた職員からは「上手

くあしらえない自分の技量が足りない」「相談して

も何も変わらない」「認知症だから仕方ない」など

の自責の念や諦めの言葉が聞かれた。ハラスメン

トは「お客様」である患者・家族から行われるた

め、職員が我慢してしまうことで表面化してこな

いのではないかと考えた。ハラスメントが表面化し

ないことでハラスメントが続いたり、他の職員も

被害を受ける可能性がある。身の危険を感じたり

暴力に怯えたり不快な気持ちを抱え、自分の心身

を守りながら入所者に安全なケアを遂行しなけれ

ばならないのは、職員にとって苦痛である。 

また、ハラスメントの現状が明らかになること

で、一人で問題を抱え込むのではなく、職場全体での

ハラスメントに対する環境作りへの取り組みや適切な

対応方法を見出していくことにも繋がるのではないか

と考えた。 

今回 A 病院の介護医療院でのハラスメントの状

況と対応方法についての実態調査を行い、ハラス

メントに対するスタッフの気持ちや考え方、対応

方法について検討した。 

（用語の定義：ハラスメントとは他者に対して行わ

れる言動が、その意図にかかわらず相手を不快な気持

ちにする、不利益を与える、尊厳を傷つける、不安や

脅威に陥れるような場合とする。） 

 

Ⅱ.研究目的 

 介護医療院内でのハラスメントの実態について

調査し、スタッフの気持ちや考え方、対応方法を明

らかにする。 

 

Ⅲ.研究方法 

1.研究デザイン：量的研究 

2.対象：研究参加に同意を得られた看護師10名、介護

職11名 

3.調査期間：2021年9月～10月 

4.調査方法：自己記入式調査 

1）中野ら3）のハラスメント実態調査アンケートをも

とに調査用紙を作成する。 

2）基本属性、ハラスメントの有無を選択してハラス

メントの内容については 5 件法とし、その時の気持

ちや対応方法について自由記述してもらった。 

3）研究目的・倫理的配慮・参加同意の方法について

記載した依頼用紙と共に、無記名記入式質問紙を対

象者へ配布した。 

  4)質問紙は記入後封書に入れ、設置した回収箱へ投

函してもらった。質問紙配布から 2 週間の留め置き

法で実施した。 

5）分析方法：基本属性とアンケート結果について記

述統計量を算出した。  

 

5.倫理的配慮 

 本研究は、日本看護協会の倫理指針に基づき、
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表 7,ハラスメント受けた後行動しなかった理由 

行動を起こすほどの事ではないと思っ

た 

5 名（71％） 

自分が我慢すればよいと思った 5 名（71％） 

何をしても解決しないと思ったから 3 名（43％） 

行為者を刺激して更にエスカレートす

ると思ったから 

1 名（14％） 

相談できる人がいなかったから 1 名（14％） 

 

Ⅴ.考察 

 今回の調査を行った結果、業務中にハラスメン

トを受けたことがあるスタッフが 71％いた。入所

者からのハラスメントでは認知症などの疾患に起

因するものと捉え我慢してきたスタッフもいる。

しかし家族からのハㇻスメントはエスカレートす

る傾向にあり、金銭の要求をするなどの個人での

対応困難となったケースがあった。このことは

「介護現場におけるハラスメントに関する調査報

告書」の結果と同様のことが言える。表 2、3 の結

果からハラスメントへの対応方法が異なることが

明らかになった。看護・介護職は、患者・家族の

精神的な痛みや苦しみに寄り添い、支えになる事

が役割であると思っていることが多い。ハラスメ

ントを受けた後も入所者・家族の対応をしなけれ

ばならないことが多く、すぐには同僚には話すこ

とができないことで大きなストレスに繋がってい

る。このような状況に何度も遭遇すると看護・介

護を行うために必要とされる適切な判断力や深い

洞察力へも影響し、日々の業務への歪みが生じる

ことが危惧される。 

 ハラスメントに対して行動を起こさなかった理

由として「行動を起こすほどのことではないと思

った」「自分が我慢すればよいと思った」の回答が

多かった。また、ハラスメントを受けていないと

回答した中に「認知機能低下の患者の介護抵抗は

暴力ではない」と記載があった。このことからも

何がハラスメントにあたるのかといった共通の認

識を持つことで情報を共有しやすくし、ハラスメ

ントを表面化する方法の検討が必要と考えられ

る。 

 どのような対処で解決できたかの問いに、対象

者の中には医療安全委員会などの組織として対応 

したことで問題が解決できたという回答があっ

た。三木ら 4）は「組織全体として行動すること

で、看護職は病院に理解され守られているという

気持ちをもつことができるため、この行動はとて

も重要である。スタッフの言葉を傾聴する姿勢

は、暴力対策にとどまらず病院側が職員の信頼を

得ることにもつながる」と述べている。よって組

織全体で暴力対策に取り組む姿勢が職員の安全を

確保することになり、看護・介護の質の向上につ

ながるのではないかと考える。 

 

Ⅵ.結論 

1.ハラスメントを受けても我慢しているスタッフ

が約半数いた。 

2.受けたハラスメントを話し、共有することで精

神的苦痛が和らいだ。 

3.組織全体でハラスメント対策に取り組む姿勢は

有効であるが、ハラスメントを表面化するための

対策が必要である。  
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あがの市民病院倫理委員会の承認を得て実施し

た。研究対象者には、研究目的・内容・秘密厳

守・研究の自由参加・拒否をしても服務上の不利

益が生じないことを書面で説明し、質問紙の提出

をもって研究参加の同意を得た。 

 

Ⅳ.結果 

 調査票の回収率は 100％であった。質問紙に対

する結果は以下に示す。 

1．研究対象の基本属性 

表 1，基本属性 

職種     性別 

看護師 10 名       女性 10 名 

介護福祉士 8 名 男性 1 名  女性 7 名 

介護補助員 3 名 男性 2 名  女性１名 

対象者年齢  経験年数 

20 代   

30 代 

40 代 

50 代 

2 名（9％） 

1 名（1％） 

12 名（57％） 

6 名（29％） 

5 年未満    10 名 

5～10 年未満   6 名 

10～20 年未満  3 名 

20 年以上    2 名 

不快な経験   

受けた 

 

15 名（71％） 

 

入所男性 13 名女性 10 名 

家族男性 9 名女性 1 名 

ハラスメントに対して行動を起こした  8 名（53％） 

       行動を起こさなかった  7 名（47％） 

受けてない 6 名（29％）  

業務中にハラスメントを受けたと回答したスタ

ッフが 71％いた。 

受けていないと回答した中に「認知機能低下の

患者の介護抵抗は暴力ではない」と記載があっ

た。 

 

2.不快な経験の状況 

表 2，受けたハラスメント 

内容 強く思う・思

う 

どちらでも

ない 

思わない・全

く思わない 

身体的攻撃 11 名(79％) 1 名（7％） 2 名（14％）

精神的攻撃 10 名(71％) 1 名（7％） 3 名（21％）

性的な言動 5 名（33％） 2 名（13％） 8 名（53％）

過大な要求 5 名（33％） 1 名（7％） 8 名（57％）

過少な要求 1 名（7％） 2 名（14％） 11 名（79％）

人間関係か

らの切り離

し 

1 名（7％） 1 名（7％） 12 名（86％）

個の侵害 1 名（7％） 2 名（14％） 11 名（79％）

その他 １名（10％） 2 名（20％） 7 名（70％）

受けたハラスメントのうち身体的攻撃、精神的

攻撃が 70％以上と多かった。 

欄外に「金銭を要求された」「家族からケアに関

することを細かく指示し、近くで監視される」「胸

を触らせろといわれた」と記載あり。 

3.不快な経験への対応 

表 3,不快な経験に対する対応内容 

同僚（同職種）へ相談した 8 名（57％） 

上司に相談した 6 名（40％） 

同職種以外の同僚に相談した 2 名 

家族や職場以外の人に相談した 1 名 

行為者に抗議した 1 名 

その他 1 名 

 不快経験に対する内容では「同僚へ相談した」5

7％「上司に相談した」40％と多かった。 

 

4.調査自由記載内容 

表 4,ハラスメントを受けた時の気持ち 

20 歳代 回答なし 

30 歳代 経験なし 

40 歳代 不快な気持ち・悲しい気持ち・辛い・嫌な気分 

何故こんな事を言われなければならないのかと

思った 

面倒を見る必要はないと強く思った 

精神的な攻撃を受けたと感じた時、何で私がこ

んな言い方をされなくてはならないのかと感じ

た 

とても腹が立ったがこらえて平常心を保った 

暫くそのことを引きずってしまう 

びっくりして嫌な気持ちになった 

精神的に落ち込んで毎日が恐怖で、その部屋を

避けたいと思った 

50 歳代 とても嫌な気持ち 

悲しい気持ち、情けないと感じたこともあった 

不快・動悸があり気持ちが沈んだ 

 

表 5,ハラスメントを受けた場面での対応 

20 歳代 回答なし 

30 歳代 経験なし 

40 歳代 その時は時間を置いて接してみる 

その場限りの時が多いのでそれ以上嫌な思いは

続かなかった 

やめてほしい事を言葉で伝えた 

上司に報告した。静かに聞き入れその場を立ち

去った 

身体への接触はやめるように直接患者に言った 

50 歳代 自分自身落ち着くように努力した 

やめて下さいと声を出した 

家族の場合は暴言を聞き入れる 

否定的な言葉は使わない 

 

表 6,どのような対処で解決できたか 

20 歳代 回答なし 

30 歳代 経験なし 

40 歳代 同僚に相談し共感を得る 

医療安全委員会と事務長が対応してくれた 

一人ではなく複数で対応することにした 

50 歳代 対応策をスタッフ皆で考えた 
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表 7,ハラスメント受けた後行動しなかった理由 

行動を起こすほどの事ではないと思っ

た 

5 名（71％） 

自分が我慢すればよいと思った 5 名（71％） 

何をしても解決しないと思ったから 3 名（43％） 

行為者を刺激して更にエスカレートす

ると思ったから 

1 名（14％） 

相談できる人がいなかったから 1 名（14％） 

 

Ⅴ.考察 

 今回の調査を行った結果、業務中にハラスメン

トを受けたことがあるスタッフが 71％いた。入所

者からのハラスメントでは認知症などの疾患に起

因するものと捉え我慢してきたスタッフもいる。

しかし家族からのハㇻスメントはエスカレートす

る傾向にあり、金銭の要求をするなどの個人での

対応困難となったケースがあった。このことは

「介護現場におけるハラスメントに関する調査報

告書」の結果と同様のことが言える。表 2、3 の結

果からハラスメントへの対応方法が異なることが

明らかになった。看護・介護職は、患者・家族の

精神的な痛みや苦しみに寄り添い、支えになる事

が役割であると思っていることが多い。ハラスメ

ントを受けた後も入所者・家族の対応をしなけれ

ばならないことが多く、すぐには同僚には話すこ

とができないことで大きなストレスに繋がってい

る。このような状況に何度も遭遇すると看護・介

護を行うために必要とされる適切な判断力や深い

洞察力へも影響し、日々の業務への歪みが生じる

ことが危惧される。 

 ハラスメントに対して行動を起こさなかった理

由として「行動を起こすほどのことではないと思

った」「自分が我慢すればよいと思った」の回答が

多かった。また、ハラスメントを受けていないと

回答した中に「認知機能低下の患者の介護抵抗は

暴力ではない」と記載があった。このことからも

何がハラスメントにあたるのかといった共通の認

識を持つことで情報を共有しやすくし、ハラスメ

ントを表面化する方法の検討が必要と考えられ

る。 

 どのような対処で解決できたかの問いに、対象

者の中には医療安全委員会などの組織として対応 

したことで問題が解決できたという回答があっ

た。三木ら 4）は「組織全体として行動すること

で、看護職は病院に理解され守られているという

気持ちをもつことができるため、この行動はとて

も重要である。スタッフの言葉を傾聴する姿勢

は、暴力対策にとどまらず病院側が職員の信頼を

得ることにもつながる」と述べている。よって組

織全体で暴力対策に取り組む姿勢が職員の安全を

確保することになり、看護・介護の質の向上につ

ながるのではないかと考える。 

 

Ⅵ.結論 

1.ハラスメントを受けても我慢しているスタッフ

が約半数いた。 

2.受けたハラスメントを話し、共有することで精

神的苦痛が和らいだ。 

3.組織全体でハラスメント対策に取り組む姿勢は

有効であるが、ハラスメントを表面化するための

対策が必要である。  
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表１ 車椅子に抑制された認知症患者を見て看護師が抱く思い 

抑制をしている】、【同僚の高齢患者への根拠に

基づかない対応に倫理観の低さを憂う】、【個人

対応には限界があるので、業務改善を行いチー

ムで対応していきたい】、【業務に忙殺される

と、自分本位な考えや質の低い看護に繋が

る】、【抑制の長所短所を踏まえ患者にとっての

最善は何か多職種と検討する】、【車椅子抑制は

抑制患者だけでなく周囲にも悪影響を及ぼす】

が明らかになった。 

Ⅴ．考察 

本研究は、車椅子に抑制された認知症患者を

見た看護師の思いについて、経験年数別に明ら

かにした。ここでは、結果から得られたカテゴリ

ーを基にして、論述していく。 

看護師に共通した思いとして、【抑制された患

者に寄り添った苦痛緩和のケアを提供したい】

と【個人対応には限界があるので、業務改善を行

いチームで対応していきたい】という患者への

より良いケアの提供や、対応を改善したいとい

う思いが明らかになった。先行研究でも同様に、

看護師は業務への負担や事故への不安を抱えな

がらも、高齢患者の人権を尊重した看護をした

いという思いがある 2)と述べている。また、患者

を守るためには、医療現場で働く職員全員が力

を合わせる必要性がある 3)と示唆されている。

本研究の看護師からも、患者の苦痛緩和や尊厳

を守りたいという思いが抽出されたと推察する。 

次に、共通する思いとして、【安全と業務を重

視するために、看護師は葛藤しながら、抑制をし

ている】というカテゴリーが抽出された。患者の

身近にいて、24 時間継続してケアする看護者は、

倫理的ジレンマに陥りやすい 4)と述べているよ

うに、本意ではない患者の抑制をせざるを得な

い状況に、多くの看護師が葛藤を抱いているの

が読み取れる。加えて、【業務に忙殺されると、

自分本位な考えや質の低い看護に繋がる】とい

うカテゴリーが抽出されている。看護師は、忙し

い業務に追われ、患者との時間が取れない状況

の中で、不全感を抱くことが多いのではないか 5)

と述べている。このように、余裕のない業務は、

患者を無感情的に扱うような機械的な対応に繋

がる恐れがあると推察する。また、看護師は患者

の気持ちに寄り添えていないといった患者との

間に隔たりを感じると、脱人格化への道を歩み

出す 6)と述べている。このように、看護師が患者

の最善を優先できない状況は、看護師に「良心の

呵責」や「うしろめたさ」を抱かせ、葛藤につな

がるのではないかと考える。こうした状況が継

 
車椅子に抑制された認知症患者を見て看護師が抱く思い 

 

Keyword 車椅子抑制 看護師の意識 認知症高齢者 

〇関 陽志郎 （南魚沼市民病院） 
 
Ⅰ．はじめに 

A 病棟では、認知機能の低下により転倒転落

の危険性が高い患者が安静を保てない場合、看

護師が車椅子乗車させ、安全ベルトで抑制する

場面がよく見られる。車椅子抑制している患者

に対して、看護師も初めは対応しているが、繰

り返しの問答を重ねることで、次第に患者と関

わらなくなり、他業務を優先する場面が見受け

られた。私も同様の対応をした経験があり、そ

の場しのぎの対応しかできていなかったこと

に、良心の呵責に苛まされた。このことから、

認知症患者の車椅子抑制をめぐって、看護師が

抱く思いを明らかにする必要性を感じた。 

Ⅱ．研究目的 

A 病棟において、車椅子に抑制された認知症

患者を見て看護師が抱く思いを明らかにする。 

Ⅲ．研究方法 

1．研究デザイン：記述式質的研究とした。 

2．対象：A 病棟勤務の看護師 24 名とした。 

3．調査期間：2022 年 1 月の１週間とした。 

4．調査方法：独自に作成した無記名自由記述

式の調査用紙を A 病棟看護師 24 名に配布し、

看護師の経験年数別に集計した。状況設定とし

て、「車椅子抑制患者より訴えが聞かれるが、

対応できないままに業務している場面」につい

て、どのように感じたか、普段思っていること

を自由記述にて、調査した。 

5．分析方法:谷津の「Start Up 質的看護研究第

2 版」を参考に、以下の手順で分析した 1）。 

1)看護師の思いを明らかにすることを焦点化し

１データ、１意味になるように切符化した。 

2)年代別に、以下の３群間に分け、データの末

尾に群間を記載した。Ⅰ群：0‐3 年/若手看護

師、Ⅱ群：4-9 年/中堅看護師、Ⅲ群：10 年以

上/ベテラン看護師を示す。 

3)意味内容の類似性に添った分類を行い、デー

タ化しラベル名を付した。 

4)意味内容の類似性・相違性から抽出した概念

をカテゴリー化した。 

5)結果の信頼性を確保する為に、分析過程で

は、質的研究に詳しい経験者にスーパーバイズ

を受け、データと分析内容の照合を行った。 

6．倫理的配慮 

研究依頼者に依頼する際には、研究目的、研

究方法、研究協力者の個人情報の保護、研究の

参加、中止は任意であることについて文書およ

び口頭で説明し、無記名自記式調査用紙の提出

を持って同意を得た。調査用紙は調査者の責任

の下、鍵のかかったロッカーに保管し厳重管理

した。本研究は、南魚沼市民病院、倫理審査委

員会の承認を得た。 

Ⅳ．結果 

アンケートは 24 名に配布し、21 人(回収率

87.5％)のアンケートが回収された。21 人全員

を有効回答(有効回答率 87.5％)とし分析対象と

した。データ数 84 個、サブカテゴリー数 16

個、カテゴリー数７個が抽出された。(表１参

照) 看護師歴 1-3 年(Ⅰ群)は 6 名(100％)、4-9

年(Ⅱ群)は 4 名(80％)、10 年以上(Ⅲ群)は 11

名(84.6％)であった。なお、カテゴリーは

【 】で、（Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群）の横にある数

字は、その群から出されたデータ数を示す。合

計の横にある数字はデータの合計数である。 

カテゴリーとして【抑制された患者に寄り添

った苦痛緩和のケアを提供したい】、【安全と業

務を重視するために、看護師は葛藤しながら、
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表１ 車椅子に抑制された認知症患者を見て看護師が抱く思い 

抑制をしている】、【同僚の高齢患者への根拠に

基づかない対応に倫理観の低さを憂う】、【個人

対応には限界があるので、業務改善を行いチー

ムで対応していきたい】、【業務に忙殺される

と、自分本位な考えや質の低い看護に繋が

る】、【抑制の長所短所を踏まえ患者にとっての

最善は何か多職種と検討する】、【車椅子抑制は

抑制患者だけでなく周囲にも悪影響を及ぼす】

が明らかになった。 

Ⅴ．考察 

本研究は、車椅子に抑制された認知症患者を

見た看護師の思いについて、経験年数別に明ら

かにした。ここでは、結果から得られたカテゴリ

ーを基にして、論述していく。 

看護師に共通した思いとして、【抑制された患

者に寄り添った苦痛緩和のケアを提供したい】

と【個人対応には限界があるので、業務改善を行

いチームで対応していきたい】という患者への

より良いケアの提供や、対応を改善したいとい

う思いが明らかになった。先行研究でも同様に、

看護師は業務への負担や事故への不安を抱えな

がらも、高齢患者の人権を尊重した看護をした

いという思いがある 2)と述べている。また、患者

を守るためには、医療現場で働く職員全員が力

を合わせる必要性がある 3)と示唆されている。

本研究の看護師からも、患者の苦痛緩和や尊厳

を守りたいという思いが抽出されたと推察する。 

次に、共通する思いとして、【安全と業務を重

視するために、看護師は葛藤しながら、抑制をし

ている】というカテゴリーが抽出された。患者の

身近にいて、24 時間継続してケアする看護者は、

倫理的ジレンマに陥りやすい 4)と述べているよ

うに、本意ではない患者の抑制をせざるを得な

い状況に、多くの看護師が葛藤を抱いているの

が読み取れる。加えて、【業務に忙殺されると、

自分本位な考えや質の低い看護に繋がる】とい

うカテゴリーが抽出されている。看護師は、忙し

い業務に追われ、患者との時間が取れない状況

の中で、不全感を抱くことが多いのではないか 5)

と述べている。このように、余裕のない業務は、

患者を無感情的に扱うような機械的な対応に繋

がる恐れがあると推察する。また、看護師は患者

の気持ちに寄り添えていないといった患者との

間に隔たりを感じると、脱人格化への道を歩み

出す 6)と述べている。このように、看護師が患者

の最善を優先できない状況は、看護師に「良心の

呵責」や「うしろめたさ」を抱かせ、葛藤につな

がるのではないかと考える。こうした状況が継

― 41 ―



『FISH！哲学』を導入した活き活きと働くための職場環境作り 

 

Keyword：FISH！哲学 職場環境作り 

 

〇本間 善枝  古川 泰子  山田 俊惠（医療法人社団健進会 新津医療センター病院 外来） 
 

  

Ⅰ．はじめに 
A 病院は 21 科の外来診療科を有し、一日の来院

平均外来患者数は約 150 名である。診察室は東棟

と西棟に分かれ、1 階から 2 階にかけて広範囲に

亘る。外来業務にあたる看護職員は約 30 名で各

科診察の補助に加え、通院化学・免疫療法、訪問

診療、救急外来、手術、内視鏡検査など業務内容

は多岐に渡る。更に COVID-19 の流行に伴い、今年

度はワクチン接種業務が加わり多忙となったこと

から、スタッフ間の交流が希薄となり、ストレス

や不満が募り、お互いを思いやることが困難な現

状がみられた。 

このような中、『FISH！哲学』を導入したことで

職場の活性化を図ることが出来た１）と言う報告が

あった。そこで A 病院外来でも「遊ぶ」「態度を選

ぶ」「注意を向ける」「喜ばせる」の行動原理から

成る『FISH！哲学』を取り入れる事で、スタッフ

が自発的に行動できる風通しの良い職場環境作り

が可能となり、楽しく仕事が出来るのではないか

と考え、活き活きとした職場環境作りを目的に、

『FISH！哲学』を導入した。その実践前後のアン

ケート調査内容に基づき報告する。 

 

Ⅱ．研究目的 

『FISH！哲学』を学び、良い人間関係を築き、

楽しく仕事ができる職場環境を作る。 

 

Ⅲ．研究方法 

1.期間：2021 年 7 月～10 月 

2.対象：外来看護師 28 名、看護助手 2 名計 30 名 

3.方法：質問調査用紙によるアンケート調査研究 

(1)『FISH！哲学』の勉強会の開催 

①勉強会資料を作成。『FISH！哲学』について紹

介の後、外来で取り組み方を説明する。 

②勉強会実施後に用紙を用いアンケート調査

を実施。（FISH 実践前アンケート） 

(2)外来でできるスタッフ参加型の『FISH！哲学』

を企画し実践する。 

① 毎日朝礼後に円陣をとり、順番に掛け声

を出し 1～2 分程の準備体操を行う。 

② 『笑顔・あいさつ・ありがとう』のイラ

スト付ポスターを目立つように外来各所に

掲示する。 

③ 『FISH！哲学』の４つの行動原理をＰＲ

するポスターを作成し、処置室と内科外来に

掲示する。 

④ 外来診察室など随所に、季節感のあるも

のを折り紙等で装飾をする。スタッフにも創

作、飾り付けに参加してもらう。 

⑤ 毎朝、朝礼の為に集合する内科外来に一

本の大きな木を模造する。折り紙で作った花

などを自由に装飾できるようにする。またメ

ッセージカードを設置し、スタッフからスタ

ッフへ感謝の言葉を記入し、木に装飾してい

く。題して『ありがとうの花をいっぱいにし

よう！』。                     

⑥『FISH！哲学』導入後の意識調査と職場環

境の変化に関するアンケートの実施。アンケ

ート用紙を作成し、全員に配布する。 

4.評価方法（分析方法）：勉強会・企画前後の 

アンケート調査の単純集計および自由記載の 

記入内容も意見として提示した。 

5.倫理的配慮：対象者全員に対し、研究への協 

力は自由であり、参加の有無により不利益がな 

いことを説明する。アンケート用紙は無記名と 

し、用紙の提出により同意を得たものとするが、 

続し、脱人格化が進むと看護師は、患者と接触を

減らす態度や行動を示し、視線を避けたり、会話

を端折ったり、職場を離れるともう患者のこと

は一切考えなくなると言われている。さらに、そ

のような看護師は、患者を人として見られなく

なり、看護の質に大きな影響を及ぼす７)と述べ

ている。このように脱人格化が生じる状況が、バ

ーンアウトに繋がる恐れがあると言えよう。 

また、【同僚の高齢患者への根拠に基づかない

対応に倫理観の低さを憂う】や【車椅子抑制は抑

制患者だけでなく周囲にも悪影響を及ぼす】と

いう思いも抽出された。身体拘束は看護師に看

護実践の専門性・主体性・自律性の喪失を引き起

こす８)と言われることから、車椅子抑制は、患者

に抑制を実施した看護師だけでなく、間接的で

も関わる他スタッフの士気低下や葛藤、倫理感

受性の低下を引き起こす恐れがある。その為、看

護師の倫理的感受性を減退させない為には、院

内での看護倫理教育の機会が必要と考える。 

本研究では、課題を解決する一方策として、

【抑制の長所短所を踏まえ、患者にとっての最

善はなにか多職種と検討する】というカテゴリ

ーが抽出された。このように車椅子抑制の問題

や葛藤は、看護師だけでの解決は限界があるた

め、多職種チーム全体で取り組むことが重要だ

と考える。職場全体の課題を共有する機会を持

つことは、同僚とのコミュニケーション、より

よい人間関係の構築に繋がる９)ことが述べられ

ている。加えて、倫理的ジレンマは自由に話し

合えるカンファレンスにより軽減できる 10)とも

述べている。このように、看護師が抱える葛藤

や悩みを共有し、浄化させるためには、率直に

思いを語り合える職場風土が重要だと考える。 

特に、カンファレンスでの身体拘束や葛藤に対

して話し合えると、看護師の成長や経験の浅い

看護師の教育と繋がり、倫理的ジレンマが軽減

される効果が期待される。 

このことから、車椅子抑制や認知症患者に対

する看護師の葛藤を軽減させることが、看護師

の倫理的感受性を高め、脱人格化の予防となり、

認知症患者への対応の質の改善に繋がるのでは

ないかと推察する。 

Ⅵ．結論 

1．抑制された認知症患者への苦痛緩和のため

のケア提供や、看護チームで対応を改善したい

という看護師の思いが明らかになった。 

2．看護師が率直に、抑制や葛藤について語り

合える職場風土が、看護師の倫理的感受性を高

め、脱人格化の予防となり、認知症患者への対

応の質の改善に繋がる可能性がある。 

Ⅶ.引用文献 

1)谷津裕子：Start Up 質的看護研究(第 2

版)、学研メディカル秀潤社、98‐154、2015.  

2)加藤秀子、室伏公子、江波戸和子：高齢者の

人権を尊重することと病棟規則のあり方、日本

精神科看護学会誌、48(2)、357-361、2005. 

3)上原鳴夫：わが国の医療安全政策がかかえる

今日的課題.J.Seizon and Life Sci、19B、51-

62、2009. 

4)岡谷恵子：看護業務上の倫理問題に対する看

護職者の認識、看護 51(2)、26‐31、1999. 

5)本村良美、八代利香：看護師のバーンアウト

に関連する要因、日本職業・災害医学会会誌、

58(3)、120‐127、2010. 

6)久保真人、田尾雅夫：The Japanese Journal 

of Experimental Social Psychology、

Vol.34、No.1、33-43、1994. 

7)田尾雅夫：バーンアウト : ヒューマン・サ

ービス従事者における組織ストレス：社会心理

学研究、第 4 巻第 2 号、91‐97、1989. 

8)鈴木みずえ、黒川美知代：認知症 plus 身体拘

束予防、日本看護協会出版会、2022. 

9)堀田聰子：介護職のストレス・バーンアウト

と雇用管理、季刊家計経済研究、No.82、2009. 

10)山岡八千代、藤野文代：精神科病院入院中

の高齢精神患者への行動制限に関する看護師の

倫理的ジレンマ、ヒューマンケア研究学会誌、

9(2)、71-74、2018. 

― 42 ―



『FISH！哲学』を導入した活き活きと働くための職場環境作り 

 

Keyword：FISH！哲学 職場環境作り 

 

〇本間 善枝  古川 泰子  山田 俊惠（医療法人社団健進会 新津医療センター病院 外来） 
 

  

Ⅰ．はじめに 
A 病院は 21 科の外来診療科を有し、一日の来院

平均外来患者数は約 150 名である。診察室は東棟

と西棟に分かれ、1 階から 2 階にかけて広範囲に

亘る。外来業務にあたる看護職員は約 30 名で各

科診察の補助に加え、通院化学・免疫療法、訪問

診療、救急外来、手術、内視鏡検査など業務内容

は多岐に渡る。更に COVID-19 の流行に伴い、今年

度はワクチン接種業務が加わり多忙となったこと

から、スタッフ間の交流が希薄となり、ストレス

や不満が募り、お互いを思いやることが困難な現

状がみられた。 

このような中、『FISH！哲学』を導入したことで

職場の活性化を図ることが出来た１）と言う報告が

あった。そこで A 病院外来でも「遊ぶ」「態度を選

ぶ」「注意を向ける」「喜ばせる」の行動原理から

成る『FISH！哲学』を取り入れる事で、スタッフ

が自発的に行動できる風通しの良い職場環境作り

が可能となり、楽しく仕事が出来るのではないか

と考え、活き活きとした職場環境作りを目的に、

『FISH！哲学』を導入した。その実践前後のアン

ケート調査内容に基づき報告する。 

 

Ⅱ．研究目的 

『FISH！哲学』を学び、良い人間関係を築き、

楽しく仕事ができる職場環境を作る。 

 

Ⅲ．研究方法 

1.期間：2021 年 7 月～10 月 

2.対象：外来看護師 28 名、看護助手 2 名計 30 名 

3.方法：質問調査用紙によるアンケート調査研究 

(1)『FISH！哲学』の勉強会の開催 

①勉強会資料を作成。『FISH！哲学』について紹

介の後、外来で取り組み方を説明する。 

②勉強会実施後に用紙を用いアンケート調査

を実施。（FISH 実践前アンケート） 

(2)外来でできるスタッフ参加型の『FISH！哲学』

を企画し実践する。 

① 毎日朝礼後に円陣をとり、順番に掛け声

を出し 1～2 分程の準備体操を行う。 

② 『笑顔・あいさつ・ありがとう』のイラ

スト付ポスターを目立つように外来各所に

掲示する。 

③ 『FISH！哲学』の４つの行動原理をＰＲ

するポスターを作成し、処置室と内科外来に

掲示する。 

④ 外来診察室など随所に、季節感のあるも

のを折り紙等で装飾をする。スタッフにも創

作、飾り付けに参加してもらう。 

⑤ 毎朝、朝礼の為に集合する内科外来に一

本の大きな木を模造する。折り紙で作った花

などを自由に装飾できるようにする。またメ

ッセージカードを設置し、スタッフからスタ

ッフへ感謝の言葉を記入し、木に装飾してい

く。題して『ありがとうの花をいっぱいにし

よう！』。                     

⑥『FISH！哲学』導入後の意識調査と職場環

境の変化に関するアンケートの実施。アンケ

ート用紙を作成し、全員に配布する。 

4.評価方法（分析方法）：勉強会・企画前後の 

アンケート調査の単純集計および自由記載の 

記入内容も意見として提示した。 

5.倫理的配慮：対象者全員に対し、研究への協 

力は自由であり、参加の有無により不利益がな 

いことを説明する。アンケート用紙は無記名と 

し、用紙の提出により同意を得たものとするが、 
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示物を目立つ場所に掲示したことで、多くのスタ

ッフの目に留まり、周知を高めることができたた

め効果があったと考える。 

「相手を喜ばせよう！」の実践は他の原理と比較

して全体の 1 割程度で最も低かった。「ありがと

う」のメッセージカードの活用は方法の一つであ

ったが、活動していく過程で「書いてもらえない

人は可哀想」と言う意見があり、積極的な実践に

結びつかなかったことが考えられる。スタッフ同

士の言い合える関係があると、認め合ったり声を

掛け合ったりすることができ、お互いに協力し合

えばコミュニケーションが円滑になるのではない

だろうか。 

山崎 2)は「中高年看護師は職場での看護実践の

軸となり、職場の雰囲気作り、職場風土に影響を

与えている。」と述べている。本研究対象の平均

年齢は 50.4 歳でありこの年代の者が多く、職場

風土の影響力は高いといえる。この年代は一般的

に適応能力の低下に伴い、自分を取り巻く環境の

変化を好まない傾向がある 3)。また、人から褒め

られることが少ない現実があるが、職場での「あ

りがとう」の言葉はモチベーションの向上に繋が

り、良い評価となったと考えられる。 

スタッフと共同しての創作活動は、お互いに新

しい一面を知ることができ話題も増え、同じ目的

意識を持って楽しく実践できた。業務形態の都合

上、参加できなかったスタッフに対しても、自然

と「相手に注意を向ける」ことができ、主観的に

捉えることが難しくてもよい信頼関係を築くきっ

かけとなった。小路 4)は「相手の感情を受容すれ

ばする程、相手はやる気を出すし、職場の人間関

係も良くなってくる」と述べている。 

今回の FISH の導入は、全員が「活動は良かった」

と回答していることから、職場の人間関係が良く

なったと実感できた。企画を楽しむということに

繋げるためには、スタッフ各々が共に参加し、楽

しみを見出す必要があることがわかった。今後は

定着を図るために人を巻き込んだ FISH 活動の施

策を考案し、活動を継続していくことで、職場風

土を変える大きなきっかけとなればよいと考える。 

今回の FISH 活動は導入したばかりだが、スタッ

フ全員が活き活きと仕事をする良い兆候であるこ

とを実感し、継続への意向も確認ができた。 

今後、各々が自発的に行動し、楽しく活き活き

とした職場作りが出来るかが課題である。 

 

Ⅵ．結論 

1．『FISH！哲学』の導入は、スタッフの意識の向

上や人間関係に良い効果があった。 

2．今後も FISH 活動を活発に行うための施策を考 

案し、外来スタッフ一同で FISH 活動を継続し 

ていくことが望ましい。 
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いつでも途中で辞退出来る事を伝え、対象は同 

意を得られたものとした。本研究は A 病院看護 

部倫理委員会にて承認を得て実施した。 

  

Ⅳ．結果 

1. アンケート回収率 100％（実践後アンケート 

では 1 名の退職によりスタッフ 29 名） 

2. 対象の属性 

年齢層は 29 名中 40～50 代が 20 名で 69％と最

も多く、平均年齢は 50.4 歳である。経験年数は

25 年以上が 20 名で７割程を占めている。 

3. FISH 実施前のアンケート 

（1）「『FISH！哲学』を知っていましたか？」の質

問について、30 名中「知っていた」1 名(7％）、

「知らなかった」が 28 名（93％）を占めていて、

「実際に活動を経験したことはありますか？」

については、「経験がある」と答えたスタッフは

1 名(4％)だった。 

（2）「今回の勉強会で『FISH！哲学』について理

解できましたか？」の質問では、「とても理解で

きた」14 名(47％）、「まあまあ理解できた」16

名(53％)で全員が理解出来たと回答。 

（3）「内容を聞いて関心を持ちましたか？」につ

いては 27 名（90％）が「関心がある」と回答し、

「外来での FISH 活動に率先して協力できます

か？」の質問では、「はい」22 名(73％)に対 

し、「わからない」8 名(27％)だった。 

4. FISH 実施後アンケート 

今回の FISH 活動は、無回答 4 名(14％)を除

き、25 名(86％)全員が良かったと回答。 

（1）「意欲的に実践できましたか？」では、「とて

も思う」5 名(17％)、「少し思う」17 名(59％)、

「あまり思わない」7 名(24％)で、「実践でき 

なかった理由は？」の質問では、「忙しくて手が 

回らない」7 名(70％)、「誘われなかったから 

やなかった」1 名(10％)だった。 

（2)実践計画の活動内容の結果、「できた」の回答

は、「ポスターは意識付けになった」で 66％と

一番多くみられ、次に「朝の準備体操」の 34％ 

であった。詳細は図１に示す（図 1 参照）。 

（3）「4 つの原理を理解し実践したスタッフの中

で、「どの原理を実践したか？」の質問では、「仕

事を楽しもう」17 名(31％)、「相手を喜ばせよ

う」6 名（11％）、「相手に向き合おう」16 名（30％）、

「態度を選ぼう」14 名(26％)だった。 

（4）「今回 FISH 活動をして、今までと変わったこ

とはありますか？」の質問では、「意識の向上」

19 名(33%)、「笑うことが増えた」13 名(23％）、

「スタッフへの関心が持てるようになった」10

名(18%)の他に「人間関係が良くなった」等の回

答がみられた。 

（5）「今後も活動を継続した方が良いか？」の質

問では、「とても思う」16 名(55％）、「少し思う」

13 名(45％)で全員の賛同が得られた。 

 

Ⅴ．考察 

今回、楽しく活き活きとした職場環境を作るた

めの施策として、初めて『FISH！哲学』を導入し

活動してきた。 

実践後アンケート結果から、興味を引くために掲

図 1. 実践計画の活動内容
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示物を目立つ場所に掲示したことで、多くのスタ

ッフの目に留まり、周知を高めることができたた

め効果があったと考える。 

「相手を喜ばせよう！」の実践は他の原理と比較

して全体の 1 割程度で最も低かった。「ありがと

う」のメッセージカードの活用は方法の一つであ

ったが、活動していく過程で「書いてもらえない

人は可哀想」と言う意見があり、積極的な実践に

結びつかなかったことが考えられる。スタッフ同

士の言い合える関係があると、認め合ったり声を

掛け合ったりすることができ、お互いに協力し合

えばコミュニケーションが円滑になるのではない

だろうか。 

山崎 2)は「中高年看護師は職場での看護実践の

軸となり、職場の雰囲気作り、職場風土に影響を

与えている。」と述べている。本研究対象の平均

年齢は 50.4 歳でありこの年代の者が多く、職場

風土の影響力は高いといえる。この年代は一般的

に適応能力の低下に伴い、自分を取り巻く環境の

変化を好まない傾向がある 3)。また、人から褒め

られることが少ない現実があるが、職場での「あ

りがとう」の言葉はモチベーションの向上に繋が

り、良い評価となったと考えられる。 

スタッフと共同しての創作活動は、お互いに新

しい一面を知ることができ話題も増え、同じ目的

意識を持って楽しく実践できた。業務形態の都合

上、参加できなかったスタッフに対しても、自然

と「相手に注意を向ける」ことができ、主観的に

捉えることが難しくてもよい信頼関係を築くきっ

かけとなった。小路 4)は「相手の感情を受容すれ

ばする程、相手はやる気を出すし、職場の人間関

係も良くなってくる」と述べている。 

今回の FISH の導入は、全員が「活動は良かった」

と回答していることから、職場の人間関係が良く

なったと実感できた。企画を楽しむということに

繋げるためには、スタッフ各々が共に参加し、楽

しみを見出す必要があることがわかった。今後は

定着を図るために人を巻き込んだ FISH 活動の施

策を考案し、活動を継続していくことで、職場風

土を変える大きなきっかけとなればよいと考える。 

今回の FISH 活動は導入したばかりだが、スタッ

フ全員が活き活きと仕事をする良い兆候であるこ

とを実感し、継続への意向も確認ができた。 

今後、各々が自発的に行動し、楽しく活き活き

とした職場作りが出来るかが課題である。 

 

Ⅵ．結論 

1．『FISH！哲学』の導入は、スタッフの意識の向

上や人間関係に良い効果があった。 

2．今後も FISH 活動を活発に行うための施策を考 

案し、外来スタッフ一同で FISH 活動を継続し 

ていくことが望ましい。 
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たこととする。個人情報は、対象者が特定されること

はないよう無記名で行い、厳重に保護することの説明

を行った。またこのアンケート結果で個人を特定でき

る可能性ある集計結果の実数はここに提示しないこと

とする。 

 

Ⅴ．結果 

X病院の急性期整形外科病棟に勤務するA・B病棟看

護師のうち、師長・研究者を除く計 37 名に実施した。

男女比は女性 88％、男性 12％。年齢層は 35 歳以上が

最も多く46％、経験年数10年目以上が最も多く56％。

家族構成は同居家族ありが 76％、独居 24％となった。 

 アンケートにて性別、年齢、経験年数、家族構成で括

らず全体のストレス度を平均化させた。ストレス度全

体平均が約154点であった。（ストレス度が低い→満点

で212点、ストレス度が高い→最低点53点）平均より

ストレス度が高かった人のみ抽出した結果、35歳以上、

経験年数10年目以上が60％以上であった。 

また新人看護師である経験年数が１～3 年目のグル

ープを注目すると周りの上司、職場の同僚とどのくら

い気軽に話せるか、頼りになるかの設問に対し、「かな

りある」「非常にある」に約80％が答えていた。また新

人看護師である経験年数が１～3 年目のグループを注

目すると周りの上司、職場の同僚とどのくらい気軽に

話せるか、頼りになるかの設問に対し、「かなりある」

「非常にある」に約80％が答えていた。 

 

【職場内でのストレス対処行動】  

・思っていることを話して意見交換する 

・物品の補充、整理整頓をするとスッキリする 

・患者と話す 

・ 先輩に褒めてもらう、不安なことについて解決策を

教えてもらった時、相談する 

・先輩に同調してもらう、雑談、近況報告 

・同期との近況報告、悩み相談 

 

【プライベートでのストレス対処行動】 

・運動・テレビ映画・ゲーム・遊ぶ 

・笑う・音楽聴く・カラオケ 

・食事・ 睡眠 

・買い物・会話 

・ドライブ・旅行 

・喫煙・飲酒 

アンケートでストレスの解消方法を提示してもらっ

た結果、ストレス度の高い人、低い人も解消法の内容

はほとんど同じようなものであった。新型コロナウイ

ルスによって活動の制限、ストレス解消方法で一番多

かった旅行や友人との食事、飲み会等外出が出来ない

ためストレス解消法の実践出来なかったとの声が多く

聞かれた。そして、自分にあったストレス解消方法を

記入出来ている人は全体の約30％で、対処行動が実践

出来ていたためストレス度が低かった。 

 

Ⅵ．考察 

 ストレス度の高かった 35 歳以上、経験年数 10 年目

以上の看護師は家庭内での役割や仕事面でも多重業務

であり、また部下の指導や役職などの責任のある立場

である為負担が大きいと考えられる。急性期病棟では

患者の看護や介助量が多く身体面での負担も大きいと

考える。 

アンケート結果を集計し周知させ、趣味、嗜好が無

い人でもこの研究を期に新たなストレス解消方法を知

り実践することが出来、数値でストレス軽減に繋がっ

たのだと考える。久持³⁾は「セルフケアを行うにあた

って必要な三本柱があり、①知る、②気づく、➂対処す

るとある。自分自身のストレスに気づいていなければ

対処のしようがない。」と述べている。発散方法は各個

人で様々で一概にこの発散方法を知って実践したとこ

ろで特別な変化を得ることは難しかった。しかし、こ

のアンケートのきっかけによって自分のストレス状況

と対処行動を考えてみる機会があったことに意味があ

ったと本研究に置いて一番よかった点ではないかと考

える。自分自身でストレス対処行動を個々で模索し続

けることがそれぞれにとってのストレス対処行動に繋

がっていくと我々は考える。 

また新人看護師については、気軽に話せると約80%が

回答しているため、先輩と後輩の関係が概ね良好であ

るといえる。関係性が良い状態とは、コミュニケーシ

ョンが活発に行われていることで、相互理解が深まり、

信頼関係が強くなる。結果の【職場内でストレス対処

急性期看護師のストレス状況とその対処行動の発見 

－看護師の生活の質・仕事へのモチベーション向上を目指す－ 

 

Keyword：急性期看護師 ストレス状況 対処行動  

  

                〇増子 綾香  川崎 岬 （医療法人愛仁会 亀田第一病院） 

 

Ⅰ．はじめに 

厚生労働省¹⁾は「ストレスの原因となる要因は、仕

事、職業生活、家庭、地域などに存在している。心の健

康づくりは、労働者自身が、ストレスに気付き、これに

対処すること（セルフケア）の必要性を認識すること

が重要である。」と示している。また、呉竹ら²⁾は「急

性期病院の看護師は、医療の高度化・複雑化により強

い不安や悩みを抱えながら働いていることはいくつも

の調査で指摘されている。」と述べている。 

 X 病院は 2 次救急を担う急性期病院であり、急性期

整形外科病棟であるA・B病棟を有する。緊急入院患者

が多く日々の仕事量に変動があり、交代制勤務という

過度に緊張した中での活動であるため、精神的ストレ

スが高まり、蓄積的疲労が高いと考えられる。夜勤に

よる睡眠リズムの変調は睡眠の質の低下、疲労回復効

果の低下、ストレス解消機能の低下などの身体的疲労

による健康障害を起こす恐れがある。我々は無意識に

ストレスに対して何か対処行動をとっていると考えら

れる。また、職場・日常生活で行動が制限されている状

況下では、ストレス対処行動も変化せざるを得ない状

況となっている。以上の事から本研究では、看護師に

表れているストレス状況について明らかにし、ストレ

ス対処行動を発見することで、生活の質の向上、仕事

へのモチベーション向上に繋げていきたいと考えた。 

 

Ⅱ．研究目的 

 急性期病棟に勤務する看護師に現れているストレス

状況とその対処行動を明らかにする。 

 

Ⅲ．方法 

 研究対象：X病院の急性期整形外科病棟に勤務するA

病棟・B病棟看護師のうち師長・研究者を除く計37名

を対象に実施した。  

調査期間：2021年7月から2か月間             

調査方法：質問紙調査 

(1)対象者にアンケート用紙を配布し（1回目）、倫理的

配慮を十分に説明した上で自由意思での参加とし期間

内に提出してもらった。       

①厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票内の（B．最

近一か月間のあなたの状況について）項目を使用した。 

②性別、経験年数、年齢、世帯構成、選択式でのストレ

ス対処行動の質問、自由記述式でのストレス対処行動

の質問を行い、回答を求めた。 

回収用 BOX を病棟に設置しアンケート用紙を入れても

らう留置調査法を用いた。 

(2)(1)のアンケート結果を回答者に周知させ、他者の

ストレス対処行動の中で自分でもできそうなものを選

択し約１カ月間で可能な限り実践してもらった。 

(3)約1カ月後に再度アンケート（2回目）をとっ

た。 

 分析方法：①は「ほとんどなかった」、「ときどきあ

った」、「しばしばあった」、「ほとんどいつもあっ

た」の４段階で回答、集計する。1回目①②アンケ

ート結果から、対象のストレス状況とストレス対処

行動を分析した。 

 

Ⅳ．倫理的配慮 

 倫理委員会の倫理審査を受け承認されており、アン

ケートを配布する対象に研究対象の選択理由の説明、

研究参加手順、研究の趣旨・目的を明確に伝える。本研

究への参加は自由意思での参加であり、参加しない場

合でも不利益を受けないこと、参加後もいつでも撤回

でき、その場合にも不利益を受けないことを保障する

旨を記入し、アンケート用紙の提出をもって同意を得
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たこととする。個人情報は、対象者が特定されること

はないよう無記名で行い、厳重に保護することの説明

を行った。またこのアンケート結果で個人を特定でき

る可能性ある集計結果の実数はここに提示しないこと

とする。 

 

Ⅴ．結果 

X病院の急性期整形外科病棟に勤務するA・B病棟看

護師のうち、師長・研究者を除く計 37 名に実施した。

男女比は女性 88％、男性 12％。年齢層は 35 歳以上が

最も多く46％、経験年数10年目以上が最も多く56％。

家族構成は同居家族ありが 76％、独居 24％となった。 

 アンケートにて性別、年齢、経験年数、家族構成で括

らず全体のストレス度を平均化させた。ストレス度全

体平均が約154点であった。（ストレス度が低い→満点

で212点、ストレス度が高い→最低点53点）平均より

ストレス度が高かった人のみ抽出した結果、35歳以上、

経験年数10年目以上が60％以上であった。 

また新人看護師である経験年数が１～3 年目のグル

ープを注目すると周りの上司、職場の同僚とどのくら

い気軽に話せるか、頼りになるかの設問に対し、「かな

りある」「非常にある」に約80％が答えていた。また新

人看護師である経験年数が１～3 年目のグループを注

目すると周りの上司、職場の同僚とどのくらい気軽に

話せるか、頼りになるかの設問に対し、「かなりある」

「非常にある」に約80％が答えていた。 

 

【職場内でのストレス対処行動】  

・思っていることを話して意見交換する 

・物品の補充、整理整頓をするとスッキリする 

・患者と話す 

・ 先輩に褒めてもらう、不安なことについて解決策を

教えてもらった時、相談する 

・先輩に同調してもらう、雑談、近況報告 

・同期との近況報告、悩み相談 

 

【プライベートでのストレス対処行動】 

・運動・テレビ映画・ゲーム・遊ぶ 

・笑う・音楽聴く・カラオケ 

・食事・ 睡眠 

・買い物・会話 

・ドライブ・旅行 

・喫煙・飲酒 

アンケートでストレスの解消方法を提示してもらっ

た結果、ストレス度の高い人、低い人も解消法の内容

はほとんど同じようなものであった。新型コロナウイ

ルスによって活動の制限、ストレス解消方法で一番多

かった旅行や友人との食事、飲み会等外出が出来ない

ためストレス解消法の実践出来なかったとの声が多く

聞かれた。そして、自分にあったストレス解消方法を

記入出来ている人は全体の約30％で、対処行動が実践

出来ていたためストレス度が低かった。 

 

Ⅵ．考察 

 ストレス度の高かった 35 歳以上、経験年数 10 年目

以上の看護師は家庭内での役割や仕事面でも多重業務

であり、また部下の指導や役職などの責任のある立場

である為負担が大きいと考えられる。急性期病棟では

患者の看護や介助量が多く身体面での負担も大きいと

考える。 

アンケート結果を集計し周知させ、趣味、嗜好が無

い人でもこの研究を期に新たなストレス解消方法を知

り実践することが出来、数値でストレス軽減に繋がっ

たのだと考える。久持³⁾は「セルフケアを行うにあた

って必要な三本柱があり、①知る、②気づく、➂対処す

るとある。自分自身のストレスに気づいていなければ

対処のしようがない。」と述べている。発散方法は各個

人で様々で一概にこの発散方法を知って実践したとこ

ろで特別な変化を得ることは難しかった。しかし、こ

のアンケートのきっかけによって自分のストレス状況

と対処行動を考えてみる機会があったことに意味があ

ったと本研究に置いて一番よかった点ではないかと考

える。自分自身でストレス対処行動を個々で模索し続

けることがそれぞれにとってのストレス対処行動に繋

がっていくと我々は考える。 

また新人看護師については、気軽に話せると約80%が

回答しているため、先輩と後輩の関係が概ね良好であ

るといえる。関係性が良い状態とは、コミュニケーシ

ョンが活発に行われていることで、相互理解が深まり、

信頼関係が強くなる。結果の【職場内でストレス対処
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病棟内でのリハビリスタッフとの連携強化を目指して 
‐「回復期リハビリテーション病棟協会 看護・介護 10 か条」の達成を 

目指した取り組み‐ 
 

Keyword 回復期リハビリテーション病棟 他職種連携 カンファレンス 

〇佐藤 祥子  土田 千枝子（社会医療法人 嵐陽会 三之町病院） 
  

Ⅰ．はじめに 
 回復期リハビリテーション病棟の看護師の役

割には、全身状態の管理以外に今後を見据えた

看護ケアの介入と環境調整、家族へのサポート

などがあり、他職種との連携が重要である。しか

し、病棟看護師は日常のケアやナースコール対

応などで、他職種との情報共有の場であるカン

ファレンスに費やす時間が十分に確保できない

現状がある。そのため、他職種間での患者情報や

目標設定の共有が十分ではなく、看護ケアにそ

の内容を反映することが難しい状態であった。

栗原 1）は「より質の高い、その人に合った医療

の提供により、真の意味での『患者満足度』を満

たすことは、まさにチーム医療のアウトカムで

ある。これは同時に『医療従事者満足度』をも満

たしてくれるものであり、このことが更に、地域

貢献というカタチで事業帯の社会的責任を果た

すことにつながっていく」と述べている。回復期

リハビリテーション協会では、医師・看護師・療

法士・ソーシャルワーカー・栄養士がそれぞれの

立場からより良い医療を目指した指針として、

それぞれ 10 か条が掲げられている。2003 年、回

復期リハビリテーション病棟協会から「回復期

リハビリテーション病棟ケア 10 項目宣言」が発

表され、2013 年には「セルフケケア能力の向上」

「健康の維持・管理」が追加され、さらに 2018

年、現在の「看護・介護 10 か条」となっている。

本研究ではチームアプローチを高めるために、

「看護・介護 10 か条」の中から他職種連携に繋

がる項目として、第 7 項目「他職種と情報の共

有化を推進しよう」と第 10 項目「看護計画を頻

回に見直しリハ計画に反映しよう」を選び、リハ

ビリスタッフとの連携強化とカンファレンス開

催の徹底を業務改善として取り組んだので、そ

の結果を報告する。 

Ⅱ．研究目的 

 本研究では、リハビリスタッフとの連携強化

のため「看護・介護 10 か条」の第 7 項目と第

10 項目の達成に向けた質問紙による調査を実施

し、その結果をもとに業務改善を行うこと、ま

た一定期間の業務改善を実施することで看護ケ

アの質向上につながったかを検証することを目

的とした。 

Ⅲ．研究方法 

1．研究デザイン：介入研究（前後比較研究） 

2．研究対象：A 病院回復期リハビリ病棟スタッ 

フ 28 名（看護師：19 名 准看護師：2 名 看 

護補助者：7 名 育児休暇中のスタッフ及び病

棟クラークを除く）とした。 

3．研究期間：2021 年 9 月～2022 年 1 月 

4．調査方法： 

1）調査用紙は、現状の問題点とそれに対する改

善策を明確にするため、研究者間で項目を検討

し作成した。 

2）事前調査では研究対象者へ研究者が作成した

無記名自記式調査用紙を個人に配布し、回収箱

を設置し期日を指定し投函してもらい回収した。 

3）業務改善後の調査では、研究対象者へ研究者

が作成した無記名自記式調査用紙を個人に配布

し、回収箱を設置し期日を指定し投函してもら

い回収した。 

5．調査内容： 

1）事前の質問紙調査票 

質問 1：質問項目を「回復期リハビリテーショ

行動】においても先輩に褒められることによってスト

レスを発散できているという結果が出ている。畑埜ら⁴

⁾は「「やりがい」をもたらすには「承認」が大切であ

る。」と述べている。 

よって、承認し合える関係性を築くことで、仕事への

モチベーションに繋がっていくと考える。 

 

Ⅶ．結論 

（1）年齢35歳以上、経験年数10年目以上の対象は仕

事・家庭の両立でストレス度が高かった。 

（2）自分自身でストレス対処行動が明確である人はス

トレス度が低い。しかし、新型コロナウイルスの影響

でストレス対処行動が実践できない人が多かった。 

（3）職場環境をよりよくすることによって、ストレス

なくまた信頼関係の構築も望め、職場でのストレス減

少、やりがい、モチベーションの向上が見込めた。 
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病棟内でのリハビリスタッフとの連携強化を目指して 
‐「回復期リハビリテーション病棟協会 看護・介護 10 か条」の達成を 

目指した取り組み‐ 
 

Keyword 回復期リハビリテーション病棟 他職種連携 カンファレンス 

〇佐藤 祥子  土田 千枝子（社会医療法人 嵐陽会 三之町病院） 
  

Ⅰ．はじめに 
 回復期リハビリテーション病棟の看護師の役

割には、全身状態の管理以外に今後を見据えた

看護ケアの介入と環境調整、家族へのサポート

などがあり、他職種との連携が重要である。しか

し、病棟看護師は日常のケアやナースコール対

応などで、他職種との情報共有の場であるカン

ファレンスに費やす時間が十分に確保できない

現状がある。そのため、他職種間での患者情報や

目標設定の共有が十分ではなく、看護ケアにそ

の内容を反映することが難しい状態であった。

栗原 1）は「より質の高い、その人に合った医療

の提供により、真の意味での『患者満足度』を満

たすことは、まさにチーム医療のアウトカムで

ある。これは同時に『医療従事者満足度』をも満

たしてくれるものであり、このことが更に、地域

貢献というカタチで事業帯の社会的責任を果た

すことにつながっていく」と述べている。回復期

リハビリテーション協会では、医師・看護師・療

法士・ソーシャルワーカー・栄養士がそれぞれの

立場からより良い医療を目指した指針として、

それぞれ 10 か条が掲げられている。2003 年、回

復期リハビリテーション病棟協会から「回復期

リハビリテーション病棟ケア 10 項目宣言」が発

表され、2013 年には「セルフケケア能力の向上」

「健康の維持・管理」が追加され、さらに 2018

年、現在の「看護・介護 10 か条」となっている。

本研究ではチームアプローチを高めるために、

「看護・介護 10 か条」の中から他職種連携に繋

がる項目として、第 7 項目「他職種と情報の共

有化を推進しよう」と第 10 項目「看護計画を頻

回に見直しリハ計画に反映しよう」を選び、リハ

ビリスタッフとの連携強化とカンファレンス開

催の徹底を業務改善として取り組んだので、そ

の結果を報告する。 

Ⅱ．研究目的 

 本研究では、リハビリスタッフとの連携強化

のため「看護・介護 10 か条」の第 7 項目と第

10 項目の達成に向けた質問紙による調査を実施

し、その結果をもとに業務改善を行うこと、ま

た一定期間の業務改善を実施することで看護ケ

アの質向上につながったかを検証することを目

的とした。 

Ⅲ．研究方法 

1．研究デザイン：介入研究（前後比較研究） 

2．研究対象：A 病院回復期リハビリ病棟スタッ 

フ 28 名（看護師：19 名 准看護師：2 名 看 

護補助者：7 名 育児休暇中のスタッフ及び病

棟クラークを除く）とした。 

3．研究期間：2021 年 9 月～2022 年 1 月 

4．調査方法： 

1）調査用紙は、現状の問題点とそれに対する改

善策を明確にするため、研究者間で項目を検討

し作成した。 

2）事前調査では研究対象者へ研究者が作成した

無記名自記式調査用紙を個人に配布し、回収箱

を設置し期日を指定し投函してもらい回収した。 

3）業務改善後の調査では、研究対象者へ研究者

が作成した無記名自記式調査用紙を個人に配布

し、回収箱を設置し期日を指定し投函してもら

い回収した。 

5．調査内容： 

1）事前の質問紙調査票 

質問 1：質問項目を「回復期リハビリテーショ
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図２ リハビリスタッフと関わる時間（ｎ＝20） 

 

図 3 患者目標共有の達成度（ｎ＝20） 

 

図 4 情報共有とケアの質の関連性（ｎ＝20） 

Ⅴ．考察 

1．リハビリスタッフとの連携、時間の共有の必

要性について 

研究開始前は「看護・介護 10 か条」を知ら

ないスタッフがほとんどであった。定期的なカ

ンファレンスは実施できておらず、情報共有の

機会が少ないことで、看護師とリハビリスタッ

フとの間で患者目標の共有ができていない現状

があった。個別性に応じたケアが提供できず、

看護スタッフの業務に対する満足感・達成感も

得られにくい状況にあった。藤田ら 2）は「患者

は多様な側面からなるニーズを持っており、特

定の職種や領域が限られた側面から患者を捉え

るだけでは、良質な医療を提供することは困難

である。その為、多職種がそれぞれの専門性を

活かして連携することが求められている」と述

べている。本研究でカンファレンスが定着し、

リハビリスタッフと関わる時間が増えたこと

で、患者の目標や退院に向けた方向性について

共有する機会の増加に繋がった。 

2．リハビリスタッフとの連携、時間の共有によ

る看護ケアの質向上について 

今までは経験年数により、患者に対するケア

の内容や目標設定に差が生じてしまっていたが、

リハビリスタッフからアドバイスを受けること

で経験年数の少ない看護スタッフも、より個別

性に応じたケアの提供・患者目標の設定に繋が

ったと考える。「リハビリスタッフと情報共有す

ることでケアの質向上につながったか」の調査

項目では、「ケアの質が向上した」「ケアの質がや

や向上した」と回答したスタッフは 79％であり、

リハビリスタッフとの情報共有が、ケアの質を

高めている要素の一つであるということが言え

る。今回の調査では、質が向上した具体的な看護

ケアについて調査内容に含めなかったが、スタ

ッフの回答は日々の業務を通じて感じた回答内

容であった。ケアの質が高まっていると実感し

ているスタッフが多いと言うことは、業務改善

がケアの質を高めることにつながったというこ

とが推察された。 

Ⅵ．結論  

1．カンファレンスにおける業務改善を実施し開

催時期を明確にしたことで、リハビリスタッフ

との情報共有の機会が増え連携強化につながっ

た。 

2．質問紙による回答で看護ケアの質が向上した

と回答はあったが、実際の具体的な内容の検証

までには至らなかった。 

引用文献 

1）栗原一樹：回復期リハビリテーション病院

におけるチーム医療のカタチとポジショニン

グ、商大ビジネスレビュー、5（3）、71-98、

（2015） 

2）藤田厚美，習田明裕：回復期リハビリテー

ション病棟看護師の他職種連携実践能力に関連

する要因、日本看護科学会誌、36、229-239、

2016. 
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ン病棟協会看護・介護 10 か条を知っているか」

とし、回答項目を「知っている」「聞いたことは

あるが内容はわからない」「初めて聞いた」の 3

件法とした。 

質問 2：質問項目を「看護・介護 10 か条を達

成していくためにはどのような方法があるか」

とし、自由記述にて回答してもらった。 

2）事後（業務改善後）質問紙調査票 

質問 1：質問項目を「今回の取り組みで以前よ

りリハビリスタッフと関わる時間が増えたか」

とし、回答項目を「増加した」「やや増加した」

「あまり増加していない」「全く増加していない」

の 4 件法とした。 

質問 2：質問項目を「リハビリスタッフと患者

目標について共有できたか」とし、回答項目を

「共有できた」「やや共有できた」「あまり共有で

きなかった」「全く共有できなかった」の 4 件法

とした。 

質問 3：質問項目を「リハビリスタッフと情報

共有することで患者に対するケアの質向上につ

ながったか」とし、回答項目を「向上した」「や

や向上した」「あまり向上しなかった」「全く向上

しなかった」の 4 件法とした。 

6．分析方法：事前質問の質問 1、事後質問の質

問 1～3 は単純集計とし、結果について研究者間

で検討した。事前質問の質問 2は自由記述とし、

記述された内容を研究者間で精読し、業務改善

として実践できる内容を検討し抽出した。 

7．倫理的配慮：対象者には、目的、調査への参

加は自由意志であり、参加の拒否・中断により不

利益が生じないこと、得られたデータは研究の

みに使用すること、回収箱の投函をもって同意

を得たものとした。調査については、A 病院看護

部倫理委員会の承諾を得た。 

Ⅳ．結果 

1.「回復期リハビリテーション病棟協会看護・

介護 10 か条を知っているか」 

2021 年 9 月に実施した事前質問紙調査の結

果、回答数は 21 名（回収率 75％）であった。

「知っている」と回答した人は、全体の 14％と

いう低い結果であり、認知度及び理解度も低い

ことがわかった（図 1）。 

2.「看護・介護 10 か条を達成するためにどの

ような点に改善が必要か」 

他職種カンファレンスの強化や、リハビリス

タッフと計画を共有・定期的な見直しの実施な

どの意見が多かったことから、研究者とリハビ

リスタッフと話し合い、以下の方法に変更し

た。入棟翌日にリハビリスタッフと看護師が初

回の ADL（日常生活動作）評価に同行し、1～2

週間程度の短期目標を設定、看護師はその内容

に応じて看護計画を立案し、それを基に 1 週間

以内に他職種カンファレンスを開催することを

徹底した。 

3.「今回の取り組みで以前よりリハビリスタッ

フと関わる時間が増えたか」 

2022 年 1 月（4 カ月後）の評価として実施し

た事後質問紙調査の回答数は 20 名（回収率

74％）であった。リハビリスタッフと関わる時

間が「増加した」「やや増加した」と回答した

スタッフは 70％と高い結果であった（図 2）。 

4.「リハビリスタッフと患者目標について共有

できたか」 

患者目標について「共有できた」「やや共有

できた」と回答したスタッフは 80％と高い結果

であった（図 3）。 

5.「リハビリスタッフと情報共有することで患

者に対するケアの質向上につながったか」 

情報共有により「ケアの質が向上した」「や

や向上した」と回答したスタッフは 79％と高い

結果であった（図４）。 

 

図１  看護・介護 10 か条の認知度（ｎ＝21） 
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図 3 患者目標共有の達成度（ｎ＝20） 

 

図 4 情報共有とケアの質の関連性（ｎ＝20） 
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催時期を明確にしたことで、リハビリスタッフ
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研究対象者に研究内容を示した書面に基づき口

頭にて説明、研究への協力とアンケート調査を

依頼した。アンケートは無記名、自由意思によ

る回答とし提出をもって同意を得ることとし

た。プライバシーの保護を保証し、また強制で

はないこと、この研究以外では使用しないこと

を明記した。研究終了時に本研究で取得した全

ての情報をシュレッダーで破棄することとし

た。 

表 1 アセスメントシート使用前アンケート 

質問 1：退院支援に関わる時、何から情報収集を行

うか(例：退院支援調整記録、入院時患者情報など)

質問 2：何に気を付けて情報収集しているか 

質問 3：家族背景,構成,協力体制の情報を得ている

質問 4：患者,家族の意向の確認が行えている 

質問 5：病状説明の内容を把握できている 

質問 6：既往歴、現病歴が把握できている 

質問 7：内服管理方法について把握できている 

質問 8：ADL,認知機能を把握できている 

質問 9：介護度や利用サービスの把握ができている

質問 10：食事形態,食事動作を把握できている 

質問 11：排泄状況を把握できている 

質問 12：保清状況について把握できている 

質問 13：居住状況を把握できている 

質問 14：必要な医療処置について把握できている

質問 15：退院前後の受診先を把握できている 

質問 16：質問 3～15 で特に重要視している情報は

何か。3 つ挙げよ。 

表 2 アセスメントシート使用後アンケート 

質問 1：前アンケートと同様 

質問 2：何に気を付けて情報収集しているか。アセ

スメントシート活用前との変化も含め記載 

質問 3～16 は前アンケートと同様 

質問 17：今後も継続し、アセスメントシートを活

用していきたいと思うか。その理由を記載 

 

Ⅳ．結果 

前アンケートは配布した対象者 8 名全員から回

答を得た。回収率は 100％であった。 

後アンケートは配布した対象者 8 名のうち、7 名

から回答を得た。回収率は 88％であった。 

結果を示す(図 1)。 

 

図 1 アンケート結果 

1．前アンケート 

質問 1：「ヘルスプロモーション 8 名」「退院支援

記録 7 名」「記録、情報提供書各 3 名」であった。 

質問 2：「以前の ADL と何が変わってどこを支

援していく必要があるのか」「どの部分に調整

が必要か」「入院以前と現状の ADL の違い」 
「サービス内容」「介護申請が済んでいるのか」 

「退院調整がどこまで進んでいるのか、家族

へは連絡しているのか」「介護体制の確認、患

者・家族の思い」 
質問 16：「質問 3、8、9 が各 4 名」「質問 4、
11 が各 3 名」「質問 13、14、15 が各 1 名」で

あった。 
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退院支援アセスメントシートを活用して 
‐若手看護師の退院支援アセスメント能力の向上を目指した取り組み‐ 

 

Keyword 退院支援、アセスメントシート、若手看護師 

  〇武田 桃子  藤田 真心（社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院） 
  

Ⅰ．はじめに 
近年、高齢化率は年々増加し、2019年は 28.4％

に達している。65 歳以上の高齢者のいる世帯や

一人暮らしの人口は増加傾向にある¹⁾。在院日数

が増えることで低活動状態が続くと全身の筋肉

量の低下や認知機能の低下が生じ、結果として

入院時より身体機能が低下した状態が生じてし

まう。要介護状態となっても、住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される地域包括システムの

構築が求められている。地域包括ケア病棟(以下、

A 病棟)では患者と家族が安心して退院できるよ

う支援を行っているが、一人暮らしの高齢者や

退院後は家族が自宅で看られないというケース

が多く見受けられ、退院支援の困難な事例も増

加している。特に退院支援に関わる経験年数が

乏しい A 病棟の若手看護師は退院前の患者の生

活状況や退院後の課題が十分に把握しきれてい

ないことから、退院間近になって課題に取りか

かることもあった。そこで以前に A 病棟で作成

した患者の退院支援時に入院前の生活の状況と

現状を比較し、介入するべき事項を明らかにす

ることができる退院支援アセスメントシート

（以下、アセスメントシート）を活用することで

若手看護師が患者の生活状況を含めた全体像を

把握する一助となり、円滑な退院支援に繋げら

れるのではないかと考えた。 

Ⅱ．研究目的 

本研究では、A 病棟からの退院調整時に若手看

護師が病棟で独自に作成したアセスメントシー

トを活用することで、若手看護師が患者の全体

像を早期に把握し、円滑な退院支援に繋げるこ

とができるかを検証することを目的とした。 

Ⅲ．研究方法 

１．研究デザイン 介入型研究 

２．対象 A 病棟に勤める 2021 年度 2～5 年目

看護師 8 名とした。本研究における若手看護師

とは B 病院の看護師キャリアラダーⅠ～Ⅲ(1～

5 年目)に属する看護師とした。ただしプライマ

リーナーシングを行わない 1 年目は対象外とし

た。 

３．調査期間 2021 年 4 月下旬～5 月下旬 

４．調査方法  

1)A 病棟から退院が予定される 1～2 名の患者に

対し、若手看護師にアセスメントシートを活用

し退院調整を行ってもらう。 

2)アセスメントシート使用前に使用前アンケー

ト(以下、前アンケート)を 4月下旬に実施する。

3）アセスメントシート使用後に使用後アンケー

ト(以下、後アンケート)を 5月中旬に実施する。 

５．調査内容 

前アンケートの質問 1～16 とし(表 1)、後アンケ

ートの質問 1～17 とした(表 2)。質問 1、2、16、

17 は自由記載、質問 3～15 については“出来て

いる”“まぁまぁ出来ている”“出来ていない”の

3 件法とした。 

６．分析方法 

1)質問 3～15 は単純集計とし、アセスメントシ

ートの活用前後を比較検討した。2)自由記載の

質問 1、2、16 はアセスメントシートの活用前

後の退院支援への関わりの変化を調査した。3)

質問 17 はアセスメントシートの必要性につい

て確認した。 

７．倫理的配慮 
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研究対象者に研究内容を示した書面に基づき口

頭にて説明、研究への協力とアンケート調査を

依頼した。アンケートは無記名、自由意思によ

る回答とし提出をもって同意を得ることとし

た。プライバシーの保護を保証し、また強制で

はないこと、この研究以外では使用しないこと

を明記した。研究終了時に本研究で取得した全

ての情報をシュレッダーで破棄することとし

た。 

表 1 アセスメントシート使用前アンケート 

質問 1：退院支援に関わる時、何から情報収集を行

うか(例：退院支援調整記録、入院時患者情報など)

質問 2：何に気を付けて情報収集しているか 

質問 3：家族背景,構成,協力体制の情報を得ている

質問 4：患者,家族の意向の確認が行えている 

質問 5：病状説明の内容を把握できている 

質問 6：既往歴、現病歴が把握できている 

質問 7：内服管理方法について把握できている 

質問 8：ADL,認知機能を把握できている 

質問 9：介護度や利用サービスの把握ができている

質問 10：食事形態,食事動作を把握できている 

質問 11：排泄状況を把握できている 

質問 12：保清状況について把握できている 

質問 13：居住状況を把握できている 

質問 14：必要な医療処置について把握できている

質問 15：退院前後の受診先を把握できている 

質問 16：質問 3～15 で特に重要視している情報は

何か。3 つ挙げよ。 

表 2 アセスメントシート使用後アンケート 

質問 1：前アンケートと同様 

質問 2：何に気を付けて情報収集しているか。アセ

スメントシート活用前との変化も含め記載 

質問 3～16 は前アンケートと同様 

質問 17：今後も継続し、アセスメントシートを活

用していきたいと思うか。その理由を記載 

 

Ⅳ．結果 

前アンケートは配布した対象者 8 名全員から回

答を得た。回収率は 100％であった。 

後アンケートは配布した対象者 8 名のうち、7 名

から回答を得た。回収率は 88％であった。 

結果を示す(図 1)。 

 

図 1 アンケート結果 

1．前アンケート 

質問 1：「ヘルスプロモーション 8 名」「退院支援

記録 7 名」「記録、情報提供書各 3 名」であった。 

質問 2：「以前の ADL と何が変わってどこを支

援していく必要があるのか」「どの部分に調整

が必要か」「入院以前と現状の ADL の違い」 
「サービス内容」「介護申請が済んでいるのか」 

「退院調整がどこまで進んでいるのか、家族

へは連絡しているのか」「介護体制の確認、患

者・家族の思い」 
質問 16：「質問 3、8、9 が各 4 名」「質問 4、
11 が各 3 名」「質問 13、14、15 が各 1 名」で

あった。 
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2．後アンケート 

質問 1：「入院時患者情報、退院支援記録が各 4 
名」「医師記録、前回看護要約、情報診療提供

書が各 2 名」「リハビリ記録、患者から聴取が

各 1 名」であった。 
質問 2：「入院前後の変化があるかどうかに気

を付けている」「カルテの情報しかとれていな

かったが、患者や家族、介護支援専門員など入

院前の状況をより詳しく把握している身近な

方からも不足している情報を収集するように

心がけるようになった」「家族や患者の意向に

沿って、退院支援できるように気を付けるよ

うになった」「活用することでサービスや生活

状況を把握できるようになった」「問題点が明

確になった」「情報の整理ができた」「退院支援

に必要な情報を的確に収集することができた」 
質問 16：「質問 5、9 が各 5 名」「質問 3 が 4
名」「質問 8、14 が各 3 名」「質問 6 が 1 名」

であった。 
質問 17：「はい 5 名 いいえ１名（理由：自分

で工夫しているから）無回答１名」であった。 
Ⅴ．考察 

これらのアンケート結果からアセスメントシ

ートを使用する前よりも後の方が“出来ている”

の割合が部分的な増加がみられた。質問 3、8 で

“出来ている”が増加したのはカルテからの情

報だけでなく、患者や家族とコミュニケーショ

ンを取ろうという意識が向上していることが分

かる。また質問 5、6、15 ではアセスメントシー

トを活用したことで退院支援に必要な情報の視

野が広がったと考える。三浦氏ら²⁾は「看護師は

患者家族との生活に寄り添い、より近い存在で

なくてはならない。なぜなら確実な在宅復帰を

目指すためには家屋状況、経済状況、家族関係な

どを深く踏み込んだ患者情報が必要になる」と

述べている。これらは三浦氏ら⁴⁾の述べる「深く

踏み込んだ患者情報」の収集につながると考え

られる。前アンケートで質問 7、13 に“出来てい

ない”があったのは A 病棟には専従のリハビリ

担当者や薬剤師がおり、家屋状況や服薬管理

に関して看護師が主となって情報収集する機

会が少ないためと考えられる。後アンケートで

“出来ていない”がやや減少したのはアセスメ

ントシートの活用をきっかけに着目することが

できたのではないかと考える。質問 11、12 であ

まり変化が見られなかったのは森氏ら³⁾は「看

護の対象者の清潔援助にあたってはその人の心

身の健康状態、皮膚の状態等の身体条件及び対

象者の清潔に対する考えや日常生活における清

潔行動の自立度を把握し、個々によって異なる

清潔感や清潔行動を尊重し、実施することが大

切である」と述べていることから、看護師は日常

的に患者の清潔援助を行うことで意識が日頃か

ら向きやすいためと考えられる。これらからア

セスメントシートを活用したことで若手看護師

が患者の全体像を早期に把握することができた

と考える。 

Ⅵ．結論 

アセスメントシートを活用した事で若手看護

師が患者の全体像を早期に把握し、退院支援ア

セスメント能力が向上した。その結果、円滑な退

院支援に繋げることができた。 

引用文献 

1)内閣府高齢化の現状と将来像(2019):2021年 6

月 8 日閲覧、www8.cao.go.jp 

2)三浦一恵、山田市子、高橋美智子：地域包括ケ

ア病棟で求められる看護の役割 看護実践の科

学、Vol42、N0.10、18、2017-9. 

3)森千鶴、佐藤みつ子:在宅高齢者の清潔行動と

関連する要因 国立看護大学校研究紀要、第 4巻 

第 1 号、2005 年.
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新人看護師の成長過程の把握への取り組み 

―独自の新人手技チェックリストを用いて― 

キーワード：新人手技チェックリスト・成長過程の把握・教育 

 

 〇渡邉将秀（社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院） 

 

Ⅰ.はじめに 

 新人看護師はリアリティーショックや職場への適

応困難等、様々な問題に直面し、それらの問題を克

服するには、先輩看護師からの支援が必要不可欠で

ある 1）。 

一方、教育担当者の教育に対するとらえ方や必要

と考える教育内容は施設によってさまざまであり、

多くの教育担当者は指導方法等についての専門的知

識と技術を習得する機会に恵まれないままで戸惑い

や不安を抱えているのが現状である 2）。 

実際に A病棟でも毎年エルダーを引き継ぐスタッ

フによって指導方法が違い、エルダー以外の教育担

当者が引き継いだ際に新人の成長過程が把握しにく

く指導がしづらい現状があった。 

2020 年度は途中でエルダーが交代したため新人看

護師の成長過程を把握しづらく、秋口から新人の成

長過程を把握するためのノートを作成した。しか

し、ほかの教育担当者が担当した際に、どこが出来

ていてどこか出来ていないのかノートの情報量が多

く、経過がたどり切れなかった。 

指導に対して先輩看護師が精神的負担を担うこと

は明らかになっている３）。 

そのため、エルダーをはじめ教育担当者が新人看

護師の成長過程を把握しやすく、教育担当者の負担

に配慮した新人手技チェックリストを作り、運用す

ることで、教育担当者が新人看護師の成長過程を把

握しやすくすることが可能なのか明確化したいと考

えた。 

 

Ⅱ.目的 

 新人手技チェックリストを作成し運用すること

で、教育担当者が新人看護師の成長過程を把握しや

すくすることが可能なのか明確化することを目的と

した。 

 

Ⅲ.用語の定義 

エルダー：A病棟での入職 1 年目の看護師への指導

方法や指導指針を決めていく看護師 

教育担当者：A 病棟での入職１年目看護師への日勤

業務や看護技術を教える 3年目以上の看護師 

 

Ⅳ.研究方法 

１.研究対象 

 2021 年 3 月時点で在籍している 3～7 年目のエル

ダー経験者の A 病棟所属スタッフ 9 名 

2．研究期間 

令和 3年 4 月～7月 

チェックリスト運用期間は 5 月中旬から 6 月中旬の

1 か月間。 

3．研究方法 

1）新人手技チェックリストの実施手順 

・新人手技チェックリストは、A 病棟で 1 番多い手

技を検討し、採血、静脈留置針（インサイト）、経管

栄養、痰吸引、膀胱留置カテーテルの 5項目を実施

した。（資料 1.インサイト挿入チェックリスト一部

参照） 

➀ チェックリストは新人の日報ファイルに挟み、

新人が項目ごとにインデックスを付ける。 

② チェックリストを記入するのは教育担当者が行

う。 

③ 実施した項目用紙に日付を記入し、手順に沿っ

てできていたか、できていないかを選んで教育担当

者が〇をつける。 

 

2）アンケート収集方法 

（1）対象：2021 年 3 月時点で在籍している 3～7 年
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表現することで時間短縮となり業務の負担軽減につ

ながったと考える。 

チェックリストの妥当性については、A病棟に必

要な手技が、順序だててリスト化されており、未到

達の技術が明確化されていた。 

チェックリストがあることで、手技の向上や業務

の質の均一化をはかることができる。新人が同じレ

ベルの手技をできるように、目標達成のための最適

なプロセスをマニュアル化することが結果的に指導

の効率化に繋がると考える。YES と回答した人が

90％と大半を占めていたことから、チェックリスト

の内容は適当だったといえる。 

厚生労働省のガイドラインでは「実地指導者は新

人看護職員に対して、臨床実践に関する実地指導、

評価等を行う者である。看護職員として必要な基本

的知識、技術、態度を有し、教育的指導ができる者

であることが望ましい」４）と述べていることから、

新人看護師の技術指導を行うにあたって、評価を行

う必要がある。チェックリストを用いることで、新

人の技術の習得状況が分かりやすく指導者が評価を

行いやすかったと考えられる。 

また看護実践の到達目標として「到達目標の項目

によっては、施設又は所属部署で経験する機会が少

ないものもあるため、優先度の高いものから修得す

る。」４）とあり、A 病棟で 1 番多い手技を検討し、採

血、静脈留置針、経管栄養、痰吸引、膀胱留置カテ

ーテルに絞ったチェックリストの 5項目を選択した

ことは、適切であった。 

このように先行研究やガイドラインを振り返るこ

とで、私たちの研究は有用性があったと考える。 

さらに、今回 A 病棟の手技の特徴を踏まえ作成し

たチェックリストを活用したことで、成長過程の把

握ができたと考える。 

 

Ⅶ.結論 

アンケート結果を鑑みるに新人手技チェックリス

トは教育担当者が指導をする上で、新人看護師の成

長過程を把握することが可能となり、教育担当者の

負担を配慮できたといえる。 
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資料１ インサイト挿入チェックリスト 

 

インサイト挿入

項目　　　　　　　　　　　　

日付

１、必要物品の準備ができ
る

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

２、輸液ボトルにルートを
つなげて輸液を先まで満
たすことができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

３、必要な声掛けができる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

４、駆血帯を適切に巻くこ
とができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

５、消毒する事が出来る 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

６、穿刺部位が決定できる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

７、末梢から中枢に向かっ
て皮膚を伸展させ穿刺が
出来る

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

8、逆血を確認し、外筒を
進めることが出来る

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

9、忘れずに駆血帯を外す
ことができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１0、外筒を押さえながら、
誤穿刺ボタンを押し、内筒
を抜くことができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１1、ルートを接続すること
ができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１2、輸液の滴下、皮膚異
常の有無を確認できる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１3、ルートの固定ができる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１4、患者の衣服を整え、
協力していただいたお礼
ができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１5、片づけができる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

目のエルダー経験者の A 病棟所属スタッフで、尚且

研究参加に同意したスタッフを対象とした。 

（2）分析方法：アンケートを用いて下記の内容をデ

ータ化する。 

①チェックリストは見やすかったか 

②業務の過剰な負担にならなかったか 

③チェクリストが新人の成長過程を把握する上で役

だったか 

①～③を YES/NO で回答してもらい、自由記載欄の一

部を文章化し抜粋する。 

 

４．倫理的配慮 

A 施設の倫理委員会等の倫理審査の承認を得て実

施した。対象者に研究目的・方法、研究開始後いつ

でも辞退が可能であり、不利益は生じないこと、得

られたデータは対象者が特定できないように処理

し、研究目的以外には使用しないこと、研究終了後

一定期間保管後にデータは破棄すること、研究結果

の公表について説明し同意を得た。 

 

Ⅴ.結果 

アンケートは対象者であり研究に同意した 9 名に

配布し 9名より回収。対象者の結果を以下に示す。

自由記載欄の内容は[]で示す。 

①成長を把握できたかについては、YES が 9 人

（100％）であった。 

 YES の理由として、[チェックリストは見やすいで

す。同じところに「できていない」とチェックがつ

いているのが続いているとそこを重視して指導がで

きるので良い][どれくらい回数をこなしているかも

わかった][どの手技が自立しているのか、それぞれ

の手技に関してどの部分が出来ていないのかをすぐ

に把握できてよかった]などの意見が見られた。 

 

②チェックリストが業務の負担になったかについて

は YES が 3 人（33％）で NO が 6 人（67％）であっ

た。 

YES の理由として[その日に処置が重なるとチェッ

クするのは大変かなと思いました][いくつかチェッ

クリストが複数あったので、いっぱいチェックする

ものがあるなと感じました]などの意見があった。 

NO の理由として[そんなに時間がかからなかった] 

[チェックリストの項目が採血や静脈留置針など、基

礎的かつ最低限に絞られているので、負担が少な

い][項目が少ないのでそれほど負担にならない]など

の意見が見られた。 

③チェックリストの内容は適当だったかについて

は、YES が 8 人（90％）、NO が 1 人（10％）であっ

た。 

YES の理由として、[自分たちの病棟では適切な内容

だと思った][順序に沿って書いてあるので良いと思

う][何が出来ていないかを明確にして評価すること

ができた]などの意見が見られ、NO の理由として、

[やや手順が細かすぎる感じもした]が見られた。 

 

Ⅵ.考察 

 アンケート結果も元に新人看護師の成長過程の把

握、業務の負担、チェックリストの妥当性につい

て、考察する。 

成長過程の把握については、 以前までは、口頭や

書面での情報共有だったが、理解の誤差が生じ、過

去の書面を振り返ることに時間がかかり結果的に指

導者の負担につながると考えた。 

アンケートの返答では、成長が把握できたと回答

した割合が 100％であった。その理由として、チェ

ックリストは見やすく、手技を実施した回数や自立

出来ている手技が何かがわかりやすかった。 

箇条書きだと短く簡潔に要点が整理されているの

で、重要な部分だけを記憶することができる。要点

を特定しやすいので、早く確認できるという利点が

ある。そのため評価方法、チェック項目を箇条書き

にし、チェックリストを一覧表にすることで比較対

照がしやすく、手順を項目にあげることで評価がし

やすかったと考える。 

チェックリストが業務の負担であったかについて

は、普段の業務に加え、新人指導は少なからず指導

者の負担になる。新人が習得する技術が一日の中で

重なるとチェックリストに記載する量が増加する。

しかし、NO と答えた人が 67％と半数以上いたことか

ら、技術を 5項目に絞り手順を細かく、また簡潔に
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表現することで時間短縮となり業務の負担軽減につ

ながったと考える。 

チェックリストの妥当性については、A病棟に必

要な手技が、順序だててリスト化されており、未到

達の技術が明確化されていた。 

チェックリストがあることで、手技の向上や業務

の質の均一化をはかることができる。新人が同じレ

ベルの手技をできるように、目標達成のための最適

なプロセスをマニュアル化することが結果的に指導

の効率化に繋がると考える。YES と回答した人が

90％と大半を占めていたことから、チェックリスト

の内容は適当だったといえる。 

厚生労働省のガイドラインでは「実地指導者は新

人看護職員に対して、臨床実践に関する実地指導、

評価等を行う者である。看護職員として必要な基本

的知識、技術、態度を有し、教育的指導ができる者

であることが望ましい」４）と述べていることから、

新人看護師の技術指導を行うにあたって、評価を行

う必要がある。チェックリストを用いることで、新

人の技術の習得状況が分かりやすく指導者が評価を

行いやすかったと考えられる。 

また看護実践の到達目標として「到達目標の項目

によっては、施設又は所属部署で経験する機会が少

ないものもあるため、優先度の高いものから修得す

る。」４）とあり、A 病棟で 1 番多い手技を検討し、採

血、静脈留置針、経管栄養、痰吸引、膀胱留置カテ

ーテルに絞ったチェックリストの 5項目を選択した

ことは、適切であった。 

このように先行研究やガイドラインを振り返るこ

とで、私たちの研究は有用性があったと考える。 

さらに、今回 A 病棟の手技の特徴を踏まえ作成し

たチェックリストを活用したことで、成長過程の把

握ができたと考える。 

 

Ⅶ.結論 

アンケート結果を鑑みるに新人手技チェックリス

トは教育担当者が指導をする上で、新人看護師の成

長過程を把握することが可能となり、教育担当者の

負担を配慮できたといえる。 

 

Ⅷ.引用文献、参考文献 
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資料１ インサイト挿入チェックリスト 

 

インサイト挿入

項目　　　　　　　　　　　　

日付

１、必要物品の準備ができ
る

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

２、輸液ボトルにルートを
つなげて輸液を先まで満
たすことができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

３、必要な声掛けができる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

４、駆血帯を適切に巻くこ
とができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

５、消毒する事が出来る 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

６、穿刺部位が決定できる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

７、末梢から中枢に向かっ
て皮膚を伸展させ穿刺が
出来る

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

8、逆血を確認し、外筒を
進めることが出来る

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

9、忘れずに駆血帯を外す
ことができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１0、外筒を押さえながら、
誤穿刺ボタンを押し、内筒
を抜くことができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１1、ルートを接続すること
ができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１2、輸液の滴下、皮膚異
常の有無を確認できる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１3、ルートの固定ができる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１4、患者の衣服を整え、
協力していただいたお礼
ができる

出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

１5、片づけができる 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない 出来る・出来ない

― 57 ―



 
透析看護に対する不安軽減の試み 

－学習会を実施して－ 
     

keyword：透析看護 学習会 不安 
            ○小林 ゆかり  石塚 夏海 （医療法人社団 葵会 新潟聖籠病院） 
 

Ⅰ ． はじめに 

A 病院は透析患者が多く、 B 病棟は現在78％

が透析患者である。 B 病棟入院患者の平均年齢

は79歳であり、寝たきりや要介護者が多く、腎

疾患以外の疾患や認知症を合併している患者が

多数を占める。 

勤務している看護師の大半は既卒看護師であ

り、入職時の透析看護経験者が少ない。B 病棟

看護師から透析看護に不安があるという声が

度々聞かれていた。野口 1) らによると「中途採

用の看護師は、経験者としての能力や即戦力と

して期待される一方で、慣れない環境の中で想

像よりも職場に慣れるのに時間がかかる 。」 と

いう体験が報告されている。さらに同研究で、

「中途採用の看護師は、慣れない環境の中で分

らないことをなかなか聞くことができず、職場

に慣れることにも時間がかかると認識してい

た 。」 2) とある。 B 病棟は中途採用の看護師が

多いため、透析患者の看護に対して不安を抱き

やすいと思われる。また、掛谷 3) らは「透析室

看護師に向けて行った透析看護の研修効果とし

て、透析看護に対するやりがいと学習意欲の向

上がみられた 。」 と述べている。 

以上のことから、B 病棟でも透析室見学や透

析に関する学習会を開催し、透析看護に対する

不安の軽減を目指す。この取り組みから、透析

看護に対する抵抗感や不安が減少し、質の高い

看護の提供の促進につながると考える。 

     

Ⅱ ． 研究目的 

透析室の見学や学習会を開催することで、透

析看護の知識不足による不安を軽減できるか明

らかにする。 

 

Ⅲ ． 研究方法 

１．研究デザイン 

アンケート調査  

２ . 対象 

B 病棟看護師17名 

３ . 調査期間 

2021年 4 月～2022年 2 月  

 

４．データの収集方法 

1 ）①山家 4) らが挙げている透析看護の基礎知

識と A 病院電子カルテの透析レポートについて

の不安を「全くない」「あまりない」「どちら

ともいえない」「少しある」「大いにある」の

5 段階で評価した。 

②掛谷 3) らのアンケートを参考に作成したアン

ケートを配付、専用の回収箱を作成し、回答し

たアンケートを提出してもらった。学習会前ア

ンケートで透析看護に対する不安がないと回答

した場合は学習会のみ参加とし、学習会後のア

ンケートは提出不要とした。 

＜病棟看護師へのアンケート内容＞ 

○1 腎不全の病態、透析療法の原理 

○2 透析療法の種類 

○3 バスキュラ－アクセス 

○4 食事療法 

○5 透析患者の定期検査 

○6 透析患者がよく使う薬剤 

○7 A 病院電子カルテの透析レポート 

○8 透析前の観察項目 

○9 透析後の観察項目 

○10 透析患者に多い合併症 

２）透析看護の基礎知識について資料配付、透

析室スタッフの協力を得て透析室見学を行った。

また、透析室に勤務経験がある看護師から、ア

ンケートの自由記載欄でその他不安なことや知

りたいこととして記載があった「 A 病院電子カ

ルテの透析レポートの見方」「シャントエコー

の見方」「シャント異常時の対応」についての

学習会を B 病棟看護師全員に数人ずつ、または

個人に分け、約30分を数回に分けて全員に参加

してもらった。 

３）学習会後のアンケートを配付し、回収した。 

５．分析方法 

回収したアンケートを単純集計し、自由記載

内容は原文のまま使用した。 

６．倫理的配慮 

 研究対象者には、研究の趣旨、目的を文書で

説明した。参加、不参加は自由意思であること、

不参加であっても不利益はないこと、また、得

られた結果については研究発表後に速やかに破

棄することを説明した。アンケート用紙は無記

名とし、年齢、看護師経験年数、透析看護経験

の有無、有の場合は透析看護経験年数を記載、
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透析看護に対する不安の有無について回答して

もらった。アンケート用紙の提出をもって研究

の同意が得られたとした。また、本研究は A 病

院研究倫理委員会の承認を得て実施した。 
 
Ⅳ ． 結果  

対象者の概要は、表１に示す。 

（ 表 1  対 象 者 概 要 ） 

看 護 師 経 験 年 数 人 数 

5 年 未 満 1 人 

5 ～ 10 年 未 満 8 人 

10 ～ 15 年 未 満 2 人 

15 ～ 20 年 2 人 

20 ～ 25 年 未 満 3 人 

25 年 以 上 1 人 

研究参加者は、病棟看護師20名のうち17名で

あり、男性 2 名、女性15名、そのうち透析室勤

務経験有りが 2 名、未経験者が15名であった。

学習会前に不安があると回答した看護師は16名

だった。不安がないと回答したのは透析室勤務

経験がある看護師 1 名だった。アンケート回収

率は、学習会前アンケートでは85％、学習会後

では94％だった。学習会前アンケートの有効回

答率は 100 ％、学習会後の有効回答率は93％だ

った。 

不安が「大いにある」と多く回答があったの

は〈透析療法の種類〉〈 A 病院電子カルテの透

析レポート〉〈バスキュラーアクセス〉の 3 項

目であった。透析療法の種類、 A 病院電子カル

テの透析レポートでは50％の看護師が、不安が

「大いにある」と回答し、バスキュラーアクセ

スでは38％の看護師が、不安が「大いにある」

と回答した。他の項目では20％以下だったため、

この３項目を主な結果として表示する。 

 透析療法の種類では、学習会前では不安が

「大いにある」が 8 名、「少しある」が 5 名、

「どちらともいえない」が 3 名、「あまりな

い」「全くない」が 0 だったが、学習会後には

「大いにある」が 0 、「少しある」が 4 名、

「どちらともいえない」「あまりない」が 5 名、

「全くない」が 1 名になった。（図 1 、 2 ） 

A 病院電子カルテの透析レポートでは、不安が

「大いにある」が 8 名、「少しある」が 4 名、

「どちらともいえない」が 3 名、「あまりな

い」が 1 名、「全くない」が 0 だったが、学習

会後には「大いにある」が 0 、「少しある」が

4 名、「どちらともいえない」「あまりない」

が 5 名、「全くない」が 1 名になった。（図 1 、

2 ） 

 バスキュラーアクセスでは、学習会前では不

安が「大いにある」が 6 名、「少しある」が 5

名、「どちらともいえない」が 3 名、「あまり

ない」が 2 名、「全くない」が 0 だったが、学

習会後には「大いにある」が 0 、「少しある」

が 6 名、「どちらともいえない」 0 、「あまり

ない」が 9 名、「全くない」が 0 になった。

（図 1 、 2 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習会を受け、透析看護の知識不足による不

安がどれだけ解消されたかという質問に対し、

「不安が少し解消された」と回答した看護師が

15名中12名、「どちらともいえない」が 3 名だ

った。 

（図 3)  

また自由記載欄では、学習会を開催したこと

で「透析看護に興味がわいた 」、 「さらに学習

を続けなければならないと思った」という意見

が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ ． 考察  

A 病院では透析に関する研修が年に数回開催

されているが、アンケート結果から透析看護未

経験の看護師は漠然とした不安を抱えながら

日々透析患者の看護をしていたことが明らかと

なった。 A 病院のように透析患者が多く入院す

る病院では病棟看護師も透析看護について継続

して学習し、それを活かしながら透析室看護師

とともに患者の継続看護を行っていく必要があ
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認知症病棟における接遇マナーに対する看護職者の意識と行動 

‐アンケート調査を用いての効果‐ 

 

Keyword 認知症病棟 看護職者 接遇マナー アンケート調査 

〇塚田 昌寿  松井 恭乃  藤田 七海  山田 麻未(医療法人立川メディカルセンター柏崎厚生病院） 

 

Ⅰ．はじめに 

現在、わが国は超高齢化が進んでおり、2020年65

歳以上の認知症の人の数は約600万人であり1)、精

神疾患を有する入院患者数の疾患別内訳を見ても、

2017年にはアルツハイマー型認知症が15年前と比べ

約2.6倍に増加している2）。某精神科病院の認知症

治療病棟(以下、A病棟)においても、認知症による

中核症状や心理症状(以下、BPSD:behavioral psy-

chological symptoms of dementia)の進行により、

入院治療が必要と判断された患者が多く入院してい

る。先行研究では、BPSDに対するカンフォータブ

ル・ケアの効果が報告されている3）。 

A 病棟は「患者が安心して過ごせるよう、相手を

尊重した言葉遣い、態度(以下、接遇マナー)で接す

る」を、病棟看護目標として取り組んできた。今井
4）は「認知症の中核症状が招く行動、心理症状は認

知症の人の環境(物的、人的)に大きく左右されると

いっても過言ではなく、その環境を整えることは、

認知症の人がその人らしい生活を送ることにつなが

る」と述べている。適切な接遇マナーで接し、人的

な環境を整えることは重要である。しかし、過去に

実施したアンケート調査では、A 病棟看護職者の接

遇マナーに対する意識が低いことが課題となってい

た。そのため今回、接遇マナーに対する意識と行動

の変化を図るため、アンケート調査を繰り返し実施

し、結果を掲示したことによる効果を報告する。 

 

Ⅱ．研究目的 

 本研究の目的は、アンケート調査を用いて、A

病棟看護職者の接遇マナーに対する意識と行動の

変化がみられるのかを明らかにすることである。 

 

Ⅲ．研究方法 

1． 研究デザイン  

看護実践研究 

2． 研究対象  

A 病棟看護職者 25 名（看護師 16 名、准看護師 3

名、看護補助者 6 名） 

3． 調査期間  

2021 年 7 月～10 月 

 

4．方法  

1）調査方法:無記名自記式質問紙法。自己評価、他 

者評価のアンケートを作成し 1 回/月、3 か月続けて 

実施した。 

2）調査内容:①適切な言葉遣いに関する自己評価  

②適切な態度に関する自己評価 ③自己の適切な言 

葉遣い、態度ができていない場面、感情 ④適切な 

言葉遣いに関する他者評価 ⑤適切な態度に関する 

他者評価 ⑥他者の適切な言葉遣い、態度が出来て 

いない場面、感情の内容とし、設問①②④⑤は「で 

きている」「時々できていない」「できていない」の 

3 択式、設問③⑥は記述式とした。 

3）アンケート回答結果の掲示、発表：アンケート 

集計後結果を掲示し、カンファレンス時に発表を 

した。 

5．分析方法 

アンケート①②④⑤は単純集計した。記述式の③

⑥は意味内容の類似性に基づき質的に分類した。 

6．倫理的配慮 

研究の対象者に本研究の趣旨、研究への参加は自

由意志であること、拒否した場合、不利益を被らな

いこと、研究で得たデータは研究目的以外で使用し

ないこと、結果は看護研究発表会で公表予定である

こと、個人が特定されないよう、プライバシーに配

慮することを口頭と書面で説明し、アンケートの投

函をもって協力の同意を得られたものとした。某精

神科病院の看護部倫理委員会で承認を受け、実施し

た。 

 

Ⅳ．結果 

アンケートの回収は、第 1回 21 名(84％)、第 2

回 19 名(76％)、第 3 回 15 名(60％)であった。有効

回答率は 100％であった。 

1．適切な接遇マナーができているか(表 1) 

1）自己評価:適切な言葉遣いが「できている」と回

答した割合が回を追うごとに増加がみられた。ま

た、「できていない」が第 3 回には 0％となり、

「時々できていない」も減少した。適切な態度につ

いても「できている」と回答した割合は増加し、

「時々できていない」は減少した。 

2）他者評価:適切な言葉遣いが「できている」と回 

る。しかし、透析看護は専門性が高く、透析室

に配属されなければ実際に治療の場を見ること

は少なくイメージも抱きにくい。そのため自分

がどこに疑問を感じ、どこに不安を抱いている

のかという具体的なことがわからずに漠然とし

た不安を抱える人が多いのではないかと考えら

れる。 

今回の学習会の効果として、学習会後に不安

が「大いにある」と回答した人がいなくなり、

不安が「少しある」「あまりない」と回答した

人が増えたことで、学習会を開催したことで不

安が軽減できたことがうかがえる。これはまず

B 病棟看護師がどんな不安を抱いているかを抽

出し、それに対しての学習会を開催したためだ

と考えられる。漠然とテーマを決めて研修を行

うだけでは理解が深まらず、不安を軽減させる

ことは難しいと思われる。 

西澤 5) らの研究で「透析患者の入院が多い部

署ほど、勉強会の理解度や満足度が高い傾向に

あった 。」 と報告されている。透析患者に多く

接する部署の看護師は日常の看護援助や患者と

の関わり、透析治療に関わる他職種との関わり

の中で疑問を抱く機会が多い。よって、今回の

ような学習会が効果的だったのではないかと考

えられる。 

吉村 6) によると、「不安は人間に限らず生物

にとって重要な感情であるため、それらを 0 に

なるまで減らすことは適応的ではない。（中

略）実際的な不安への対処は、不安を無くす事

ではなく不安と上手に付き合っていく事である

と考えられる 。」 と述べている。アンケートの

自由記載欄にもあったように、不安があること

でさらに学習する意欲がわき、知識を深める努

力をしようとすることが重要だと考えられる。

不安と向き合い、上手につきあっていくことが

必要である。 

学習の70％は自分の仕事の直接的な経験から、

20％は他者の観察やアドバイスから、10％は本

を読んだり研修を受けたりすることから得られ

る人の成長を決める要素の比率の 70/20/10 の法

則 7) があるが、今回の透析室見学や学習会はこ

の法則の10％に当てはまる。学習会で知識不足

は補えたが、実際に他者からのアドバイスを受

けながら症例などを用いてアセスメントをし、

看護をすることでこの比率の70％、20％の部分

を補える知識を得ることができると考える。今

後、今回の学習会で得た知識を用いて実際にア

セスメントすることで更に学びを深め、成長で

きると考えられる。 

また、福井 8)は「自己の看護観を含め、自己

の能力を開発させていくためには、目標を明確

に設定することでその目標を意識して行動する

ことができる 。」 と述べている。 

今回の研究で学習会を開催したことにより、

スタッフが透析看護へ興味をもつことや継続学

習の必要性に気づくきっかけとなったといえる。

今後も病棟での定期的な学習会の開催をし、さ

らに不安を軽減していく取り組みが必要である。 

 

Ⅵ . 結論  

1. 透析看護に関する知識不足による不安は、

学習会の開催で軽減した。 

2. 学習会が、病棟看護師の透析看護への興味

や継続学習へのきっかけとなった。  
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Ⅰ．はじめに 

現在、わが国は超高齢化が進んでおり、2020年65

歳以上の認知症の人の数は約600万人であり1)、精

神疾患を有する入院患者数の疾患別内訳を見ても、

2017年にはアルツハイマー型認知症が15年前と比べ

約2.6倍に増加している2）。某精神科病院の認知症

治療病棟(以下、A病棟)においても、認知症による

中核症状や心理症状(以下、BPSD:behavioral psy-

chological symptoms of dementia)の進行により、

入院治療が必要と判断された患者が多く入院してい

る。先行研究では、BPSDに対するカンフォータブ

ル・ケアの効果が報告されている3）。 

A 病棟は「患者が安心して過ごせるよう、相手を

尊重した言葉遣い、態度(以下、接遇マナー)で接す

る」を、病棟看護目標として取り組んできた。今井
4）は「認知症の中核症状が招く行動、心理症状は認

知症の人の環境(物的、人的)に大きく左右されると

いっても過言ではなく、その環境を整えることは、

認知症の人がその人らしい生活を送ることにつなが

る」と述べている。適切な接遇マナーで接し、人的

な環境を整えることは重要である。しかし、過去に

実施したアンケート調査では、A 病棟看護職者の接

遇マナーに対する意識が低いことが課題となってい

た。そのため今回、接遇マナーに対する意識と行動

の変化を図るため、アンケート調査を繰り返し実施

し、結果を掲示したことによる効果を報告する。 

 

Ⅱ．研究目的 

 本研究の目的は、アンケート調査を用いて、A

病棟看護職者の接遇マナーに対する意識と行動の

変化がみられるのかを明らかにすることである。 

 

Ⅲ．研究方法 

1． 研究デザイン  

看護実践研究 

2． 研究対象  

A 病棟看護職者 25 名（看護師 16 名、准看護師 3

名、看護補助者 6 名） 

3． 調査期間  

2021 年 7 月～10 月 

 

4．方法  

1）調査方法:無記名自記式質問紙法。自己評価、他 

者評価のアンケートを作成し 1 回/月、3 か月続けて 

実施した。 

2）調査内容:①適切な言葉遣いに関する自己評価  

②適切な態度に関する自己評価 ③自己の適切な言 

葉遣い、態度ができていない場面、感情 ④適切な 

言葉遣いに関する他者評価 ⑤適切な態度に関する 

他者評価 ⑥他者の適切な言葉遣い、態度が出来て 

いない場面、感情の内容とし、設問①②④⑤は「で 

きている」「時々できていない」「できていない」の 

3 択式、設問③⑥は記述式とした。 

3）アンケート回答結果の掲示、発表：アンケート 

集計後結果を掲示し、カンファレンス時に発表を 

した。 

5．分析方法 

アンケート①②④⑤は単純集計した。記述式の③

⑥は意味内容の類似性に基づき質的に分類した。 

6．倫理的配慮 

研究の対象者に本研究の趣旨、研究への参加は自

由意志であること、拒否した場合、不利益を被らな

いこと、研究で得たデータは研究目的以外で使用し

ないこと、結果は看護研究発表会で公表予定である

こと、個人が特定されないよう、プライバシーに配

慮することを口頭と書面で説明し、アンケートの投

函をもって協力の同意を得られたものとした。某精

神科病院の看護部倫理委員会で承認を受け、実施し

た。 

 

Ⅳ．結果 

アンケートの回収は、第 1回 21 名(84％)、第 2

回 19 名(76％)、第 3 回 15 名(60％)であった。有効

回答率は 100％であった。 

1．適切な接遇マナーができているか(表 1) 

1）自己評価:適切な言葉遣いが「できている」と回

答した割合が回を追うごとに増加がみられた。ま

た、「できていない」が第 3 回には 0％となり、

「時々できていない」も減少した。適切な態度につ

いても「できている」と回答した割合は増加し、

「時々できていない」は減少した。 

2）他者評価:適切な言葉遣いが「できている」と回 
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Ⅴ．考察 

1． アンケート調査を用いての効果 

今回の研究では接遇マナーに関するアンケートを

3 か月間継続的に行い、その結果を掲示、発表した

ことで最終的には知識と行動の変化につながったと

考える。認知症介護のテキスト 5）では「介護者

は、自己覚知(自らの能力、性格、個性を知り、感

情、態度を意識的にコントロールすること)によっ

て、自分自身が周囲にどのような影響を与えるのか

を自覚し、よりよい影響を与える自分に自己変容す

る努力が求められます」と述べている。今回のアン

ケートでの取り組みが、自己と他者を見つめ直すき

っかけとなり、自己の接遇マナーを意識することに

努める機会となったと考える。 

2．適切な接遇マナーができていない場面、感情の

分析から得られた看護への示唆 

【患者-看護職者関係の逸脱】の中の〔患者を下

の名前、愛称で呼ぶ〕〔馴れ合いの言動〕に関して

は、田中 6）は、「認知症という疾患から、なじみの

関係が重要になってくるため、一般医療の接遇とは

違い、言葉遣いや呼び方に工夫が必要な場面も少な

くない」と述べている。安心できる人的な環境づく

りも必要ではあるが、看護職者が、専門職としての

意識を強く持ち、患者を苗字で呼ぶ等の基本的な接

遇マナーを遵守することは重要であると考える。 

また適切な接遇マナーが「時々できていない」、

「できていない」が第 1 回から第 3回の②④⑤にお

いて半数以上を占めており、【業務の煩雑さ】【患者

の執拗な訴え・言動】【患者からの理解・協力が困

難】の結果から、認知症患者と日々関わる中で、い

らだちやストレスが生まれ【看護職者の感情的な言

動】へもつながっていると考える。BPSD 緩和のた

め、認知症患者への正しい知識を持ち接することは

もちろんのこと、田辺 7）は「看護師にとっても怒

りをはじめとするマネジメントは不可欠である」と

述べており、看護職者自身が自己の感情コントロー

ルを行うことは重要である。さらに上野 8）は、「ス

タッフ間で気持ちを表出する場を作り、ストレスの

解消、他スタッフからうまくケアを行えた方法など

の情報提供の重要性」を述べている。事例検討を行

うことで対応の困難さを看護職者間で共有でき、ス

トレス緩和やモチベーションの向上へとつながり、

ケアに余裕が生まれると考える。 

3．本研究の限界と今後の課題 

本研究では、結果として接遇マナーの意識と行動

の変化につながったと考えるが、研究対象人数 25

名と少人数であることに加え、アンケート回収率の

低下もみられ、アンケート結果の集計も単純集計の

みであり、正確な比較が行えなかったと考える。さ

らに、アンケートの内容に年齢、職種、経験年数の

項目を設けなかったため看護職者の属性が及ぼす影

響や関連性について考察を行えなかった。また、前

述のように「時々できていない」「できていない」

が半数以上を占めていることや、アンケート回収率

の低下がみられたことから、適切な接遇マナーで接

することによる認知症患者への効果を含めた知識や

必要性の啓発が不足していたと感じる。アンケート

と共に、研修会を開くといった働きかけを実施する

ことでより意識向上と行動の変化に結びつけられた

のではないかと考える。 

 

Ⅵ．結論 

1． 自己と他者を評価できるアンケートを実施、掲 

示、発表したことで接遇マナーへの意識向上と行動

の変化につながった。 

2． 適切な接遇マナーができていない場面と感情の 

分析から、【患者-看護職者関係の逸脱】【看護職者

の感情的な言動】【業務の煩雑さ】【患者の執拗な訴

え・言動】【患者からの理解・協力が困難】が明ら

かとなった。 
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答した割合が第 1 回 24％、第 2回 21％、第 3回

27％であった。また、「できていない」が第 3 回に 

は 0％となり、「時々できていない」はやや増加が 

みられた。適切な態度が「できている」と回答した

割合はやや増加し、「時々できていない」という回

答はやや減少した。 

2．適切な接遇マナーができていない場面と感情(表 

2) 

記述式の回答から、96 のコードが得られ、5 つの

カテゴリー【患者-看護職者関係の逸脱】【看護職者

の感情的な言動】【業務の煩雑さ】【患者の執拗な訴

え・言動】【患者からの理解・協力が困難】に分類

された。以下、カテゴリーを【 】、サブカテゴリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―を〔 〕で示す。 

1）【患者-看護職者関係の逸脱】:患者をあだ名等で

呼ぶことや馴れ合いで接してしまうことで、〔患者

を下の名前、愛称で呼ぶ〕〔馴れ合いの言動〕で構

成されていた。 

2）【看護職者の感情的な言動】:感情的な言動で接

してしまうことで、〔表情・態度が威圧的になる〕

〔きつい口調になる〕〔イライラしてしまう〕〔日常

生活援助の場面〕〔看護職者の業務優先の考え〕〔夜

勤帯のマンパワー不足〕で構成されていた。 

3）【業務の煩雑さ】:業務の煩雑さから、不適切な

マナーで接してしまうことで、〔業務全体の多忙

さ〕〔看護職者のマンパワー不足〕〔強い口調になっ

てしまう〕〔患者対応が十分にできない〕〔日常生活

援助の場面〕〔夜勤帯のマンパワー不足〕で構成さ

れていた。 

4）【患者の執拗な訴え・言動】:患者の訴え・言動

に関することで、〔オムツ交換の要求〕〔頻回な訴え

があり対応困難〕〔同様の行動を繰り返し対応困

難〕で構成されていた。 

5）【患者からの理解・協力が困難】:患者の理解・

協力に関することで、〔患者との意思疎通の困難

さ〕〔患者から協力が得られない〕で構成されてい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 適切な接遇マナーができているか 

 

第1回
ｎ＝21

第2回
ｎ＝19

第3回
ｎ＝15

できている ６（28％） ６（32％） ９（60％）
時々できていない 14（66％） 13（68％） 6（40％）
できていない 1（4％） 0（0％) 0（0％）
できている 4（20％） 5（26％） 6（40％）
時々できていない 15（71％） 14（74％） 8（54％）
できていない 2（9％） 0（0％） 1（6％）

③ 設問①②で、それはどのような場
⾯、感情であったか。

できている 5（24％） 4（21％） 4（27％）
時々できていない 14（66％） 14（74％） 11（73％）
できていない 2（9％） 1（5％） 0（0％）
できている 4（20％） 2（11％） 4（27％）
時々できていない 16（76％） 16（84％） 10（67％）
できていない 1（4％） 1（5％） 1（6％）

⑥ 設問④⑤で、それはどのような場
⾯感情であったか。

（表2）

（表2）

アンケート内容

敬語を使⽤できているか。あだ名
や「さん」付け以外で呼んでいな
いか。

看護者の事情や感情で患者に接し
ていないか。

敬語を使⽤できているか。あだ名
や「さん」付け以外で呼んでいな
いか。

看護者の事情や感情で患者に接し
ていないか。

①

②

④

⑤

⾃
⼰
評
価

他
者
評
価

表 2 適切な接遇マナーができていない場面と感情 

 

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード 評価（回） コード数
下の名前で呼んでしまうことがある ⾃（第1,2回） 5
下の名前や愛称で呼んでいる 他（第1,2回） 4
馴れ馴れしく話してしまう ⾃（第1回） 1
患者を⼦供のように接している 他（第1回） 1
いらだちが顔に出て強い⼝調になる ⾃（第1回） 4
威圧的な態度で接している 他（第2回） 2

きつい⼝調になる 敬語であってもきつい⾔い⽅をしている 他（第2回） 1
奇声を出されるとイライラする ⾃（第1回） 1
患者の訴えに声を荒げたり説教のようになっている 他（第１回） 1
⼊浴⽇に感情的になる ⾃（第1回） 1
⼊浴時、お茶、おむつ交換など思い通りにならないと感情的 他（第3回） 1

看護職者の業務優先の考え 時間内に仕事を終わらせることを優先している時 他（第1回） 3
夜勤帯のマンパワー不⾜ 中勤、深夜のスタッフが少ない時感情的になる ⾃（第1回） 1

⾃（第1回） 5
他（第1,2回） 4

業務が切⽻詰まっている時 他（第2,3回） 2
⼈⼿が⾜りない ⾃（第1回） 1
⼈⼿不⾜がありゆとりがないとき 他（第2回） 1

⾃（第2回） 1
他（第2回） 1
⾃（第3回） 1
他（第3回） 1
⾃（第2回） 1
他（第3回） 2
⾃（第2,3回） 2
他（第1回） 2

業務が切⽻詰まっている時 他（第2,3回） 2
中勤、深夜に意識せずとも焦ってしまい、表出化する ⾃（第1回） 1
中勤、深夜で多忙な時に⼝調がきつくなる 他（第3回） 1

⾃（第1回） 1
他（第1回） 1

患者から同様の訴えがある ⾃（第1,2,3回） 7
訴えの多い患者に対しては対応しない時がある 他（第1回） 1
患者が何度も同じ⾏動をしている時 ⾃（第1回） 1
患者につきまとわれている時 他（第2回） 1

⾃（第1回） 3
他（第2回） 1

患者対応中に他患者が割って⼊ってくる ⾃（第1回） 1
患者対応中に他患者が割って⼊ってくると中傷的な⾔葉がある 他（第1回） 1

業務が忙しい時

患者多数が不穏になっている時、⾔葉遣いがきつくなる

多忙な時に敬語であっても強い⼝調になっている

多忙時に患者対応を後回しにしてしまっている

夜勤帯のマンパワー不⾜

オムツ交換の要求

頻回な訴えがあり対応困難

同様の⾏動を繰り返し対応困難

患者からの理解・協⼒が困難

強い⼝調になってしまう

患者対応が⼗分にできない

⽇常⽣活援助の場⾯

患者との意思疎通の困難さ

患者からの協⼒が得られない

業務の煩雑さ

患者の執拗な訴え・⾔動

※⾃：⾃⼰評価、他：他者評価

患者ー看護職者関係の逸脱
患者を下の名前、愛称で呼ぶ

馴れ合いの⾔動

看護職者の感情的な⾔動

表情・態度が威圧的になる

イライラしてしまう

⽇常⽣活援助の場⾯

⼊浴⽇など忙しい時

オムツ交換要求がしつこい時

説明してもわかってもらえない時

業務全体の多忙さ

看護職者のマンパワー不⾜
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Ⅴ．考察 

1． アンケート調査を用いての効果 

今回の研究では接遇マナーに関するアンケートを

3 か月間継続的に行い、その結果を掲示、発表した

ことで最終的には知識と行動の変化につながったと

考える。認知症介護のテキスト 5）では「介護者

は、自己覚知(自らの能力、性格、個性を知り、感

情、態度を意識的にコントロールすること)によっ

て、自分自身が周囲にどのような影響を与えるのか

を自覚し、よりよい影響を与える自分に自己変容す

る努力が求められます」と述べている。今回のアン

ケートでの取り組みが、自己と他者を見つめ直すき

っかけとなり、自己の接遇マナーを意識することに

努める機会となったと考える。 

2．適切な接遇マナーができていない場面、感情の

分析から得られた看護への示唆 

【患者-看護職者関係の逸脱】の中の〔患者を下

の名前、愛称で呼ぶ〕〔馴れ合いの言動〕に関して

は、田中 6）は、「認知症という疾患から、なじみの

関係が重要になってくるため、一般医療の接遇とは

違い、言葉遣いや呼び方に工夫が必要な場面も少な

くない」と述べている。安心できる人的な環境づく

りも必要ではあるが、看護職者が、専門職としての

意識を強く持ち、患者を苗字で呼ぶ等の基本的な接

遇マナーを遵守することは重要であると考える。 

また適切な接遇マナーが「時々できていない」、

「できていない」が第 1 回から第 3回の②④⑤にお

いて半数以上を占めており、【業務の煩雑さ】【患者

の執拗な訴え・言動】【患者からの理解・協力が困

難】の結果から、認知症患者と日々関わる中で、い

らだちやストレスが生まれ【看護職者の感情的な言

動】へもつながっていると考える。BPSD 緩和のた

め、認知症患者への正しい知識を持ち接することは

もちろんのこと、田辺 7）は「看護師にとっても怒

りをはじめとするマネジメントは不可欠である」と

述べており、看護職者自身が自己の感情コントロー

ルを行うことは重要である。さらに上野 8）は、「ス

タッフ間で気持ちを表出する場を作り、ストレスの

解消、他スタッフからうまくケアを行えた方法など

の情報提供の重要性」を述べている。事例検討を行

うことで対応の困難さを看護職者間で共有でき、ス

トレス緩和やモチベーションの向上へとつながり、

ケアに余裕が生まれると考える。 

3．本研究の限界と今後の課題 

本研究では、結果として接遇マナーの意識と行動

の変化につながったと考えるが、研究対象人数 25

名と少人数であることに加え、アンケート回収率の

低下もみられ、アンケート結果の集計も単純集計の

みであり、正確な比較が行えなかったと考える。さ

らに、アンケートの内容に年齢、職種、経験年数の

項目を設けなかったため看護職者の属性が及ぼす影

響や関連性について考察を行えなかった。また、前

述のように「時々できていない」「できていない」

が半数以上を占めていることや、アンケート回収率

の低下がみられたことから、適切な接遇マナーで接

することによる認知症患者への効果を含めた知識や

必要性の啓発が不足していたと感じる。アンケート

と共に、研修会を開くといった働きかけを実施する

ことでより意識向上と行動の変化に結びつけられた

のではないかと考える。 

 

Ⅵ．結論 

1． 自己と他者を評価できるアンケートを実施、掲 

示、発表したことで接遇マナーへの意識向上と行動

の変化につながった。 

2． 適切な接遇マナーができていない場面と感情の 

分析から、【患者-看護職者関係の逸脱】【看護職者

の感情的な言動】【業務の煩雑さ】【患者の執拗な訴

え・言動】【患者からの理解・協力が困難】が明ら

かとなった。 

 

引用文献 

1) 厚生労働省(2022)、地域で安心して暮らせる精

神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会、

2022、

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/0009

40708.pdf(2022 年 6 月 24 日閲覧) 

2) 前掲書 1） 

3) 赤坂可織、水戸部知子、石川みちよ:カンフォー

タブル・ケアによる心地よい看護をめざして、日

本精神科看護学術集会誌、64(1)、92-93、2021． 

4) 今井幸充:認知症の看護ケア、一般社団法人日本 

精神科看護協会、48、2018． 

5) 認知症介護研究・研修東京センター：図表で学 

ぶ認知症の基礎知識、中央法規出版株式会社、 

143、2008． 

6）田中久枝、馬場洋美、吉田道子、他:A 病棟にお

ける接遇についての意識調査、日本精神科看護学

術集会誌、56(1)、104-105、2013. 

7) 田辺有理子(2021):看護師がアンガーマネジメン

トを学ぶ意義とは？、医学界新聞、第 3426 号、 

https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/ar 

chive/y2021/3426_03(2021 年 10 月 15 日閲覧) 

8）上野和美:精神科病棟で BPSD 対応に看護師が感

じる困難、第 45 回日本看護学会論文集(精神看

護)、103-106、2015. 
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新潟県看護協会看護学会 集録原稿投稿規程

Ⅰ原稿投稿規程
１． 投稿者、共同研究者の資格

）発表者は、新潟県看護協会の会員であること。

共同研究者は、新潟県看護協会の会員であること。

看護職以外で会員と共同研究を行った者は、共同研究者としての資格を有する。

２．演題 原稿 受付

次の事項をすべて満たしているものを対象とする。

）○○年度 新潟県看護協会看護学会の演題を申し込んでいること。

倫理的に配慮された研究内容であり、その旨が本文中に明記されていること。

他の学会及び研究誌に 看護関係雑誌、商業雑誌、海外雑誌を含む に投稿中または、

すでに学会で発表したものを除く。

３． 原稿の採否

本規程を遵守した論文を受け付ける。

修正を求められた場合はコメントにそって修正を行い指定日時までに提出する。

論文の採否は選考を経て学会委員会が決定する。

４． 原稿の書式設定

様式を本会ホームページよりダウンロードし原稿を作成する。書式設定は変更しない。

用紙は、白色A4判(縦)・横書き 余白は、上下左右とも20mm
字体：表題は14ポイント、本文は10ポイント、 明朝体で全角、英文及びアラビア数字

は半角とする。年号は西暦とする。

＊ページ数は入れない  

 
 
 
 
 
 
 
 

上部余白２０ｍｍ   
 表題 ポイント 中央揃え

サブタイトル ハイフンを付け ポイント 中央揃え

キーワード ～ ヶ記入 ポイント 左詰め

発表者・共同研究者 ポイント 発表者を筆頭にして○を付ける 右詰め

名前は前、所属は後 所属は施設名のみとし、（）で囲む 病棟名は記載しない

左余白２０ｍｍ           本文 
                段組１ 

Ⅰ．はじめに 
Ⅱ．研究目的 
Ⅲ．研究方法 

１．研究対象 
＊倫理的配慮は必ず記載  

Ⅳ．結果  
Ⅴ．考察  
Ⅵ．結論  

段
間 

右余白２０ｍｍ       本文  
           段組 2 

 

下部余白２０ｍｍ  

原稿見本 
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＜翻訳書＞

原著者名 書名 版 、発行年、訳者名、書名 版 、発行所、頁、発行年 西暦年次

◇記載例

： 、 、神馬征峰訳、実践ヘル

スプロモーション、医学書院、 、 ．

＜電子文献＞

著者名：表題名、雑誌名、巻（号）、頁、発行年（西暦年次）、 アクセス年月日、 ．

発行機関名 調査 発行年次 、表題、アクセス年月日、 ．

◇記載例

新潟県福祉保健部 健康対策課（ ）：平成 年県民健康・栄養調査結果報告書、

年 月 日閲覧、 ．

） 図表等

図表は必要なものを厳選し、白黒で見やすい大きさにする。

図表に使用するすべての文字サイズは記号等も含め ～ ポイントの範囲とする。

複数の図表を掲載する場合は見やすくなるように、図表間の余白を空ける。

図表にはそれぞれ通し番号とタイトルをつける。表番号と表タイトルは表の上、図番号と

図タイトルは図の下に入れ、センタリング 中央 に表示する。

６．著作権

文献から本文を引用する場合は、出典（文献）を明記する。図・表は転載承諾を得た上で出典

（文献）を明記する。既存の尺度を使用する場合は、必要に応じて尺度の作成者から許諾を得

たことを記載し、出典（文献）を明記する。尺度を改変して使用する場合は、作成者から許諾

を得たことを明記する。

５．原稿執筆要領

タイトル・

タイトルは簡潔明瞭に論文の内容を表すものとする。サブタイトルは、ハイフンを

つける。

は３つ以上、５つ以内とする。

発表者は、最前列に記載、氏名の前に〇をつける。

本文

文字数：本文・引用文献・図表を含め 枚以内。文字数は 字程度とする。

原稿は、「はじめに」・「目的」・「方法」・「結果」・「考察」・「結論」「引用文

献」の項目別にまとめ、各項目にはローマ数字で番号をつける。

）文献

本文中の文献表示方法

・文献を直接引用する場合は、引用部分をカギカッコでくくり、引用であることを必ず明

示する。引用箇所の肩に１）２）と番号をつけ表示する。

◇記載例

「・・・＜引用＞・・・」 ）

・本文中に著者名が明記されている場合は、名前のあとに１）２）と番号をつけ表示する。

◇記載例

佐藤 ）は 「・・・＜引用＞・・・」と述べている。

文献リストの記載方法

・共著者が３名を超える場合は、 名を記載しそれ以上は他と記載する。

・引用文献は次のように記載する。

＜雑誌掲載論文＞

著者名：表題名、雑誌名、巻 号 、頁、発行年 西暦年次

◇記載例

下平和代、別府圭子、杉下智子：ターミナル期の看護行動に影響を与える看護師の感

情、日本看護科学学会誌、 、 、 ．

＜単行本＞

著者名：書名 版 、発行所、頁、発行年 西暦年次

著者名：表題名、編著者、書名 版 、発行所、頁、発行年 西暦年次

◇記載例

河野龍太郎 医療におけるヒューマンエラー 第 版 、医学書院、 、 ．

◇同じ文献から複数引用する場合

記載例

前掲書 ）、
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＜翻訳書＞

原著者名 書名 版 、発行年、訳者名、書名 版 、発行所、頁、発行年 西暦年次

◇記載例

： 、 、神馬征峰訳、実践ヘル

スプロモーション、医学書院、 、 ．

＜電子文献＞

著者名：表題名、雑誌名、巻（号）、頁、発行年（西暦年次）、 アクセス年月日、 ．

発行機関名 調査 発行年次 、表題、アクセス年月日、 ．

◇記載例

新潟県福祉保健部 健康対策課（ ）：平成 年県民健康・栄養調査結果報告書、

年 月 日閲覧、 ．

） 図表等

図表は必要なものを厳選し、白黒で見やすい大きさにする。

図表に使用するすべての文字サイズは記号等も含め ～ ポイントの範囲とする。

複数の図表を掲載する場合は見やすくなるように、図表間の余白を空ける。

図表にはそれぞれ通し番号とタイトルをつける。表番号と表タイトルは表の上、図番号と

図タイトルは図の下に入れ、センタリング 中央 に表示する。

６．著作権

文献から本文を引用する場合は、出典（文献）を明記する。図・表は転載承諾を得た上で出典

（文献）を明記する。既存の尺度を使用する場合は、必要に応じて尺度の作成者から許諾を得

たことを記載し、出典（文献）を明記する。尺度を改変して使用する場合は、作成者から許諾

を得たことを明記する。
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演題登録から学会までの流れ

本学会は、新潟県内の看護の質向上および看護職の研究への意欲向上を目的に開催します。  
演題の採択がされた後、学会集録用の論文を作成、提出していだきます。  
皆様からの演題登録をお待ちしています。  
原稿は、学会集録に掲載されるとともに電子化され新潟県看護協会ホームページに掲載されます。 
 
１．演題応募者の資格

（集録投稿規程参照）

２．演題の内容（集録投稿規程参照）

本学会では、急性期看護、慢性期看護、在宅看護、精神看護、ヘルスプロモーション、

看護管理、看護教育など幅広い領域における研究報告を募集します。

「研究報告」とは、明確な課題を持って研究計画を立て、研究計画に沿ってデータを集

め分析したもの。ケースレポートやマニュアル作成などの実践報告は含みません。

）受付できないもの

（集録投稿規程参照）

３．演題の登録手続き

新潟県看護協会ホームページの「看護職の方」→「教育研修」→「看護学会」から

「演題申込書」「抄録原稿テンプレート」「演題登録チェックリスト」をダウンロードし

作成する。

演題募集期間：

送 付 先 ：

メール件名・添付するファイル名、いずれにも「施設名・発表者氏名」を明記。

電子メールで受け付けます。

アドレスによっては、迷惑メールと認識される可能性がありますので

施設のメールアドレス（病棟、看護部等）から送信してください。

）看護部などから送信する場合にも演題発表者の施設と氏名を明記してください。

）本学会に関する手続きで送信するメールアドレスは変更しないでください。

やむを得ず変更が必要な場合は、必ずその旨を申し出てください。

）テーマの変更や氏名の変更がある場合はメールでお知らせください。

．集録の修正について

修正を求められた場合は、指定期日までに再提出してください。

演題の採否の通知

看護協発表者にメールにてお知らせします。

募集前にホームページに掲載します。  

【集録作成上の留意点】 
Ⅰ表題

①タイトルが論文内容を端的に反映している。
②先行研究を調べている。

Ⅱ研究目的 ①研究目的､文献検討､動機について記述されている。
②この研究により､何を明確にするか記述されている。

Ⅲ研究方法
①対象およびデータの収集方法､分析方法に関して記述されている。
②質問紙を使用している場合は､その内容について記述がある。
③既存の尺度を使用している場合は､出典を明示している。
④質的分析の場合は､信頼性を確保する方法について述べている。
⑤倫理的配慮が記載されている

倫 理 的 配 慮 の
内容について
※ 倫 理 的 配 慮
は方法に記載

① ② ③ ⑤ に
関しては､論
文 に 必 ず 記
載。

④ に 関 し て
は、論文全体
について､倫
理 的 配 慮 が
十分か確認。

①研究対象者からの研究承諾について明記されている。
研究対象者に研究目的・研究方法および研究結果の公表等について説明
し、対象者の自由意志で承諾が決められるように配慮し、承諾を得られた
旨を明記する。

②研究対象者に不利益や負担が生じないよう配慮されている。
研究への参加･不参加によって､対象者の不利益や負担が生じないよう配
慮した旨を記載する。

③研究対象者の個人情報が保護されている。
論文要旨の記述内容で研究対象者が特定できないようにする。
固有名詞（当院・当病棟も含む）や写真等を掲載する場合は、研究結果
を示すのにどうしても必要なもののみとし、研究対象者が特定できない
ように十分配慮する。掲載の承諾を得られた旨を明記する。
イニシャルや入院期間などの記載は､対象者が特定されプライバシーを
侵害する恐れがある。

×不適切な例 ○適切な例

氏、 歳 氏、 歳代

入院期間：
年 月 日～ 月 日

入院期間：
年 月～ 月

④個人情報を適切に取り扱っている。
個人情報の取扱いは、「個人情報保護法」、「医療・介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（個人情報保護委員会・
厚生労働省、 年、 年一部改正）「看護職の倫理綱領」（日本看護
協会、 年）「看護研究における倫理指針」（日本看護協会 年）「人
を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（文部省・厚生労働省、
年一部改正）および所属施設の規定に従う。

⑤  ⑤著作権への配慮がなされている。
文献から本文を引用する場合は、出典を明記する。
図･表を本文に引用する場合は､著作権に配慮し、出典を明記する。
既存の尺度を使用する場合､著作者から許諾を得ている旨を記載する。

Ⅳ結果 ①方法に対する結果が､十分記述されている。
②目的に沿った結果が記述されている。

Ⅴ考察 ①得られた結果に基づく考察をしている。
②目的に沿った分析結果が記述されている。
③先行研究との比較がなされ､適切に文献が引用されている。

Ⅵ結論 方法､結果､考察から導き出された結論になっている。

全体を通して
①論旨が一貫している。
②誤字･脱字がない。
③適切な表現で記載されている。

キーワード キーワードがタイトルの下に記載されている
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演題登録から学会までの流れ

本学会は、新潟県内の看護の質向上および看護職の研究への意欲向上を目的に開催します。  
演題の採択がされた後、学会集録用の論文を作成、提出していだきます。  
皆様からの演題登録をお待ちしています。  
原稿は、学会集録に掲載されるとともに電子化され新潟県看護協会ホームページに掲載されます。 
 
１．演題応募者の資格

（集録投稿規程参照）

２．演題の内容（集録投稿規程参照）

本学会では、急性期看護、慢性期看護、在宅看護、精神看護、ヘルスプロモーション、

看護管理、看護教育など幅広い領域における研究報告を募集します。

「研究報告」とは、明確な課題を持って研究計画を立て、研究計画に沿ってデータを集

め分析したもの。ケースレポートやマニュアル作成などの実践報告は含みません。

）受付できないもの

（集録投稿規程参照）

３．演題の登録手続き

新潟県看護協会ホームページの「看護職の方」→「教育研修」→「看護学会」から

「演題申込書」「抄録原稿テンプレート」「演題登録チェックリスト」をダウンロードし

作成する。

演題募集期間：

送 付 先 ：

メール件名・添付するファイル名、いずれにも「施設名・発表者氏名」を明記。

電子メールで受け付けます。

アドレスによっては、迷惑メールと認識される可能性がありますので

施設のメールアドレス（病棟、看護部等）から送信してください。

）看護部などから送信する場合にも演題発表者の施設と氏名を明記してください。

）本学会に関する手続きで送信するメールアドレスは変更しないでください。

やむを得ず変更が必要な場合は、必ずその旨を申し出てください。

）テーマの変更や氏名の変更がある場合はメールでお知らせください。

．集録の修正について

修正を求められた場合は、指定期日までに再提出してください。

演題の採否の通知

看護協発表者にメールにてお知らせします。

募集前にホームページに掲載します。  
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演題申込み【4 月 1 日（土）～5 月 30 日（火）迄】 
電子メールで①演題申込書②原稿③演題チェック

リストの 3 点を添付し申し込んでください。  

集録の修正

 

結果を連絡 月下旬予定  

原稿の最終提出【8月下旬予定】

 

集録発送 【10月下旬～11月上旬予定】

 
 
 
 
 
 

メールにて申し込み受理通知をお送りいたします。

申込内容は査読を行います。

学会【11 月 30 日（木）】（予定） 
 
 
 
 
 
 

～申し込みから学会までの流れ～

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

学会参加 
申し込み 
8/1（火）

～  

9/25（月）  

．発表形式

発表形式は、口演または示説（ポスターセッション）のいずれかを選択できます。

ただし、演題内容、 、オンデマンドを取り入れた場合は、希望以外の発表形式になる場

合があります。

）口演発表は１演題 分、（発表時間７分、質疑応答 分）で、 での発表です。

）示説発表はポスター展示スペース「縦 ×横 ㎝」での口頭発表（発表時間 分、

質疑応答 分）です。

詳細は、発表者にメールで通知します。

．当日のスケジュール

学会開始前の 週間前に発表者に通知します。

．パワーポイント・ポスターの提出

発表者には、メールで詳細の通知文書を送付します。
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演題申込み【4 月 1 日（土）～5 月 30 日（火）迄】 
電子メールで①演題申込書②原稿③演題チェック

リストの 3 点を添付し申し込んでください。  

集録の修正

 

結果を連絡 月下旬予定  

原稿の最終提出【8月下旬予定】

 

集録発送 【10月下旬～11月上旬予定】

 
 
 
 
 
 

メールにて申し込み受理通知をお送りいたします。

申込内容は査読を行います。

学会【11 月 30 日（木）】（予定） 
 
 
 
 
 
 

～申し込みから学会までの流れ～

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

学会参加 
申し込み 
8/1（火）

～  

9/25（月）  
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2023 年度 新潟県看護協会看護学会 参加申込みについて 
 
  

1  開 催 日     2023年11月30日(木) 予定 
 

 2 参 加 費  会 員     5,000円（発表集録代含む） 
         非会員     10,000円（発表集録代含む） 
         学校団体申込  看護学校1校につき5,000円（発表集録１冊含む） 
         ※別途、学生一人につき 2,000 円（発表集録代含む）を申し込んでください。 
          集録集のみ  1,500円 
 
 3 申込方法  新潟県看護協会ホームページ「教育研修申込システム」により Web で申込み。 
 
 4 申込期間  2023年 8月1日（火）～ 9月25日（月） 
 
 5 参加費の納入 参加費は協会より発行する「払込取扱票」で事前納入してください。 

10月中旬に発送致します。 
 
※ 振込み手数料は、以下とさせて頂きますのでご了承ください。 

・コンビニで支払の場合 → 協会負担 
・銀行で払込の場合     → 自己負担 

※ 「払込取扱票」の控えを領収書とさせて頂きます。紛失にご注意ください。 
※ 「払込取扱票」発行後の変更や返金は致しませんので、ご了承ください。 

 
6 参加取消  申込みの取消は申込み期間の月末（土日を含まない）まで受付けます。 

期日以降は「払込取扱票」を発行致しますので、参加費をお支払いください。 
 
 7 申込時の注意 

1）参加申込は施設で取り纏めてお申込みください。 
他の研修同様、施設宛に「払込取扱票」を発行いたします。 

2）発表者及び共同研究者の方も参加申込みが必要です。 
所定の申込み方法でお申込みください。 

3）当日の申し込みは受け付けませんので、必ず事前にお申し込みください。 
 
 8 発表集録の発送 参加券および集録の発送は11月初旬の予定です。 

所属施設等、申し込みされた所に発送します。 
 

9 そ の 他   
  日時、開催内容につきましては、変更する可能性があります。 

2023年2月中旬頃から新潟県看護協会のホームページに掲載します。 
その後随時ホームページを更新していきますので、最新の情報をご確認ください。 
 

 

2022 年度新潟県看護協会看護学会委員会 
学会委員 
 委員長  古澤 弘美 （長岡崇徳大学） 
 委 員  青海 直子 （新潟県立がんセンター新潟病院） 
      井上 智代 （新潟大学医学部保健学科） 
      小越 佐知子（長岡赤十字看護専門学校） 
      駒形 容子 （長岡赤十字病院） 
      眞田 希巳枝（みどり病院） 
      村山 麗子 （新潟県立新発田病院付属看護専門学校） 

（五十音順） 
  
 担当者  岡田 裕子 （新潟県看護協会 教育研修課長） 
      青木 洋子 （新潟県看護協会 常務理事） 
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　◆情報機器事業部 ◆レンタル事業部

　◆グラフィック事業部 ◆メディカル事業部

　◆フォト事業部 ◆メディアサポート部

　　　　　〒950-0141

TEL025-383-3000（代）

FAX025-383-3001

新しい価値の創造

URL　http://ｗｗｗ.konicaminoltanc.ｊｐ

新潟市江南区亀田工業団地1-2-13

本社：〒950-8701   新潟市東区紫竹卸新町 1808 番地 22
事業所：秋田・大館・横手・山形・酒田・鶴岡・高崎・さいたま
　　　　熊谷・佐倉・虎ノ門・新潟・長岡・上越・佐渡



 

   
 

 
 

一般社団法人日本医書出版協会認定 医学書専門店  

医学・看護・リハビリ・栄養・福祉等、 
医学関連領域の専門書のことなら 

 

〒951-8063 新潟市中央区古町通４番町 563番地 TEL:025-229-4050 FAX:025-224-8654 

見計らいのご希望も承ります。 

詳細はお問い合わせください。 

 

http://www.kokodo.co.jp 



東洋羽毛北信越販売株式会社 新潟営業所

〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明3-13-2 0120-300-060



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＪＲ新潟駅から車で５分 ●関越・北陸自動車道新潟西ＩＣから 20 分 ●新潟空港から車で 20 分 

〒951‐8052 新潟市中央区下大川前通３ノ町 2230 番地 TEL  025-228-6111（大代表） FAX 025-228-0735  

 

新潟のシンボル「萬代橋」、近代的な「柳都大橋」 

そして悠々と流れる信濃川 

新潟でしか味わえないオリジナリティあふれる 

美味しい料理と最高のおもてなしでお過ごしください 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
   
   

学会・各会合・ケータリング・ご宿泊の 

お問い合わせは 
 

是非、新潟グランドホテルまで 

   ●ご予約・お問い合わせは、℡025-228-6111（大代表） 

 

 看護協会会員の皆様へお得なご案内 

各レストラン、ランチ・ディナータイムでご利用いただけます。 

【対象店舗】 新潟グランドホテル館内レストラン『ベルビュー』、『慶楽』、『静香庵』、 

メディアシップ 19 階『フレンチ鉄板静香庵』、旧新潟県副知事公舎『フレンチ鉄板静香庵 別邸 涵養荘』 

お会計の際、会員カードをご提示いただくと・・・ 
 

5%OFF‼ 
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